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国の行政機関における障害者雇用に係る事案に関する検証委員会報告書（平成30年10月22日） 概要

検証結果

厚生労働省（職業安定局）に対する調査結果 各行政機関に対する調査結果

○民間事業主に率先して障害者雇用に積極的に取り組むべきことは当然の責務であるにもかかわらず、多くの国の機関
で障害者雇用を促進する姿勢に欠け、相当数の対象障害者の不適切計上があったことは極めてゆゆしき事態。

○厚生労働省(職業安定局)側と各行政機関側の問題があいまって、大規模な不適切計上が長年にわたって継続するに
至ったものと言わざるを得ない。

○国の行政機関における障害者雇用の実態に対する関心
の低さ

○制度改正等を踏まえた障害者の範囲や確認方法等につ
いての対応の不手際

○対象障害者の計上方法についての正しい理解の欠如

○対象障害者の杜撰な計上

○障害者雇用促進法の理念に対する意識の低さ

独自の実務慣行を安易な前例踏襲により引き継いでいた。

［例］ ・ 視覚障害を矯正視力でなく、健康診断結果等の裸眼視力で判断
・ 人事記録等の病名等のみで内部機能障害として計上
・ 精神障害を自己申告に基づく人事記録等で主観的に判断

（不適切計上の方法に特異性が認められる国の行政機関）
・ うつ病等の精神疾患等を内部機能障害として多数計上（国税庁）
・ 退職した職員を長年にわたり漫然と多数計上（国交省）
・ 雇用率算定の除外職員（刑務官等）を多数計上（法務省）
・ 特定の障害種別を多数計上
（視覚障害：総務省・環境省・特許庁・農水省、精神障害：外務省）

組織として障害者雇用に対する意識が低く、ガバナンスが著しく欠
如。担当者が法定雇用率を達成させようとするあまり、恣意的に解
釈された基準により、例えば既存職員の中から対象障害者として選
定する等の不適切な実務慣行を継続させてきた。これを放置し継続
させてきたことが今般の事案の基本的な構図との心証を強く形成。

一部適切に対応していた機関もあったが、正しい理解に努める姿勢に欠
け、障害者の範囲や確認方法を恣意的に解釈していた。

［例］ ・ 身体障害者は「原則として」障害者手帳により確認することとされ
ているが、例外を厚労省に確認することなく解釈

・ 精神障害者は精神保健福祉手帳を有する者に限る旨、法律上も
厚労省からの依頼通知上も明記しているが、手帳によらずに計上

民間事業主に対する指導に重点が置かれ、国の行政機関で適切に対
象障害者が雇用されているかの実態把握の努力をしなかった。

・平成１７年のガイドライン発出時における対応の問題

民間事業主向けのガイドラインを、制度の異なる国の行政機関向けに
所要の手直しを行うことなく、そのまま送付していた。

・毎年の通報依頼発出時における対応の問題

「原則として」身体障害者手帳により確認と記載するのみで、例外につ
いて具体的な記載がないなど不明確な内容の通知を発出し続けた。

・確認資料の保存及び引継ぎに対する指導の欠如

民間事業主には省令に基づく保存義務が明確であったが、国の行政機
関には指導しなかった。

・平成２６年の独法の虚偽報告事案発生時における対応
の問題

独法における障害者雇用状況の虚偽報告事案は、現時点から振り返
ると、国の行政機関の実態を確認すべき重要な機会であった。
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① 国の行政機関（33の行政機関）＊立法機関・司法機関は対象外
② 厚生労働省（職業安定局）

調査対象

調査方法

① 各行政機関調査

• 平成29年通報時の整理（平成29年６月時点でどの障害者区分に該当していると通報していたか。）
• 平成30年再点検を行った後の整理（障害者区分の判断や手帳所持の状況等）
• 平成29年通報時の対象障害者の判断方法（障害者手帳等による確認の有無、判断に用いた資料等）

等

再点検により減少した通報対象職員に関する個別調査（全数(3,700人)調査）

これら書面調査に加え、全ての調査対象機関にヒアリング調査を実施（延べ７日間、合計約35時間）

人事担当部局に対する調査

• 障害者雇用促進制度や対象障害者の範囲、障害者の把握・確認ガイドライン等についての認識
• 国の行政機関内部における周知方法
• いつから平成29年通報時の取扱いが行われていたのか
• 厚生労働省による通報依頼や制度の周知等の対応 等

② 厚生労働省（職業安定局）調査

• 制度等の変遷に伴い、厚生労働省（職業安定局）が各省庁に対して行ってきた説明内容等について
省内の保存文書及び関係者の聞き取りによる事実関係の調査を行い、本検証委員会に報告。

調査結果を踏まえ、さらに検証委員会で２回にわたりヒアリング調査を実施

（参考１） 検証委員会における調査方法の概要

※調査に当たっては、適切な協力をいただけない場合には職務命令違反となることを事務連絡によって周知。

※９月13日から28日まで直接情報収集するための専用窓口を設置。14件の通報（メール）が寄せられ、検証に活用。
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【構成員】

◎松井 巖
今野 浩一郎
福井 良次
渕上 玲子
村瀬 均

弁護士、元福岡高検検事長
学習院大学名誉教授、元労働政策審議会障害者雇用分科会会長
一般財団法人行政管理研究センター参与、元総務省行政評価局長、総務審議官
弁護士、前東京弁護士会会長
中央大学大学院法務研究科教授、元東京高裁部総括判事

（◎は委員長、敬称略）

（参考２） 検証委員会について

（参考３） 検証委員会の開催経緯

がん

平成30年９月11日

９月25日

10月10日

10月17日（最終回）

第１回委員会（議事運営の方法・検証について）

第２回委員会（今般の事案に関する検証について）

第３回委員会（報告書案）

第４回委員会（報告書案）

【趣旨】

「公務部門における障害者雇用に関する関係閣僚会議」において検討することとされている今般の事態の検証を進
めるため、「公務部門における障害者雇用に関する関係府省連絡会議」の下に、「国の行政機関における障害者雇
用に係る事案に関する検証委員会」を設置する。

【事務局】

検証委員会の事務局は、内閣官房と厚生労働省が共同で行う。
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第１ 検証の目的、経緯、調査方法等 

検証の目的及び経緯 

今般、国の行政機関において、障害者雇用率制度の対象となる障害者の

不適切計上が見られ、多くの行政機関で法定雇用率（障害者の雇用の促進

等に関する法律（昭和 35 年法律第 123 号。以下「法」という。）第 38 条

第１項の政令で定める率をいう。以下「法定雇用率」という。）を達成し

ていない状況が明らかになった。 

これを受け、本年８月 28 日に「公務部門における障害者雇用に関する

関係閣僚会議」（以下「関係閣僚会議」という。）が開催され、「公務部門

における障害者雇用に関する関係府省連絡会議」（以下「関係府省連絡会

議」という。）において、国の行政機関等に係る法定雇用率の達成に向け

た計画的な取組等の具体的な対応策を検討していくこととされた。 

「国の行政機関における障害者雇用に係る事案に関する検証委員会」

（以下「検証委員会」という。）は、関係閣僚会議において検討すること

とされている今般の事態の検証を行うことを目的として、関係府省連絡会

議の下に設置されたものである。 

検証委員会は、多くの国の行政機関において行われた大規模な不適切計

上について、その実態を把握するとともに、いかなる原因によってそのよ

うな不適切計上が行政機関としてなされることになったのかを究明するた

め、本年９月から 10 月まで、国の行政機関に対する書面調査及びヒアリ

ング調査を行うとともに、計４回の検証委員会を開催し、報告書をとりま

とめるに至ったものである。
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調査方法等 

検証委員会は、今般の事案の検証に資するため、法を所管している厚生

労働省（職業安定局）に対して、法に基づく障害者雇用促進制度等の変遷

に伴い、国の行政機関に対して行ってきた周知等の対応について調査を行

うとともに、国の行政機関に対して、今般の事態が発生した原因や厚生労

働省（職業安定局）による各機関に対する周知の状況等について調査を行

った。調査にあたっては、関係府省連絡会議の議長である厚生労働大臣か

ら、関係府省連絡会議の構成員に対し、調査に対する適切な対応について

の指示を要請しており、調査に適切な協力をしない場合には職務命令違反

となり得ることを、調査を依頼する事務連絡（「国の行政機関における障

害者雇用に係る事案に関する検証委員会による調査について」（平成 30 年

９月 13 日内閣官房副長官補室・厚生労働省大臣官房総務課事務連絡）に

よって周知した。また、今般の事態の検証を進めるために必要となる情報

を広く直接収集するため、本年 9 月 13 日から９月 28 日まで専用通報窓

口を設置した。 

厚生労働省（職業安定局）に対する調査方法等 

障害者雇用促進制度等の変遷に伴い、厚生労働省（職業安定局）が国

の行政機関に対して行ってきた周知等の対応について明らかにするた

め、厚生労働省（職業安定局）に対し、昭和 35 年から現在に至るまで

の障害者雇用促進制度等に関する資料の提供を求めるとともに、２回に

わたりヒアリングを実施した。 

国の行政機関に対する調査方法等 
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法第 40 条は、国の任命権者に、当該機関における障害者雇用率制

度の対象となる障害者（以下「対象障害者」という。）である職員の

任免に関する状況を厚生労働大臣に通報しなければならないと規定し

ており、同条に基づく通報は任命権者ごとに行われていることから、

その任命権者の区分に沿って、内閣官房、内閣法制局、人事院、内閣

府、宮内庁、公正取引委員会、警察庁、個人情報保護委員会、金融

庁、消費者庁、総務省、法務省、公安調査庁、外務省、財務省、国税

庁、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、林野庁、水産庁、経済産

業省、特許庁、国土交通省、運輸安全委員会、観光庁、気象庁、海上

保安庁、環境省、原子力規制委員会、防衛省、防衛装備庁、会計検査

院の 33 の国の行政機関を調査対象とした。 

人事院及び会計検査院については、関係府省連絡会議においてはオ

ブザーバーとなっているが、法第 40 条に基づく通報を行っているこ

とから、調査対象としたものである。 

なお、立法機関及び司法機関は、国の行政機関でないことから調査

の対象としていない。 

 

個別事案調査と各府省庁人事担当課調査からなる調査票への回答に

よる書面調査に加え、ヒアリング調査を行った。 

なお、対象障害者の不適切計上がなかった国の行政機関について

も、不適切計上のあった機関の対応とどのような違いがあったのか比

較を行う観点から、各府省庁人事担当課調査及びヒアリング調査を行

った。 
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ア 個別事案調査 

個別事案調査は、「障害者である職員の任免に関する状況の通報

について」（平成 29 年５月 25 日職雇障発 0525 第１号厚生労働省

職業安定局雇用開発部障害者雇用対策課長通知。以下「平成 29 年

５月通知」という。）により依頼された平成 29 年６月１日現在の障

害者である職員の任免に関する状況の通報（以下「平成 29 年通

報」という。）に係る通報書（以下「平成 29 年通報書」という。）

中、対象障害者である職員として計上した者であって、「「障害者任

免状況通報書」に関する説明会への参加並びに再点検及び報告等の

依頼について」（平成 30 年６月 20 日職雇障発 0620 第１号厚生労

働省職業安定局雇用開発部障害者雇用対策課長通知）により国の行

政機関に依頼された平成 29 年６月１日現在の障害者任免状況の点

検（以下「平成 30 年再点検」という。）において、通報内容の修正

が必要となった者（対象障害者としての計上数が増加した者1を除

く。以下「調査対象者」という。）全てについて、調査対象者別個

別調査票により個別事案ごとに回答を求めることにより、個別事案

ごとに対象障害者である職員数を不適切計上した際の経緯や問題の

所在を明らかにすることを目的として行った。 

個別事案調査票の調査項目は参考資料のとおりであるが、主に以

下の５つの観点から事実関係を明らかにするものである。   

 対象者の属性：対象者の雇用期間、勤務時間区分 

                                                
1 通報内容の修正が必要になった者の中には、重度障害者であることが判明したり、新たに障害

者手帳を所持することが判明したため対象障害者としての計上数が増加した者がいるため、調

査においては総数の確認のために増加した者の数を把握しているが、個々の質問や集計の対

象とはしていない。 
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 平成 29 年通報時の整理：平成 29 年通報書における障害者区分

等 

 平成 30 年再点検後の整理：平成 30 年再点検後の整理として、

障害者区分、障害者区分に該当しない場合の分類（障害者手帳

等2を所持しているが通報対象となる職員ではない、障害者手帳

等所持未確認など） 

 平成 29 年通報時の判断方法：調査対象者のうち、平成 29 年に

対象障害者であるかの判断を行った者に係る判断方法（障害者

手帳等、障害者手帳等以外の資料、自己申告等）（平成 28 年度

以前に対象障害者であるかとの判断を行った調査対象者につい

ては、どのような引継ぎがなされていたか。） 

 なぜ対象障害者である職員数の計上において不適切計上が発生

したのか 

イ 各府省庁人事担当課調査 

各府省庁人事担当課調査は、平成 29 年通報書の修正が必要とな

るに至った背景として、障害者雇用促進制度等や障害者任免状況通

報制度に係る法令・通知及び障害者の範囲等の認識や、国の行政機

関内部における周知方法、厚生労働省の対応等について、事実関係

を明らかにすることを目的として行った。 

                                                
2 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のほか身体障害者については都道府

県知事の定める医師若しくは産業医による法別表に掲げる身体障害を有する旨の診断書・意見

書（ただし、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸又はヒト免疫不全ウイルスによる

免疫の機能の障害については、指定医によるもの）及び知的障害者については児童相談所、

知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医若しくは障害者職業センタ

ーによる判定書 
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各府省庁人事担当課調査の調査項目は参考資料のとおりである

が、主に以下の項目について調査を行うものである。   

 問題のある取扱いの認識 

 障害者雇用促進制度等についての認識 

 通報の対象となる障害者の範囲の認識 

 プライバシーに配慮した障害者の把握・確認ガイドラインにつ

いての認識 

 各機関内部における周知方法 

 厚生労働省の通報依頼や制度の周知等の対応 

ウ ヒアリング調査 

個別事案調査及び各府省庁人事担当課調査の書面調査への回答を

踏まえて、全ての調査対象機関に対して、検証委員会がヒアリング

を行った。ヒアリングには、全ての機関について、２名以上の委員

が対応した。 

期間は平成 30 年９月 26 日から平成 30 年 10 月９日まで、のべ

７日間、あわせて約 35 時間のヒアリングを行った。 
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第２ 調査の結果 

障害者雇用促進制度等の概要・沿革 

厚生労働省（職業安定局）から提出された資料によれば、法は、昭和

35 年に「身体障害者雇用促進法」として制定され、その後、数次にわた

り改正が行われ、現行法となったものである。本検証に関連する主な部分

の概要及び改正経緯等は、以下のとおりである。 

法（現行法）の概要 

（目的） 

障害者の雇用義務等に基づく雇用の促進等のための措置、雇用の分

野における障害者と障害者でない者との均等な機会及び待遇の確保並

びに障害者がその有する能力を有効に発揮することができるようにす

るための措置、職業リハビリテーションの措置その他障害者がその能

力に適合する職業に就くこと等を通じてその職業生活において自立す

ることを促進するための措置を総合的に講じ、もって障害者の職業の

安定を図ることを目的とする（法第１条）。 

（用語の意義） 

「障害者」とは、身体障害、知的障害、精神障害その他の心身の機

能の障害があるため、長期にわたり、職業生活に相当の制限を受け、

又は職業生活を営むことが著しく困難な者をいう（法第２条第１

号）。 

「身体障害者」とは、障害者のうち、身体障害がある者であって法

別表に掲げる障害があるものをいう（法第 2 条第２号）。法別表には

以下の通り規定されている。 
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一 次に掲げる視覚障害で永続するもの 

イ 両眼の視力（万国式試視力表によつて測つたものをいい、屈折

異状がある者については、矯正視力について測つたものをいう。

以下同じ。）がそれぞれ 0.1 以下のもの 

ロ 一眼の視力が 0.02 以下、他眼の視力が 0.6 以下のもの 

ハ 両眼の視野がそれぞれ 10 度以内のもの 

ニ 両眼による視野の 2 分の 1 以上が欠けているもの 

二 次に掲げる聴覚又は平衡機能の障害で永続するもの 

イ 両耳の聴力レベルがそれぞれ 70 デシベル以上のもの 

ロ 一耳の聴力レベルが 90 デシベル以上、他耳の聴力レベルが 50

デシベル以上のもの 

ハ 両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が 50 パーセント以下

のもの 

ニ 平衡機能の著しい障害 

三 次に掲げる音声機能、言語機能又はそしやく機能の障害 

イ 音声機能、言語機能又はそしやく機能の喪失 

ロ 音声機能、言語機能又はそしやく機能の著しい障害で、永続す

るもの 

四 次に掲げる肢体不自由 

イ 一上肢、一下肢又は体幹の機能の著しい障害で永続するもの 

ロ 一上肢のおや指を指骨間関節以上で欠くもの又はひとさし指を

含めて一上肢の二指以上をそれぞれ第一指骨間関節以上で欠くも

の 

ハ 一下肢をリスフラン関節以上で欠くもの 

ニ 一上肢のおや指の機能の著しい障害又はひとさし指を含めて一

上肢の三指以上の機能の著しい障害で、永続するもの 
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ホ 両下肢のすべての指を欠くもの 

ヘ イからホまでに掲げるもののほか、その程度がイからホまでに

掲げる障害の程度以上であると認められる障害 

五 心臓、じん臓又は呼吸器の機能の障害その他政令で定める障害

で、永続し、かつ、日常生活が著しい制限を受ける程度であると認

められるもの 

「知的障害者」とは、障害者のうち、知的障害がある者であって厚

生労働省令で定めるものをいう（法第２条第４号）。厚生労働省令に

おいては、児童相談所、知的障害者福祉法（昭和 35 年法律第 37

号）第 9 条第 6 項に規定する知的障害者更生相談所、精神保健及び精

神障害者福祉に関する法律（昭和 25 年法律第 123 号。以下「精神保

健福祉法」という。）第 6 条第 1 項に規定する精神保健福祉センタ

ー、精神保健指定医又は法第 19 条の障害者職業センター（以下「知

的障害者判定機関」という。）により知的障害があると判定された者

と規定されている（障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則（昭

和 51 年労働省令第 38 号。以下「施行規則」という。）第１条の

２）。 

「精神障害者」とは、障害者のうち、精神障害がある者であって厚

生労働省令で定めるものをいう（法第２条第６号）。厚生労働省令に

おいては、以下に掲げる者であって、症状が安定し、就労が可能な状

態にあるものと規定されている（施行規則第１条の４）。 

 

一 精神保健福祉法第 45 条第２項の規定により精神障害者保健福祉

手帳の交付を受けている者 
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（対象障害者の雇用に関する事業主の責務） 

全て事業主は、対象障害者の雇用に関し、社会連帯の理念に基づ

き、適当な雇用の場を与える共同の責務を有するものであって、進ん

で対象障害者の雇入れに努めなければならない（法第 37 条第１項）。 

また、対象障害者の雇用に関する事業主の責務及び障害者雇用率制

度の対象になる「対象障害者」とは、 

身体障害者、知的障害者又は精神障害者（精神保健福祉法第 45 条第

２項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているものに

限る。） 

をいうとされている（法第 37 条第２項）。 

（雇用に関する国の義務） 

国の任命権者は、職員の採用について、当該機関に勤務する対象障

害者である職員の数が、法定雇用率を充たす数に満たない場合には、

法定雇用率以上となるようにするため、対象障害者の採用に関する計

画（以下「採用計画」という。）を作成しなければならない（法第 38

条第１項）。 

上記における「職員」とは、当該機関に常時勤務する職員であっ

て、除外職員（警察官、自衛官その他の政令で定める職員をいう。以

下同じ。）を除いた職員をいう（法第 38 条第１項並びに障害者の雇用

の促進等に関する法律施行令（昭和 35 年政令第 292 号。以下「施行

令」という。）第１条及び別表１）。 

二 統合失調症、そううつ病（そう病及びうつ病を含む。）又はてん

かんにかかつている者（前号に掲げる者に該当する者を除く。） 
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現在、国の行政機関の法定雇用率は 2.5％とされている（施行令第

２条及び平成 27 年政令第 175 号附則第２条）。 

（採用計画） 

国の任命権者は、採用計画及びその実施状況を厚生労働大臣に通報

しなければならない（法第 39 条第１項）。 

厚生労働大臣は、特に必要があると認めるときは、採用計画を作成

した国の任命権者に対して、その適正な実施に関し、勧告をすること

ができる（法第 39 条第２項）。 

（障害者任免状況通報） 

国の任命権者は、毎年１回当該機関における対象障害者である職員

の任免に関する状況を厚生労働大臣に通報しなければならない（法第

40 条） 

この任免に関する状況の通報は、施行令において６月１日現在につ

いて行うものとされている（施行令第８条）。 

沿革・対象障害者の範囲等の変遷 

 

身体障害者雇用促進法は、身体障害者がその障害のために就職の機

会が少なく、一般に比べ多数の者が失業又は不完全就業の状態におか

れていること等諸般の情勢にかんがみ3、身体障害者が適当な職業に雇

用されることを促進することにより、その職業の安定を図ることを目

的として昭和 35 年に制定された。 

                                                
3 身体障害者雇用促進法案提案理由説明（昭和 35 年３月２日衆議院社会労働委員会） 
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当時、国においては、政府自らが民間の雇用主に率先して身体障害

者の雇用に積極的に取り組むため、「官庁公共企業体地方公共団体等

における身体障害者雇用促進に関する件」（昭和 27 年６月５日次官会

議申合せ）において、「国の機関においても能う限り身体障害者を採

用すること」「国の機関、公共企業体及び地方公共団体は、身体障害

者の採用状況、採用者の勤務能率等を労働省へ通報すること」「国の

機関、公共団体及び地方公共団体において採用すべき身体障害者の数

の基準については、各省庁と打ち合わせの上別途考慮すること」とさ

れていた4。 

昭和 35 年の身体障害者雇用促進法はこれをさらに進め、 

 法定雇用率を定め、国及び地方公共団体等の任免権者は法定雇用率

以上であるように身体障害者を採用するため、採用計画を作成しな

ければならないこと 

 民間の一般雇用主に対しても法定雇用率を定め、法定雇用率以上で

あるように身体障害者を雇い入れるように努めなければならないこ

と 

等が規定された。 

（身体障害者の範囲） 

この時、身体障害者雇用促進法の身体障害者の範囲は同法独自の

ものを規定しており、「「身体障害者」とは、別表に掲げる身体上の

欠陥がある者」と規定されていた（同法第２条第１項）。同法別表

は、障害が明確かつ画一的に判定できること及び労働能力の永続的

欠損があることの二点を基準として作成され、その内容は、身体障

                                                
4 「身体障害者雇用促進法解説」（堀秀夫著、昭和 36 年）P.49 
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害者福祉法（昭和 24 年法律第 283 号）の身体障害（身体障害者福

祉法施行規則（昭和 25 年厚生省令第 15 号）の障害程度等級表７

級の者及び７級の障害を重複して有するために６級として取り扱う

場合を除く。）を基本としつつ、恩給法（大正 12 年法律第 48 号）

別表第一号表の二及び同第一号表の三の第三款症までのものを加え

たものであった5。 

判定については、身体障害者福祉法に基づく身体障害者手帳（以

下「身体障害者手帳」という。）を有する者は身体障害者手帳、恩

給法別表に該当する障害を有する者は戦傷病者等の日本国有鉄道無

賃乗車等に関する法律（昭和 30 年法律第 158 号）に基づく戦傷病

者証明書（以下「戦傷病者証明書」という。）、いずれの交付も受け

られない者は法別表と対比して個別に判断することとされていた6。 

（障害者の任免状況の通報） 

制定当時、国の行政機関の身体障害者の任免状況を労働省に通報

することは法律上規定されておらず、厚生労働省（職業安定局）に

よれば、昭和 35 年から昭和 51 年改正まで、運用によって毎年 10

月１日現在の「身体障害者の雇用状況調査」を実施していた。「身

体障害者の雇用状況調査」は、10 月１日現在の職員総数、対象障

害者数、それぞれの機関において雇用する対象障害者の割合（以下

「実雇用率」という。）と障害の種類別の人数（視覚障害者、聴覚

又は平衡機能障害者、音声・言語又はそしゃく機能障害者、肢体不

自由者、内部障害者）、対象障害者全員の一覧（番号、性別、年

                                                
5 当該第三款症までのもの障害のうち、対象とすることが当面困難であるものは除かれていた。「身

体障害者雇用促進法解説」（堀秀夫著、昭和 36 年）p.132-p.134 
6 「身体障害者雇用促進法解説」（堀秀夫著、昭和 36 年）p.131-p.134  
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齢、障害種類、障害程度、手帳、職種）等を提出させるものであ

り、「「障害程度」は身体障害者福祉法施行規則別表第５号によるも

のとし、対象者が身体障害者手帳を有する場合は手帳に記載された

障害等級を記入すること。手帳を有しない場合は、上記別表により

適宜判断して障害等級を記入すること。判断不能の場合は「不明」

と記入すること」とされていた（「身体障害者の雇用状況調査につ

いて」昭和 49 年 10 月 14 日職発第 410 号労働省職業安定局長通

知）。 

 

昭和 51 年、事業主に対する身体障害者の雇用義務の強化、身体障

害者雇用納付金制度の創設等を行う身体障害者雇用促進法の改正が行

われた。 

（身体障害者の範囲の変更） 

この改正により、身体障害者の範囲について、 

 厚生省の福祉行政と労働省の雇用行政の一体化を図ることにより

総合的かつ効果的な身体障害者対策を推進する必要があること 

 身体障害者の雇用義務の強化、身体障害者雇用納付金制度の創設

等に伴い、法的公平性と安定性を確保するため、対象とする身体

障害者を明確かつ容易に判定することができるようにする必要が

あること 

等から、法の対象とする身体障害者の範囲を身体障害者福祉法に規

定する身体障害者の範囲に一致するように改めた（「改正身体障害

者雇用促進法の施行について」昭和 51 年 10 月１日職発第 447 号
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労働省職業安定局長通知（以下「昭和 51 年施行通知」という。）第

２の１）。 

具体的には、「法の対象とする身体障害者は、法別表に掲げる身

体障害がある者とされているが、これは別紙身体障害者障害程度等

級表（以下「障害程度等級表」という。）の１級から６級までに掲

げる身体障害がある者及び７級に掲げる身体障害が２以上重複して

いる者をいうものである。これは、身体障害者福祉法施行規則別表

５号「身体障害者障害程度等級表」に掲げる範囲と合致するもので

ある。」としていた（昭和 51 年施行通知第２の２）。 

また、昭和 51 年施行通知において、身体障害者であることの確

認については、以下のとおりとしていた。 

（略）身体障害者福祉法においては、その主たる対象とする身体

障害者を同法第15条に規定する身体障害者手帳（以下「身体障害

者手帳」という。）の交付を受けた者に限つているところである

が、同法別表に掲げる身体上の障害を有する者のすべてが必ずし

も身体障害者手帳の交付を受けているものではないこと等にかん

がみ、この法の対象となる身体障害者であるか否かの確認は、身

体障害者手帳によるほか法別表に掲げる身体障害を有することの

医師の診断書によつて行うものとする。（昭和51年施行通知第２

の１） 

身体障害者であることの確認は、原則として身体障害者手帳に

よつて行うものとするが、身体障害者手帳を所持しない者につい

ては、次の⑴及び⑵による医師の診断書によつて確認するものと

する（略）。 

（中略） 
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⑴ 身体障害者福祉法第15条の規定により都道府県知事の定める

医師（以下「福祉法15条指定医」という。なお、身体に障害が

ある者が身体障害者手帳の交付を受けようとするときは、この

医師の診断書を添えて都道府県知事に申請しなければならない

こととされている。）又は労働安全衛生法第13条に規定する産

業医による法別表に掲げる身体障害を有するとの診断書（ただ

し、心臓、じん臓又は呼吸器の障害については、当分の間、福

祉法15条指定医によるものに限る。）を受けること。 

⑵ ⑴の診断書は、障害の種類及び程度並びに法別表に掲げる障

害に該当する旨を記載したものとすること。 

（昭和 51 年施行通知第２の３） 

（身体障害者任免状況通報制度の創設） 

また、昭和 51 年改正においては、身体障害者である職員の任免

に関する状況の通報について、「労働大臣は、この法の施行を担当

する官庁であるから、国等における身体障害者の雇用についても、

この法の実施状況を常には握しておく必要があり、特に雇用率未達

成の任免権者等が生じないよう十分留意する必要がある」（昭和 51

年施行通知第３の５①）ことから、通報に係る根拠規定を新設し

た。 

（任免に関する状況の通報） 

第 13 条 任命権者等は、毎年一回、政令で定めるところによ

り、当該機関における身体障害者である職員の任免に関する状

況を労働大臣に通報しなければならない。 

任免状況の通報は、毎年６月１日現在における身体障害者である

職員の数その他身体障害者である職員の任免に関する状況を労働大
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臣に対して行うこととされ（法第 13 条、施行令第８条）、通報の内

容は、当該任命権者の機関における職員の総数とそのうちの身体障

害者の数、重度障害者である職員の数、除外職員の状況、障害の種

類別の身体障害者数等について、身体障害者雇用状況通報書（障害

者の雇用の促進等に関する法律施行令及び障害者の雇用の促進等に

関する法律施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式（昭

和 51 年労働省告示第 112 号）様式第３号（１））及び身体障害者

職員名簿（同令様式第３号（２））によって行うこととされていた

（昭和 51 年施行通知第３の５①②）。 

なお、身体障害者職員名簿については、昭和 53 年以降の通報に

あっては、前年通報分から異動のあった身体障害者について、当該

異動事項のみ通報することとして差し支えないこととされていた

（「国、地方公共団体等の機関における身体障害者採用計画制度等

について」（昭和 51 年 12 月 13 日職発第 548 号労働省職業安定局

長通知）別紙「国、地方公共団体等の機関の身体障害者採用計画の

作成等の要領」第１の２）。 

（一般事業主に対する雇用義務等） 

事業主は、労働省令で定める雇用関係の変動がある場合には、そ

の常時雇用する身体障害者の数が、その常時雇用する労働者の総数

（除外率7に相当する数を除いた数）に法定雇用率を乗じて得た数以

上であるようにしなければならない（法第 14 条第１項）ことと

                                                
7 障害者の就業が一般的に困難であると認められる職種が相当の割合を占める業種ごとに政令で

定められた率をいい、雇用される労働者数を計算する際に、除外率に相当する労働者数を控除

することとされている。（法附則第３条） 
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し、従来の努力義務が法的義務に強化された（昭和 51 年施行通知

第４の１①）。 

また、「身体障害者の雇用に伴う経済的負担に着目し、経済的側

面から事業主の身体障害者の雇用に関する社会的連帯責任の履行を

求めようとする」身体障害者雇用納付金制度が創設された（法第

26 条、昭和 51 年施行通知第５の１①）。 

 

昭和 62 年、身体障害者雇用率制度等を除き身体障害者雇用促進法

上の施策の対象をすべての障害者に拡大するとともに、企業に在職中

に障害者となった労働者の雇用継続のための助成措置、雇用されてい

る障害者に対する助言・指導の実施等障害者の雇用の安定のための施

策を充実強化するための改正が行われ、法律の名称を「身体障害者雇

用促進法」から「障害者の雇用の促進等に関する法律」に改めるとと

ともに、知的障害者について雇用されている者を身体障害者雇用率制

度上身体障害者と同様に実雇用率の算定にあたりカウントすることと

した。 

（知的障害者の範囲とその確認方法） 

昭和 62 年改正により、知的障害者は「障害者のうち、精神薄弱

がある者であつて労働省令で定めるものをいう」（法第２条第４

号）とされた。施行規則においては、知的障害者として「児童相談

所、精神薄弱者更生相談所、精神衛生センター、精神衛生鑑定医又

は法第９条の障害者職業センターにより精神薄弱があると判定され

た者」が定められていた（施行規則第１条の２）。「知的障害者であ

るか否かの判定については、医学、心理学、雇用・職業等の観点か
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ら専門的かつ総合的に行う必要があることから、労働省令において

知的障害者であるか否かの判定を専門的に行う機関を定め、これら

の機関において判定を行うこととし」8、「精神薄弱者であることの

判定を行う機関を労働省令で定め、当該機関において精神薄弱があ

ると判定された者を法律上の精神薄弱者として取り扱うこととし

た」（「身体障害者雇用促進法の一部を改正する法律の運用につい

て」（昭和 63 年４月１日職発第 156 号・能発第 73 号労働省職業安

定局長・労働省職業能力開発局長通達）I の一）とされていた。 

 

平成 17 年改正において、精神障害者について雇用対策の強化を図

る観点から、障害者雇用率制度に関し、精神障害者のうち精神障害者

保健福祉手帳の交付を受けている者である労働者を雇用しているとき

には、その数に相当する身体障害者又は知的障害者である労働者を雇

い入れたものとみなして、実雇用率の算定にあたりカウントすること

としたすこととした。 

この改正の際、労働政策審議会障害者雇用分科会意見書（平成 16

年 12 月 15 日）9並びに衆議院厚生労働委員会附帯決議（平成 17 年

                                                
8 「障害者雇用対策の理論と解説」（征矢紀臣著、平成 10 年）p.344 
9 労働政策審議会障害者雇用分科会意見書「今後の障害者雇用施策の充実強化について－就

業機会の拡大による職業的自立を目指して－」(平成 16 年 12 月 15 日)（抄） 

「精神障害者を実雇用率に算定するに当たっての対象者の把握・確認方法は、精神障害の特

性やプライバシーへの配慮、公正、一律性等の観点から、精神障害者保健福祉手帳（以下「手

帳」という。）の所持をもって行うことが適当であり、本人の意に反した雇用率制度の適用等が行

われないよう、プライバシーに配慮した対象者の把握・確認の在り方について、企業にとって参

考となるものを示す必要がある。その内容としては、スムーズな把握・確認の方法や事例、手帳

取得の強要の禁止といった禁忌事項を示すこと等が考えられるが、企業にとってわかりやすいも

のとなるよう、専門家による検討を行うことが適当である。」 
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６月８日）及び参議院厚生労働委員会附帯決議（平成 17 年６月 28

日）10において、精神障害者を実雇用率に算定するに当たっての対象

者の把握・確認方法は、精神障害の特性やプライバシーへの配慮、公

正、一律性等の観点から、精神障害者保健福祉手帳の所持をもって行

うことが適当であり、プライバシーに配慮した対象者の把握・確認の

在り方について、企業にとって参考となるものを示す必要がある旨の

言及がされた。 

これを踏まえ、厚生労働省（職業安定局）において、「障害者の把

握・確認ガイドライン検討会議」（座長：松矢勝宏目白大学人間社会

学部教授）が開催され、「プライバシーに配慮した障害者の把握・確

認ガイドライン」（平成 17 年 11 月４日職高発第 1104001 号厚生労

働省職業安定局長通知。以下「ガイドライン」という。）を策定し

た。 

ガイドラインにおいて、障害者雇用義務制度及び障害者雇用納付金

制度の対象となる障害者の範囲は、以下のとおりとなっている。 

３．制度の対象となる障害者の範囲 

（１）制度の対象となる障害者の範囲 

①障害者手帳等による確認 

                                                
10 衆議院厚生労働委員会附帯決議（平成 17 年６月８日）（抄） 

「精神障害者を実雇用率に算定するに当たって、雇用率の達成指導を引き続き厳正に行うとと

もに、精神障害者保健福祉手帳の取得強要及び申し出の強要など本人の意に反した雇用率

制度の適応等が行われないよう、プライバシーに配慮した対象者の把握・確認の在り方につい

て、必要な措置を講ずること。」 

参議院厚生労働委員会附帯決議（平成 17 年６月 28 日）（抄） 

「精神障害者を実雇用率に算定するに当たって、雇用率の達成指導を引き続き厳正に行うとと

もに、精神障害者保健福祉手帳の取得強要及び申し出の強要など本人の意に反した雇用率

制度の適用等が行われないよう、プライバシーに配慮した対象者の把握・確認の在り方につい

て、必要な措置を講ずること。」 



 

 

22 

 

障害者雇用義務制度及び障害者雇用納付金制度の対象となる

障害者の範囲は身体障害者、知的障害者、及び精神障害者であ

って、以下の障害者手帳等によって確認することとされていま

す。 

○ 身体障害者については、身体障害者手帳４ 

○ 知的障害者については、（イ）都道府県知事又は政令指定

都市市長が交付する療育手帳（自治体によっては別の名称

を用いる場合があります。例えば、東京都においては愛の

手帳。）又は（ロ）児童相談所、知的障害者更生相談所、精

神保健福祉センター、精神保健指定医若しくは障害者職業

センターによる判定書 

○ 精神障害者については、精神障害保健福祉手帳（平成 18

年４月以降） 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

４ 身体障害者については、当分の間、都道府県知事の定める

医師若しくは産業医による障害者雇用促進法別表に掲げる身体

障害を有する旨の診断書・意見書（ただし、心臓、じん臓、呼

吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸又はヒト免疫不全ウイルス

による免疫の機能の障害については、当分の間、指定医による

ものに限る。）によって確認を行うことも認められています。 

法定雇用率の変遷 

法定雇用率については、昭和 51 年改正において初めて法定雇用率の

設定の基準が設けられ、「すべて事業主は、社会連帯の理念に基づき、

身体障害者の雇用に関して共同の責務を負う」という基本理念のもと、
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事業主が常用労働者数に応じて平等に負担すべき割合とすることが妥当

であるため、全常用労働者（失業者を含む。）数に占める全常用身体障

害者（失業者を含む。）数の比率を目安として定めることとされた（法

第 14 条第２項（当時）、昭和 51 年施行通知第４の６）。 

このとき国の機関における法定雇用率については、国等が一般の民間

企業に率先して身体障害者の雇用を促進すべき立場にあることにかんが

み、民間企業に適用される法定雇用率以上の率を定めるべきものとされ

た（昭和 51 年施行通知第３の２）。 

その後、法定雇用率は順次見直されるとともに、法定雇用率の算定基

礎の対象として、平成 10 年からは知的障害者を、平成 30 年４月から

は精神障害者を追加し、対象となる障害者も次第に拡大している。ま

た、事業主が雇用する障害者の割合（実雇用率）を計算する対象として

は、知的障害者は昭和 63 年から、精神障害者は平成 18 年から算定対

象に含まれている。国の機関における法定雇用率等の変遷は、以下の通

りである。 

施行時期 国の機関の法定雇用率 対象障害者の範囲 

昭和 35 年７月 現業的機関11：1.4% 

非現業的機関：1.5% 

法定雇用率：身体障害者 

実雇用率：身体障害者 

昭和 43 年 10 月 現業的機関：1.6％ 

非現業的機関：1.7% 

法定雇用率：身体障害者 

実雇用率：身体障害者 

昭和 51 年 10 月 現業的機関：1.8% 同上 

                                                
11 現業的機関は郵政省、林野庁、大蔵省造幣局及び印刷局等の身体障害者が比較的従事しに

くい作業を内容とする職種が多い機関とされていたが、この区分は平成 10 年７月に廃止され

た。 
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非現業的機関：1.9% 

昭和 63 年４月 現業的機関：1.9% 

非現業的機関：2.0% 

法定雇用率：身体障害者 

実雇用率：身体障害者、知

的障害者 

平成 10 年７月 2.1% 

 

法定雇用率：身体障害者、知

的障害者 

実雇用率：身体障害者、知

的障害者 

平成 18 年４月 同上 法定雇用率：身体障害者、知

的障害者 

実雇用率：身体障害者、知

的障害者、精神障害者 

平成 25 年４月 2.3% 

 

同上 

平成 30 年４月 2.5% 

 

法定雇用率：身体障害者、知

的障害者、精神障害者 

実雇用率：身体障害者、知

的障害者、精神障害者 
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厚生労働省（職業安定局）に対する調査結果 

調査方法 

障害者雇用促進制度等の変遷に伴い、厚生労働省（職業安定局）が国

の行政機関に対して行ってきた周知等の対応を明らかにするために、厚

生労働省（職業安定局）に対し、昭和35年から現在に至るまでの障害者

雇用促進制度等に関する資料の提供を求めるとともに、２回にわたりヒ

アリングを実施した。調査結果は、第２の１の「障害者雇用促進制度等

の概要・沿革」に記載しているほか、詳細は次のとおりである。 

調査結果 

 

第２の１に記載したとおり、昭和35年制定時から昭和51年改正ま

での間は、身体障害者の範囲は身体障害者福祉法と一部異なる独自の

範囲を定めていたものであるが、当時の身体障害者の範囲及び確認方

法については、範囲については身体障害者福祉法より広く捉えてお

り、確認方法については身体障害者手帳又は戦傷病者証明書による確

認を基本とし、いずれの交付も受けられない者は、法別表を参照し個

別に判断していた12。 

                                                
12 「身体障害者雇用促進法解説」（堀秀夫著、昭和 36 年）p.132 

  「従来身体障害者については、国民年金法、厚生年金保険法、所得税法、身体障害者福祉

法、恩給法、労働者災害補償保険法、職業安定法等において、それぞれの目的に応じて一定

の範囲の者を対象としてきたのであるが、本法の身体障害者も本法の目的に応じて独自の範囲

のものを定めた。これら諸法律の関係を一貫にしていえば、おおむね本法の身体障害者の範囲

は、国民年金法、厚生年金保険法、所得税法、身体障害者福祉法よりも広く、恩給法、労働者
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ア 昭和51年改正に伴う身体障害者の確認方法 

昭和51年改正により、法別表に定める身体障害者の範囲を身体障

害者福祉法のそれと一致させるとともに、昭和51年施行通知におい

て、その確認方法として、原則として身体障害者手帳によって行う

ものとするが、身体障害者手帳を所持していない者については、身

体障害者福祉法第15条（現行）の規定により都道府県知事の定める

医師（以下「指定医」という。）又は労働安全衛生法（昭和47年法

律第57号）第13条（現行）に規定する産業医（以下「指定医等」

という。）の診断書であって、障害の種類及び程度並びに法別表に

掲げる障害に該当する旨を記載したものにより法別表に該当するこ

とを確認するものとされた。 

なお、身体障害者福祉法上の身体障害者は、「別表に掲げる身体

上の障害がある18歳以上の者であつて、都道府県知事から身体障害

者手帳の交付を受けたものをいう」（同法第４条）と手帳所持者に

限定されている。 

このような取扱いとなった理由については、 

 「身体障害者雇用審議会答申第６号」（昭和50年12月11日）13に

おいて、福祉行政と雇用行政のリンクを図るとともに、「身体障

                                                
災害補償保険法の身体障害を基調とし、これに恩給法別表第１号表の２及び第１号表の３の第

３款症までのものを加えたものである。」 

「しかし、よりはつきりしているのは身体障害者福祉法に基づく身体障害者手帳であり、この手帳

所持者のほとんどは、本法の身体障害者となるものである。（略）この身体障害者手帳、戦傷病

者証明書のいずれの交付も受け付けられない人については、本法の別表と対比して個別的に

判断していかなければならない。」 
13 身体障害者雇用審議会答申第６号（昭和 50 年 12 月 11 日）（抄） 
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害者雇用義務の強化や身体障害者雇用納付金制度の創設を考慮す

れば、法的公平性及び安定性を確保する観点からも、対象とする

身体障害者は全国的に画一した基準で判定することが可能であつ

て、その確認方法が容易なものであるようにしなければならない

こと」とされていることを踏まえ、法別表に定める身体障害者の

範囲を身体障害者福祉法のそれと一致させるとともに、その確認

については原則として手帳で行うものとする一方、 

 昭和51年施行通知に記載されたとおり、法別表に掲げる身体上の

障害を有する者の全てが必ずしも手帳の交付を受けているもので

はないこと等に鑑み、身体障害者であることの確認は、原則とし

て身体障害者手帳によって行うものとするが、身体障害者手帳を

所持しない者については、指定医等による法別表に掲げる身体障

害を有するとの診断書（ただし、心臓、じん臓又は呼吸器の障害

については、当分の間、指定医によるものに限る。）であって、

障害の種類及び程度並びに法別表に掲げる障害に該当する旨を記

載したものによって確認することとしたものである。 

イ 国の行政機関に対する昭和51年改正の内容の周知 

                                                
「身体障害者雇用促進法の身体障害者の範囲は、身体障害者福祉法の身体障害者の範囲を

基調として定められているが、軽度の身体障害者について若干の相違も見られるところである。

しかし、両方の範囲を合致させるとすれば、厚生省の福祉行政と労働省の雇用行政のリンクが

図られることとなり、総合的な身体障害者対策に大きく寄与することとなると考えられること、身体

障害者雇用義務の強化や身体障害者雇用納付金制度の創設を考慮すれば、法的公平性及

び安定性を確保する観点からも、対象とする身体障害者は全国的に画一した基準で判定する

ことが可能であつて、その確認方法が容易なものであるようにしなければならないこと、軽度の

身体障害者についてはその雇用状況も相当改善され、今後は中・重度の身体障害者を重点と

して対策を推進していく必要があること等を考慮すると、身体障害者雇用促進法の身体障害者

の範囲を身体障害者福祉法のそれに合致させることが妥当であると考える。」 
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また、昭和51年改正により、身体障害者の範囲を身体障害者福祉

法と一致させ、またその確認方法についても、原則として身体障害

者手帳によって行うものとされたことを考えれば、改正法の内容に

ついては国の行政機関に適切に周知が図られているべきであると考

えられる。このため、国の行政機関に対する昭和51年改正の内容の

周知状況について確認したところ、昭和51年施行通知を国の行政機

関の障害者雇用担当係に昭和52年１月12日付で事務連絡として送

付しており、国の行政機関が改正内容について理解する機会はあっ

たことは確認されたが、それ以外の厚生労働省（職業安定局）の対

応は不明である。 

他方、同時期に発出された「国、地方公共団体等の機関における

身体障害者採用計画制度等について」（昭和51年12月13日職発第

548号労働省職業安定局長通知）により、国の行政機関における身

体障害者の雇用状況を通報させていたところであるが、当該通知に

は、昭和51年施行通知に記載されている身体障害者の範囲やその確

認方法に関する記載はなかった。なお、昭和51年施行通知について

は、平成13年以降、厚生労働省のウェブサイトから閲覧可能であっ

て14、「法令等データベースサービス  －通知検索－」に掲載されて

いるものである。 

また、昭和51年施行通知を国の行政機関に対して示したのと同時

期に、財務省から労働省（職業安定局）の担当係長へ照会し、産業

医に代わるものとして人事院規則に定める健康管理医の診断書を用

いることとして差し支えない旨の解釈が示された記録があった。こ

                                                
14 https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb2318&dataType=1&pageNo=1 
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れについては、厚生労働省（職業安定局）においては、特に平成８

年の労働安全衛生法の改正以降、産業医は、労働者の健康管理等を

行うのに必要な医学に関する知識について労働省令で定める要件を

備えた者でなければならない（労働安全衛生法第13条第２項）等の

要件を備えることなどから、今般の検証に至るまで、産業医を例外

として認めると解釈していたものであり、他方で国の行政機関に向

けて健康管理医に係る取扱いについて周知している事実は確認でき

なかったとの回答であった。 

 

平成15年以前の国の行政機関に対する障害者任免状況通報依頼通知

には、通報の対象となる障害者についての解説は何ら記載がなかった

が、平成16年から「２ 通報の対象となる障害者について」という項

目が追加され、当該項目において「「身体障害者」とは、原則として

身体障害者福祉法に規定する身体障害者手帳の等級が１級から６級に

該当する者」という記載が追加された（「障害者である職員の任免に

関する状況の通報について」（平成16年５月18日職高障発第0518002

号厚生労働省職業安定局高齢・障害者雇用対策部障害者雇用対策課長

通知。以下「平成16年通報依頼通知」という。）２イ）。 

この記載に関しては、この「原則として」の例外に当たる場合が平

成16年通報依頼通知を見る限りにおいて明確でなく、多くの国の行政

機関において、法別表への該当性の判断について、昭和51年施行通知

における確認方法に沿わない運用がなされていた。 

このため、このような記載が追加された経緯について、厚生労働省

（職業安定局）において当時の担当者から聞き取ったところによれ

ば、当時、国の行政機関から、通報の対象となる障害者の範囲につい
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ての問い合わせが多かったことを踏まえ、障害者職業紹介業務取扱要

領（平成16年３月26日職高発第0326001号職業安定局長通知）の記

載を参考に、「２ 通報の対象となる障害者について」として、「「身

体障害者」とは、原則として身体障害者福祉法に規定する身体障害者

手帳の等級が１級から６級に該当する者とし、「重度身体障害者」と

は、このうち１級又は２級に該当する者とすること。なお、身体障害

者の障害程度等級について、具体的には参考のとおりであること」と

の記載を追記したものであり、これまでの身体障害者の範囲を拡大す

るという認識で記載されたものではない旨の回答であった。 

また、平成16年通報依頼通知には、知的障害者について、「「知的障

害者」とは、児童相談所、知的障害者福祉法（昭和35年法律第37

号）第12条第１項に規定する知的障害者更生相談所、精神保健及び精

神障害者福祉に関する法律（昭和25年法律第123号）第６条第１項に

規定する精神保健福祉センター、精神保健指定医又は障害者の雇用の

促進等に関する法律第19条の障害者職業センターにより知的障害者と

判定された者とすること」とする記述も追加された（平成16年通報依

頼通知２ロ）。 

さらに、在職障害者の把握・確認について、国の行政機関における

障害者の雇用状況を把握する「障害者である職員の任免に関する状況

の通報について」（平成18年５月19日職高障発第0519002号厚生労働

省職業安定局高齢・障害者雇用対策部障害者雇用対策課長通知。以下

「平成18年通報依頼通知」という。）からは、精神障害者について

も、「「精神障害者」とは、精神保健福祉手帳の交付を受けている者と

すること。なお、法第72条の３により、精神障害者（精神保健福祉手

帳所持者に限る。）である職員は身体障害者又は知的障害者である職
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員とみなすこととされている。」とする記述が追加された（「障害者で

ある職員の任免に関する状況の通報について」（平成18年５月19日職

高障発第0519002号厚生労働省職業安定局高齢・障害者雇用対策部障

害者雇用対策課長通知）II２ニ）。この点、精神障害者の対象範囲につ

いては、手帳所持者に限ると毎年明確に記述されていたということが

できる。 

 

平成17年法改正により、精神障害者を実雇用率の算定に加える改

正を行った際、併せてガイドラインが策定された。ガイドラインは

プライバシーに配慮した障害者の把握・確認方法の規定が目的であ

るが、対象障害者の範囲についても記載されることとなった。 

この経緯については、ガイドラインは、労働政策審議会障害者雇

用分科会意見書並びに衆議院厚生労働委員会附帯決議及び参議院厚

生労働委員会附帯決議を踏まえ、「障害者の把握・確認ガイドライ

ン検討会議」を開催し、策定されたものであり、障害を把握する際

のプライバシーの配慮の方法について、民間事業主の参考となるも

のを記載しているが、その前提として、障害者の範囲を改めて示す

必要があることから、「制度の対象となる障害者の範囲」を記載し

た旨の回答があった。 

このガイドラインについては、「プライバシーに配慮した障害者

の把握・確認ガイドラインについて（通知）」（平成17年11月４日
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職高発第1104004号厚生労働省職業安定局長通知）により、国の行

政機関の人事担当責任者宛に通知されている。当該通知の記載によ

れば、「本ガイドラインは、障害者の雇用の促進等に関する法律に

基づいて民間企業の事業主が行う業務の手続に即して、把握・確認

の具体的な手順及び禁忌事項等を示しているものですが、貴府省庁

においても、障害者の把握・確認を行う際には、本ガイドラインに

準じた適正な取扱いに努めていただくよう、よろしくお願いいたし

ます」と記載されている。 

平成17年にガイドラインが策定されたことを踏まえ、平成18年

通報依頼通知に、「在職障害者数の把握に当たっては、「プライバシ

ーに配慮した障害者の把握・確認ガイドライン」（http://www.mh

lw.go.jp/bunya/koyou/shougaisha01/pdf/syuuchi03.pdf）に従

い、適正な取扱に努められたいこと。」との記載が追加され、今に

至っている。 

このインターネットアドレスにはガイドラインの概要しか掲載さ

れておらず、当該概要には、「対象者の把握・確認方法」や「把

握・確認した情報の処理・保管方法」などについて記載されている

のみで、障害者雇用率制度の対象となる障害者の範囲に関する記載

はない。この点に関して、厚生労働省（職業安定局）において、当

時の担当者に聞き取りを行ったところ、「積極的に、ガイドライン

の概要しか掲載しないという判断をしたわけではないと考えられ

る」、また、「平成17年の障害者の雇用の促進等に関する法律の改正

においては身体障害者の範囲や確認方法について変更がなかったこ
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とから、ガイドラインの概要には載せていないのではないか」、「ガ

イドラインの問題意識は精神障害者のプライバシー保護であるた

め、ガイドラインの概要は、その内容をメインにまとめたものであ

った」旨の回答があった。 

 

平成26年に独立行政法人労働者健康福祉機構（当時）において事実

と異なる実雇用率により障害者の雇用状況の報告を行っている事案が

発覚した。この時、厚生労働省（職業安定局）は、当該機構に対しヒ

アリングを実施する一方、国の行政機関に対しヒアリング等の調査は

実施しなかったのか、行わなかったのであれば、その理由について確

認した。 

このときの厚生労働省（職業安定局）の対応について、当時の担当

者に聞き取りを行ったところ、当該機構の事案を受けて、厚生労働省

においても、職業安定局が大臣官房人事課に依頼し省内各部局に対し

再調査・再報告を実施し、また省内の各独立行政法人所管部局が所管

の各独立行政法人に対し、それぞれ障害者の雇用状況について再調

査・再報告を実施したが、当時クローズアップされていたのは独立行

政法人であり、国の行政機関にまで話が及ばなかったこと等から、厚

生労働省以外の国の行政機関に対する調査は行っていなかった、（厚

生労働省以外の国の行政機関に対する調査を）実施しなかった理由

は、第１に、当該機構の事案は悪質な虚偽報告であったので類似の事

案があるとは考えていなかった、第２に、自省の所管の独立行政法人

が悪事を働いたという状況の中で、自省以外の国の行政機関に対し疑

いを抱き調査をするのは筋違いではないかという判断があった旨の回

答であった。  
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平成16年から平成29年までの通報依頼通知においては、「２ 通報

の対象となる障害者について」において「原則として」という用語が

使用されていたが、「障害者である職員の任免に関する状況の通報に

ついて」（平成30年５月31日職雇障発0531第１号厚生労働省職業安

定局雇用開発部障害者雇用対策課長通知）のⅡの「２ 通報の対象と

なる職員について」では、「原則として」という用語を削除してい

る。 

具体的には「「身体障害者」とは、身体障害者福祉法第15条に規定

する身体障害者手帳の交付を受けている者であって、その等級が１級

から６級に該当する者とし、「重度身体障害者」とは、このうち１級

又は２級に該当する者とすること。なお、身体障害者の障害程度等級

について、具体的には別添（参考）のとおりであるので留意するこ

と。そのほか、対象となるか否かの判断については、下記問い合わせ

先まで照会すること」とされた。 

この経緯については、当時、財務省から、障害者任免状況通報制度

の対象となる障害者の範囲について問い合わせがあり、その問い合わ

せを受けて、複数の国の行政機関において、昭和51年施行通知に記載

されている身体障害者の範囲やその確認方法が正確に理解されていな

い可能性があったことが判明したことから、記述を変更し、指定医等

の診断書による確認については個別の問い合わせで対応している旨の

回答であった。 
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民間事業主に対しては、施行規則第45条の規定により「各事業所ご

とに、当該事業所において雇用する対象障害者である労働者につい

て、医師の診断書その他その者が対象障害者であることを明らかにす

ることができる書類を備えつける」（施行規則第45条第１項）ことと

されている。国の行政機関については、その取扱いが必ずしも明確で

はないが、現在における厚生労働省（職業安定局）の解釈では、施行

規則第45条の「事業主」には国等は含まれず、もって国等に対して

は、法に基づく書類の備付け及び保管に係る義務は係っていないと解

釈し、運用している。 

この点に関して、昭和51年改正当時において、身体障害者雇用促進

法施行規則第45条（書類の備付け及び保管）の「事業主」には国等の

機関の任免権者も含まれると解釈する一方、国等の機関については

「納付金制度が適用されていないこと等にかんがみ、身体障害者であ

る職員の数等を勘案して段階的に整備を進めるよう指導することとし

て差支えない」こととしていたとの疑義解釈に関する資料の存在が確

認された（「改正身体障害者雇用促進法の施行に伴う疑義解釈につい

て」昭和52年２月１日業指発第５号各都道府県労働主管部（局）長あ

て労働省職業安定局業務指導課長通知）。他方、当該疑義解釈を発出

して以降、国等の機関に対し、書類の備付け及び保管に係る指導を行

った証拠や、国等の機関における書類の備付け及び保管に係る検討を

行った経緯については確認できなかった旨の回答であった。 

また、昭和51年施行通知によって、障害者任免状況通報書とともに

身体障害者職員名簿も作成することとされていたが、平成14年に廃止

された（「身体障害者雇用促進法施行令及び身体障害者雇用促進法施

行規則の規定に基づき厚生労働大臣の定める様式を定める等の件の一



 

 

36 

 

部を改正する件」（平成14年厚生労働省告示第325号））。厚生労働省

（職業安定局）に確認したところ、この経緯を記憶している者はいな

い、とのことだった。 

 

厚生労働省（職業安定局）による国の行政機関に対する障害者雇用

促進のための支援措置の実施状況について確認したところ、近年にお

いては、少なくとも、内閣人事局（旧総務省人事・恩給局）におい

て、障害者雇用の促進に向けた周知等の対応が行われていることが確

認された。 

内閣人事局が主催する「公務部門における障害者雇用に係る実務担

当者連絡会」においては、厚生労働省（職業安定局）が協力して、障

害者雇用促進のための民間の好事例の提供等を行っている。 

他方、当該連絡会において、ガイドラインの概要が配布されたこと

はあったが、本文そのものが周知された事例は確認できなかった。 
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（参考）公務部門における障害者雇用に係る実務担当者連絡会におけ

る周知の取組 

開催回 開催日 周知内容 

第４回 平成 24 年 6 月 26 日 平成 25 年４月１日から法定雇用率

の引上げについて周知するととも

に、ガイドラインの概要を配布 

第８回 平成 27 年 3 月 11 日 チャレンジ雇用15について周知 

第 11 回 平成 28 年 3 月 18 日 障害者に対する差別の禁止及び合理

的配慮の提供義務等について周知。 

障害者任免状況通報書について、常

時勤務する職員や、出向中の職員や

休業中の職員の算入に関する留意事

項を周知。 

第 15 回 平成 30 年 5 月 31 日 障害者雇用の状況について周知 

  

                                                
15 チャレンジ雇用とは、１年以内の期間を単位として、各府省・各自治体において、知的障害者等

を非常勤職員として雇用し、各府省・各自治体での１～３年の業務の経験を踏まえ、ハローワー

ク等を通じた一般企業等への就職を実現するものをいう。 
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各行政機関に対する調査結果 

個別事案に関する調査結果 

個別事案調査の集計結果については、参考資料に示すとおりである。 

なお、平成 29 年通報時において、各行政機関の実雇用率は、ほとん

どの機関で法定雇用率（2.3％）を超えていたが、平成 30 年再点検後

は、法定雇用率を超えたのは６機関にとどまった。 

（対象者の属性） 

個別事案調査については、全部で 3,700 名16分の回答があり、その

うち 3,494 名が雇用期間の定めのない雇用の者であり、また、3,627

名が週の所定労働時間が 30 時間以上の者であった。 

（平成 29 年通報時の整理） 

平成 29 年通報書において、対象障害者である職員の数として、身

体障害者、知的障害者又は精神障害者のどの区分として計上していた

か尋ねたところ、3,390 名は身体障害者、308 名は精神障害者、２名

は知的障害者として計上していた。 

また、身体障害者として計上されていた者 3,390 名について、身体

障害の種類を尋ねたところ、内部機能障害として計上されていた者が

最も多く 1,600 名、視覚障害として計上されていた者が 827 名、肢

                                                
16 厚生労働省（職業安定局）公表の「国の行政機関における平成 29 年６月１日現在の障害者の

任免状況の再点検結果について」（平成 30 年８月 28 日プレスリリース。平成 30 年９月 21 日訂

正後。https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_01069.html）においては、減少した障害者である職

員数は 3,460 とされているが、これは平成 30 年再点検後に新たに対象障害者に該当することと

された者（増加分）を含んでおり、また、対象障害者としての計上数（重度障害者を２人、短時間

勤務職員を 0.5 人等と計上する等）であって不適切計上された者の実人数ではないため、検証

委員会の個別事案調査の回答総数とは一致しない。 
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体不自由として計上されていた者が 590 名、聴覚又は平衡機能障害と

して計上されていた者が 349 名、音声機能、言語機能又はそしゃく機

能障害として計上されていた者が 24 名となった。 

なお、知的障害者２名については、１名は対象障害者に該当するが

障害者手帳等の所持の確認方法が本人の同意を得るなどガイドライン

に沿った方法ではなかったため平成 30 年再点検の際は対象障害者と

して計上しなかったもの、もう１名については対象障害者に該当する

が、重度でない障害者を重度障害者としていたため、障害者区分の変

更を行ったものであった。 

（平成 29 年の判断方法） 

平成 29 年に対象障害者であるかの判断が行われた者は 3,700 名中

1,478 名であり、どのような方法により対象障害者であるかの判断を

行ったか尋ねたところ、「障害者手帳（写し又は原本）（期限切れ等有

効でない場合を含む。）」及び「障害者手帳の代わりとなる指定医等の

診断書等」17を根拠としたもの 91 件、指定医等以外の医師の診断書18

を根拠としたもの 311 件、「健康診断の結果や診療報酬請求書（レセ

                                                
17 ガイドラインにおいて対象障害者であるかの判断に用いることとされている以下のもの 

 身体障害者については、身体障害者手帳又は都道府県知事が定める医師若しくは産業

医による障害者雇用促進法別表に掲げる身体障害を有する旨の診断書・意見書（ただし、

心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の

機能の障害については、当分の間、指定医によるものに限る。） 

 知的障害者については、（イ）都道府県知事又は政令指定都市市長が交付する療育手帳

（自治体によっては別の名称を用いる場合があります。例えば、東京都においては愛の手

帳。）又は（ロ）児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健

指定医若しくは障害者職業センターによる判定書 

 精神障害者については、精神障害保健福祉手帳（平成 18 年４月以降） 
18 ガイドラインにおいて対象障害者であるかの判断に用いることとされている指定医等の診断書等

（脚注 17）以外のもの 
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プト）、庁舎内診療室の利用記録等の医療記録」を根拠としたもの 79

件、「人事調書・身上調書等の人事記録」を根拠としたもの 880 件、

「対象者の自己申告（供述）」を根拠としたもの 53 件、「対象者の状

態の視認・観察等」を根拠としたもの 15 件等となった。 

この平成 29 年の対象障害者の判断方法と平成 29 年通報時の障害

の種類をクロス集計すると、 

 視覚障害とされていた者 173 名分については、110 件が人事記

録、39 件が自己申告等 

 聴覚等障害とされていた者 128 名分については、人事記録 85 件、

医療記録 39 件等 

 肢体不自由者とされていた者 207 名分については、人事記録 142

件、障害者手帳 23 件、指定医等以外の医師の診断書 11 件、所得

税の障害者控除を行うために提出された書類 10 件等 

 内部機能障害とされていた者 721 名分については、人事記録 468

件、指定医等以外の医師の診断書 156 件、障害者手帳 51 件、医療

記録 28 件等 

 精神障害者とされていた者 241 名分については、指定医等以外の医

師の診断書 139 件、人事記録 69 件等 

と、障害の種類によって根拠としたものがわかれる結果となった。 

（平成 29 年度に判断した場合の不適切計上の理由） 

平成 29 年度に判断したもので、障害者手帳等以外の根拠を用いた

1,387 名分について、不適切計上が発生した理由を複数回答で尋ねた

ところ、1,204 件は、「対象障害者に該当する範囲の認識に誤りがあ

った、又は対象障害者に該当する範囲が決まっていることを意識して

いなかった。（現時点では対象障害者に該当するという認識はない）」
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を選択し、120 件は、「対象障害者に該当することが確実であるとの

認識の下、対象障害者として計上した。（現時点でも、障害者手帳等

の所持が確認できれば、対象障害者に該当すると認識している。）」を

選択している。 

平成 29 年度に判断したもので、障害者手帳等を判断の根拠とした

もの 91 名分について、不適切計上が発生した理由を複数回答で尋ね

たところ、43 件が除外職員等「通報対象でない職員であるにもかか

わらず誤って計上した」、26 件が「障害者手帳等が利用目的を明示し

て取得する、本人の同意を得るなどガイドラインで示された適切な方

法で入手されたものではなかったため、平成 30 年再点検の際は対象

障害者として計上しなかった」等としている。 

平成 29 年に対象障害者であるかの判断を行った際、ガイドライン

において、障害者手帳等によって確認すべきこととされていたことを

認識していたかを尋ねたところ、認識していたとしたものは 70 件、

認識していなかったとしたものが 1,317 件であった。 

ガイドラインを認識していた 70 件に関して、ガイドラインに沿っ

て障害者手帳等により判断しなかった理由をたずねたところ、69 件

は、「平成 29 年５月通知中、身体障害者とは原則として身体障害者福

祉法（平成 24 年法律第 283 号）に規定する身体障害者手帳の等級が

１級から６級に該当する者」において「原則として」とされていたた

め、必ずしも障害者手帳による必要はないと考えていた」を選択して

いる。 

（平成 28 年度以前に判断した場合の引継ぎ方法） 
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3,700 名分の個別事案調査への回答のうち、2,129 件は、平成 28

年度以前に判断したものを引き継いだとする「引継ぎケース」であっ

た。この場合の引継ぎの態様を尋ねたところ、障害者手帳等を含む記

録が引き継がれていたものが 34 件、そのほか、「指定医等以外の医師

の診断書、公的医療・障害福祉サービスの利用に関する受給者証等、

所得税の障害者控除を行うために提出された書類、医療記録、人事記

録、対象者以外の者の供述・対象者の自己申告の内容を含む資料」が

引き継がれていたものが 602 件と限られており、1,479 件は、対象

障害者の名簿のみが引き継がれ、名簿上に障害の種類や、障害の程

度・等級が記載されている例が大半であった。 

（平成 30 年再点検後の整理） 

また、平成 29 年通報時に対象障害者として計上されていた者につ

いて、平成 30 年再点検後にどのような者であると整理したかを尋ね

た。 

まず、3,700 名中 91 名は過去に在職していたが平成 29 年６月時

点においては在職していなかった者であり、２名は過去に在職したこ

とのない者であった。そのうち、１名は「通報書の作成にあたり、計

上ミスとなってしまった」（財務省）もの、もう１名は「平成 29 年６

月１日以前に採用が内定していた者について、報告の基準時である平

成 29 年６月１日時点の在職者であると誤認して計上した」（観光庁）

とされている。 

また、22 名は、平成 30 年再点検後においても対象障害者に該当し

ていた者（障害者区分の不適切計上等）であり、123 名は障害者であ

るが除外職員等の通報対象でない職員であった。 
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残り、3,462 名中、3,426 名は障害者手帳等の所持が確認されてい

ない者であり、そのうち、何らかの疾病又は傷害を有する者が 821

名、難病を有する者が 26 名であった。 

その他 36 名については、障害者手帳等を所持しているが、障害者

手帳等の情報を人事担当者が入手した際障害者任免状況通報に用いる

という利用目的を明示していなかった、又は本人同意の有無が不明で

あるなど、ガイドラインに沿わない手続で行われたものだったため、

平成 30 年再点検の際は、対象障害者として計上されなかった。 

（平成 29 年通報時の国の行政機関における不適切計上の概要） 

平成 29 年通報時の各行政機関における不適切計上の内訳は、不適

切計上数の多かった順に以下のとおりである（30 名以上のもの）。な

お、身体障害の種別のうち、視覚障害は「視覚」、聴覚又は平衡機能

障害は「聴覚」、音声・言語又はそしゃく機能障害は「音声」、肢体不

自由は「肢体」、内部機能障害は「内部」と表記した。また、精神障

害、知的障害、身体障害（視覚、聴覚、音声、肢体、内部）のうち、

最も多い種別について、不適切計上者数に対する割合（小数点以下切

り捨て）を併記した。 

①国税庁 不適切計上者数 1,103 名 

身体障害 1,099 名（内部 688 名（※）（62％）、肢体 171 名、聴覚

123 名、視覚 111 名、音声６名）、精神障害３名、知的障害１名 

※ 平成 29 年度に新たに対象障害者として計上された 271 名のう

ち、内部機能障害が 187 名。その 187 名のうち、80 名

（42％）が「うつ病」「適応障害」「統合失調症」「アスペルガ

ー」などの精神疾患や「うつ状態」「不安障害」「適応障害一歩

手前」などの状態とされている者 
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除外職員２名（法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員の数には

不算入） 

②国土交通省 不適切計上者数 629 名 

身体障害 602 名（内部 273 名（43％）、肢体 142 名、視覚 102

名、聴覚 78 名、音声７名）、精神障害 27 名 

平成 29 年通報時在職していなかった者 81 名（退職者 74 名、出向

者７名） 

③法務省 不適切計上者数 512 名 

身体障害 481 名（内部 247 名（48％）、視覚 150 名、肢体 60

名、聴覚 22 名、音声２名）、精神障害 31 名 

除外職員 109 名（法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員の数に

は不算入） 

④防衛省 不適切計上者数 332 名 

身体障害 310 名（内部 144 名（43％）、肢体 81 名、視覚 59 名、

聴覚 25 名、音声１名）、精神障害 22 名 

除外職員３名（法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員の数には

不算入） 

⑤農林水産省 不適切計上者数 219 名 

身体障害 218 名（視覚 160 名（73％）、内部 26 名、肢体 22 名、

聴覚８名、音声２名）、精神障害１名 

⑥財務省 不適切計上者数 184 名 

身体障害 130 名（内部 47 名、聴覚 39 名、肢体 28 名、視覚 15

名、音声１名）、精神障害 54 名（29％） 
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平成 29 年通報時在職していなかった者５名（うち１名は過去に在

職歴がない者で「通報書の作成にあたり、計上ミスとなってしまっ

た」とされている。他４名のうち、２名は退職者、２名は出向

者。） 

⑦外務省 不適切計上者数 146 名 

身体障害 38 名（内部 20 名、肢体９名、視覚５名、聴覚２名、音

声２名）、精神障害 108 名（73％） 

⑧経済産業省 不適切計上者数 105 名 

身体障害 93 名（内部 68 名（64％）、肢体 12 名、聴覚７名、視覚

６名）、精神障害 12 名 

⑨総務省 不適切計上者数 75 名 

身体障害 75 名（視覚 74 名（98％）、聴覚１名）   

⑩特許庁 不適切計上者数 53 名 

身体障害 53 名（視覚 43 名（81％）、聴覚８名、肢体２名） 

⑪気象庁 不適切計上者数 49 名 

身体障害 36 名（肢体 14 名（28％）、内部９名、聴覚９名、視覚３

名、音声１名）、精神障害 13 名 

⑫内閣府 不適切計上者数 40 名 

身体障害 23 名（聴覚 10 名、視覚８名、肢体４名、内部１名）、精

神障害 17 名（42％） 

平成 29 年通報時在職していなかった者２名（退職者２名） 

⑬環境省 不適切計上者数 39 名 
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身体障害 39 名（視覚 38 名（97％）、内部１名） 

⑭文部科学省 不適切計上者数 37 名 

身体障害 37 名（内部 11 名（29％）、視覚 10 名、聴覚 10 名、肢

体６名） 

⑮防衛装備庁 不適切計上者数 31 名 

身体障害 31 名（内部 14 名（45％）、肢体 10 名、聴覚３名、視覚

２名、音声２名） 

各府省庁人事担当課に関する調査結果 

各機関の人事担当課に対しては、各府省庁人事担当課調査（書面）及

びヒアリングをおこなった。各府省庁人事担当課調査の集計結果につい

ては、参考資料に示すとおりである。 

（問題のある取扱いの認識） 

まず、今般の事案に係る問題点の整理を選択肢（複数回答）で尋ね

たところ、障害者の範囲や障害者であることの確認方法（27 機関）、

厚生労働省の通報依頼や制度の周知の方法（20 機関）、障害者雇用率

制度に係る法令の理解（18 機関）を選択する行政機関が多かった。

問題点の具体的な整理（自由記述）として選択肢にあるもの以外には

以下のような回答があった。 

 担当者任せにしており、チェック体制がなかった。 

 長年、同じ手法が担当者の間で引き継がれてきたことから、手帳

保有を明示的に確認することが必須であるという認識が不足して

いた。 
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 過去に計上していた者について十分な確認をせず引き続き計上し

ていた。 

 詳細を確認する努力を怠っていた。 

 担当者が認識を改めるきっかけがなかった。 

 過去、厚生労働省から特段の指導・指摘を受けていなかった。 

 誤解のないように、厚生労働省において情報提供や計上支援を丁

寧に行っていただけるとありがたかった。 

（問題のある取扱いの開始時期） 

今般の事案に係る問題点について、過去いつ頃からそのような取扱

いが行われていたのか尋ねたところ、確認できないとするもの、不適

切計上のなかったもの等 24 機関を除けば、平成９年頃以降４機関、

平成 17 年頃以降３機関、平成 20 年頃以降２機関などと、いずれに

しても長期にわたって多くの行政機関において不適切な実務慣行が継

続していたことが推察された。 

（法の関連条文についての認識） 

法の関係する条文の内容の認識を尋ねたところ、おおむね承知して

いたとするのが 13 機関、ある程度承知していたとするのが 14 機

関、ほとんど知らなかったとするのが６機関であった。 

（通報の対象となる障害者の範囲の認識） 

通報の対象となる障害者の範囲の記載についての、本省（府・庁）

人事担当課の認識としては、全て又は一定程度認識していたとすると

ころが大半であったが、身体障害者について、身体障害者手帳の等級

によって判断する取扱いは、一部の部局では行われていなかったとす

るのが６機関、行われていなかったとするのが 15 機関となった。 
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平成 29 年５月通知において、身体障害者の範囲について「原則と

して」とある部分の例外に当たる場合とは、どのような意味であると

認識していたか尋ねたところ（複数回答可）、 

 例外に当たる場合が示されていないことから、幅広くいずれの等級

に該当するか判断してよい。（11 機関） 

 原則として、身体障害者手帳の等級により判断する必要はあるが、

例外に当たる場合として、客観的な資料によりいずれの等級に該当

するか判断してよい。（12 機関） 

 原則として、身体障害者手帳の等級により判断する必要はあるが、

例外に当たる場合として、本人の自己申告等によりいずれの等級に

該当するか判断してよい。（客観的な資料に基づく必要はない。）

（15 機関） 

等となった。 

（障害者の把握・確認ガイドラインについての認識） 

ガイドラインについて参照されていたかとする質問に対しては、平

成 30 年再点検において全く又はほとんど修正がなかった機関を中心

に８機関が「おおむね参照され、ガイドラインに沿った取扱いが行わ

れていた」とする一方、「ほとんど参照されていなかった」とするの

が 15 機関、「一部では参照されていなかった」とするのが 10 機関と

なった。 

ガイドラインに沿わない取扱いが行われていた場合、どのような取

扱いが行われていたのか、複数回答で尋ねたところ、「障害者手帳等

による確認が行われていなかった」とするのが 25 機関、「障害の把

握・確認手続で、本人の同意を得ずに情報の取得が行われていた」15

機関、「本人同意のほか、プライバシーに配慮した情報の取得が行わ
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れていなかった」14 機関、「障害者手帳の更新や、障害の程度の変化

による障害等級の変更を確認していなかった」11 機関、「身体障害者

手帳によらない方法として、都道府県知事の定める医師等による診断

書・意見書によって確認することができると示されていたが、これに

沿わない方法による確認が行われていた」10 機関等となった。 

なぜ、ガイドラインに沿わない取扱いが行われたのか、複数回答で

尋ねたところ、「「障害者の把握・確認ガイドラインに従い、適正な取

扱いに努められたい」とされていたことから、法的な義務ではない」

11 機関、「平成 29 年５月通知において、ガイドラインが添付されて

おらず、ウェブサイト上で見つからなかった」11 機関、その他（自

由記述）が 17 機関となった。自由記述について、選択肢に掲げるも

の以外の回答として以下のようなものがあった。 

 周知が必ずしも十分とはいえず、対象障害者の範囲についてガイ

ドラインと異なる表現で記載された通報依頼文書が毎年送付され

ていた。ガイドラインの内容を確認していなかった。 

 ガイドライン本体や参照すべき事項も具体的に示されなかったこ

とから、参考資料としての位置付けを超えないものと考えられ、

その内容が十分に認識されていなかった。 

 長年にわたり十分な注意が払われることなく作業が行われてい

た。前の年の報告のやり方を漫然と毎年続けてきたことも一因。 

（各機関内部における周知方法） 

平成 29 年通報書を作成するにあたって対象者の所属部局・課で対

象障害者であるかどうかの判断が行われていた機関は４機関であった

が、適切な対象障害者の把握・確認方法や対象障害者の算定方法につ

いて周知等が行われていたか尋ねたところ、「平成 29 年５月通知を転
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送するなどして依頼し、特段の補足的な周知・説明は行っていなかっ

た」とするところが２機関、「積極的に周知・説明を行っていない

が、照会のあった部局には随時説明を行った」とするところが２機関

であった。 

（厚生労働省の通報依頼や制度の周知等の対応） 

厚生労働省からの通報依頼や通報に関する疑義照会への対応は適切

であったか尋ねたところ、８機関において適切であったと回答し、25

機関において不適切であったと回答した。不適切と回答した場合、ど

のような対応が行われればよかったと考えているか、自由記述で尋ね

たところ、以下のような回答があった。 

 引き継がれてきた運用ルールのみで対応するのではなく、厚生労

働省に運用ルールについて、明確に確認すべきだった。 

 通報依頼時の説明会の開催や、ガイドラインに沿って適切に手帳

情報の確認が行われていることを、厚生労働省側でチェックでき

る仕組みを設けておくべきであった。 

 毎年の通報依頼において、手帳の所持等について明示されていれ

ば、手帳の所持を確認しないで報告することは妨げた。 

 法令上の障害者と通報対象となる障害者に違いがあり、従前の依

頼書では「原則として」の記載もあったことから、解釈を誤る可

能性があった。 

 ガイドラインは国の機関を対象に作られているものとの認識はな

く、国の機関については、厚生労働省からの通報依頼に基づいて

行うものと認識していた。国の機関向けにリバイズするなどして

示していただければ良かった。 
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 民間企業と公的機関に対する指導等の取組の違いが、制度の理解

の差に繋がったのではないか。 

（不適切計上がほとんどなかった機関の対応） 

今般の検証においては、平成 30 年再点検で修正が全く必要がなか

った又はほとんど修正しなかった機関についても、各府省庁人事担当

課調査及びヒアリングを行い、通報を適切に行うようにするための取

組や、厚生労働省（職業安定局）の対応の問題点等を聞いたところ、

以下のような答えがあった。 

 障害者の方の確認について、所属任せにするのではなく、人事課に

おいて、厚生労働省（職業安定局）の依頼通知文書やガイドライン

に沿って、証明書類を持って確認するように徹底していた。（警察

庁） 

 特別のことをしている意識はなく、採用する際に、当然のこととし

て障害者手帳の確認をしてカウントしている。障害者手帳で確認す

る以外に例外があることに思い至らず、今回初めて知った。引継ぎ

でも手帳だといわれた。（公正取引委員会） 

 以前は法定雇用率を充たしておらず、厚生労働省（職業安定局）か

ら指導されていたため、計画的に障害者を雇用しており、採用する

際に手帳を確認している。（原子力規制委員会） 

 採用に際しては、公募したり、支援団体に依頼して紹介していただ

いている。原則に対しての例外を自分たちで考えて何かの幅をつく

って、そこにカウントしようという発想は最初からない。今回、初

めて例外があることを知った。手帳の写しなどは添付してもらい保

存してある。（金融庁） 
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 手帳以外のもので障害者であることを立証することのほうが違和

感。例えば、身上申告書とか、何でそれが障害者ということを認定

する事実になるのかという素朴な疑問がある（公正取引委員会）。 

（専用通報窓口に寄せられた通報とその対応） 

検証委員会は、今般の事態の検証を進めるために必要となる情報を

直接収集するため、本年 9 月 13 日から 9 月 28 日まで、専用通報窓

口を設置した。 

寄せられた通報（メール）の件数は、14 件である。これらの通報

には、ある行政機関の人事担当課が障害者本人の障害者手帳の所持を

確認しないまま、障害者としているのではないかなどの情報が含ま

れ、他の調査結果とあいまって人事担当課の不適切な対応が裏付ける

ことができたものなど、今般の事態の検証に活用された。  
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第３ 不適切な行為の原因 

第２の調査結果を踏まえ、検証委員会としては、今般の事案が発生した原

因、すなわち、不適切な行為の原因については、厚生労働省（職業安定局）

の対応の問題と各行政機関の対応の問題があり、それぞれ以下のとおりであ

ると考える。 

厚生労働省（職業安定局）の対応の問題について 

国の行政機関における障害者雇用の実態に対する関心の低さ 

今般の事案についての厚生労働省（職業安定局）側における根本的な

問題は、制度を所管する官庁であるにもかかわらず、国の行政機関にお

ける障害者雇用の実態に対する関心そのものが低かったと言わざるを得

ないことにあると考えられる。 

厚生労働省（職業安定局）のこれまでの対応の経過を見てみると、昭

和51年改正により障害者雇用が義務化され、障害者雇用納付金制度の対

象となった民間事業主に対する指導に重点が置かれ、他方、国の行政機

関については、自主的に適切な対応がなされるであろうという期待があ

ったせいか、毎年の実雇用率の把握は行うものの、各機関の実雇用率が

法定雇用率を超えていれば、それ以上に、適切に対象障害者が雇用され

ているのか、計上されているのかなどの実態把握を行うことについて

は、ほとんど視野に入っていなかったと考えられる。客観的に見ると、

障害者雇用納付金制度の対象となっている民間事業主の場合ですら法定

雇用率の達成は50％程度であるにもかかわらず、法定雇用率が段階的に

引き上げられる中において国の行政機関がほぼそれを達成しているとい

うことであれば、その違いが何に由来するかについて制度所管官庁とし
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てもっと関心を持ち、実態把握を行い、それを対応につなげるよう考

え、努力すべきであったと指摘せざるを得ない。もし、そうであれば、

今般判明したような事案は、少なくとも早期に是正することができたの

ではないかと考えられる。 

昭和51年改正時の対応について見ると、昭和51年改正法により、身

体障害者の範囲は、原則として身体障害者手帳、例外として指定医等に

よる診断書等による確認によるものというルール（以下「手帳等により

確認するルール」という。）に変更されたが、昭和51年改正法以前の国

の行政機関における運用の実態が、その改正時に正しい理解の下に新し

いルールに従って切り替えられたかどうかについては、十分な資料等は

見当たらない。このルール変更の内容の周知方法については、少なくと

も昭和51年施行通知を周知するための事務連絡が係長名で国の行政機関

に発出されていて、一部の機関において正しい理解がなされていた事実

は確認できたものの、これ以外に、例えば当時の労働省が説明会を開催

するなどして、身体障害者の範囲の確認方法のルールが改められたこと

を、国の行政機関全般に対して、十分に周知していたかについては、こ

れを裏付ける明確な資料等は見当たらなかった。 

実際、厚生労働省（職業安定局）から国の行政機関に対して周知され

た内容としては、累次の法改正によって新たに精神障害者や知的障害者

が対象障害者の範囲に含まれるといったことなどに関してはあるもの

の、対象障害者の確認方法そのものについては、平成16年通報依頼通知

を除くと、平成17年のガイドラインまで、改めて特段の周知がなされた

事実は見当たらなかった。 
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任免状況の毎年の通報依頼についても、平成15年の通報からは身体障

害者職員名簿が廃止され、その後は、国の行政機関における障害者雇用

の実態について、毎年の実雇用率以外の情報はほとんど把握されること

なく、今日に至っている。 

また、厚生労働省（職業安定局）が、内閣人事局主催の会議に出席す

るなどして、公務部門における障害者雇用の推進に向けて、各種取組に

尽力をしてきたことは理解できるものの、そこでは、障害者雇用の好事

例の提供など技術的な説明に重点が置かれていて、それ以上に厚生労働

省（職業安定局）の側から、積極的に、各機関の障害者雇用の実態を把

握し、それを促進しようとした姿勢をうかがうことはできない。 

厚生労働省（職業安定局）においては、このように総じて国の行政機

関の対応の実態についての関心が薄く、そのため法定雇用率を達成して

いない機関に対してその都度指導を行っていたものの、国の行政機関全

体の実態を把握しようとする努力がなされなかったことが、国の行政機

関に対する制度や改正内容・運用方法等に関する周知・指導等について

の周到さを欠いたことの背景にもなったものである。この点が、厚生労

働省（職業安定局）側における最も大きな原因であったと指摘される。 

平成 17 年のガイドライン発出時における対応の問題 

平成17年になると、厚生労働省（職業安定局）は、民間事業主向け

に、ガイドラインを作成したが、そこでは、身体障害者のみならず、精

神障害者や知的障害者の範囲、確認方法も明らかにした上、これを国の

行政機関にも通知により送付している。 
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もっとも、その民間事業主向けのガイドラインを国の行政機関に送付

する際の通知の記述には、「本ガイドラインは、障害者の雇用の促進等

に関する法律に基づいて民間企業の事業主が行う業務の手続に即して、

把握・確認の具体的な手順及び禁忌事項等を示しているものですが、貴

府省庁においても、障害者の把握・確認を行う際には、本ガイドライン

に準じた適正な取扱いに努めていただくよう、よろしくお願いいたしま

す。」とあるだけで、各機関にしてみれば、そのガイドラインの位置付

けが国の行政機関にもそのまま適用されるものであるのか否かの疑義が

生じ得るものになってしまったことは否定できない。 

そもそも、民間事業主と国の行政機関の間には、産業医の位置付け、

採用・雇用等に関するルール、納付金制度等の適用の有無等の様々な違

いがあるにもかかわらず、ガイドラインについて国の行政機関向けに所

要の手直しを行うことなく、民間事業主向けのものに準じた取扱いを求

めるという姿勢は、民間への対応を優先し、結果として、国の行政機関

の対応に向き合おうとする積極的な姿勢に欠けるものであったと言わざ

るを得ない。 

毎年の通報依頼発出時における対応の問題 

このようなガイドラインが送付される一方、その前後には、厚生労働

省（職業安定局）から国の行政機関に対して、身体障害者の範囲、確認

方法について誤解を生じさせかねない記述の通報依頼通知が発出される

ようになった。すなわち、平成16年から「身体障害者とは、原則として

身体障害者福祉法に規定する身体障害者手帳の等級が１級から６級に該

当する者とし」との必ずしもその内容が明確であるとは言い難い通報依
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頼通知が、平成29年に至るまでの14年間、毎年発出され続けたのであ

る。 

この毎年発出される通報依頼通知は、各機関の担当者らが通報のため

の確認作業を行う上で直接参照するものであるということは、厚生労働

省（職業安定局）においても、容易に想像がついたはずである。この

「原則として」とのみ記載し、例外については何の具体的な記載もして

いない不明確な内容の通知を発出し続けたのは、厚生労働省（職業安定

局）において、国の行政機関については身体障害者の範囲は手帳等によ

り確認するルールが既に徹底されているであろうという思い込みによる

もので、通知文書の内容をきちんと見直すという思いに至らなかったか

らである。本年の通報依頼においては、この点に気付き、「原則とし

て」を削除し、照会先として厚生労働省（職業安定局）を明示するなど

の修正がなされ、明確化が図られたが、もともとこのような記載があれ

ば、少なくとも、この通知内容の解釈に端を発した問題の拡大は防ぐこ

とができたものと考えられる。 

加えて、毎年の通報依頼通知の中では、ガイドラインについて、厚生

労働省のウェブサイト上における該当インターネットアドレスを紹介し

た上で、「ガイドラインに従い、適正な取扱に努められたい」とも記載

されていたが、そのインターネットアドレスを開いても、閲覧できるの

は、障害者の範囲の記載がない概要版のみで、ガイドライン本文を参照

することができない状態になっていたことは、周知の方法として、誠に

不適切であった。 

確認資料の保存および引継ぎに対する指導の欠如 
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国の行政機関における対象障害者の確認資料の保存方法についても、

これまで厚生労働省（職業安定局）は各機関に対して、明確な指針を示

してこなかった。 

この点、民間事業主については、省令によって確認資料の保存義務が

明確に定められているのに対し、厚生労働省（職業安定局）における過

去の整理の中には、確認資料の保存が義務付けられている「事業主」に

国の行政機関が含まれるという解釈をし、少なくとも段階的に指導して

いく必要があるとの問題意識もあったことがうかがえる一方、現行の運

用としては「事業主」に国の行政機関は含まれないとの解釈が示される

に至り、その明確な指針を示してこなかった。 

今般の国の行政機関に対する調査により、数多くの機関においては、

いったん対象障害者として計上されて対象障害者名簿に登載された職員

については、歴代の担当者らの間において、対象障害者として計上され

る根拠となった確認資料は引き継がれないまま、その名簿のみが引き継

がれ、翌年以降の通報の際には、その名簿の記載のみを根拠にして対象

障害者として計上されるなどといった実務慣行が長年継続されてきたこ

とが判明した。これらのケースにあっては、当初対象障害者として計上

され、名簿に登載された際に、どのような確認資料に基づいて登載され

たか判然としなかったものが数多く見受けられた。 

国の行政機関における対象障害者の確認資料の保存方法につき、厚生

労働省（職業安定局）から各機関に対して指針が示されなかったこと

が、このような各機関における名簿のみによる引継ぎといった実務慣行

の継続を許容する原因の一つになったと考えられる。 
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平成 26 年の事案発生時における対応の問題 

厚生労働省（職業安定局）においては、不適切計上がなされていたこ

とを知る契機は、過去にさかのぼればたびたびあったのではないかと想

像されるが、今回得られた資料だけでは明確なことはいえない。しかし

ながら、平成26年、民間事業主ではなく、厚生労働省の所管する独立行

政法人において、障害者雇用状況の虚偽報告事案が発生したが、この事

案によって、納付金制度が適用されず、厳格な調査の対象となっていな

かった組織において、不適切計上のあり得ることが発覚したのであるか

ら、この発覚は、国の行政機関における障害者雇用についても、その実

態を調査・把握する機会となり得たものというべきである。 

今回の不適切計上事案が発覚した現時点から振り返ってみると、これ

まで法定雇用率を下回らないかぎり、実雇用率の数字等以外の情報提供

を求めてこなかった国の行政機関一般についても、同様の問題が発生し

ていないか、その実態を確認してみるべき重要な機会であったというこ

とは、指摘せざるを得ない。 
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各行政機関の対応の問題について 

第２の調査結果のとおり、不適切計上がなされていた国の行政機関にお

ける対象障害者の範囲やその他不適切計上の内容は様々なものがあるが、

総じて、こうした事案が発生した原因としては、①対象障害者の計上方法

についての正しい理解の欠如、②恣意的に解釈された計上基準に基づく曖

昧な当てはめ、杜撰とも言える計上の実態が認められ、そして、③これら

の背景には、法の理念に対する意識の低さが根本にあるものと考えられ

る。以下、順次、指摘する。 

対象障害者の計上方法についての正しい理解の欠如 

（身体障害者に係る不適切計上について） 

ア 対象障害者である身体障害者として計上するためのルールとして

は、 

○ 法令に基づく別表に掲げる要件の該当性 

○ 原則として身体障害者手帳、例外として指定医等の診断書等に

よる確認 

の二つが必要とされている。 

しかしながら、調査の結果、多くの国の行政機関の担当者らにお

いては、これらのルールが正しく理解されていなかったことが判明

し、その内訳として、 

① そもそも法別表の内容を理解していなかったもの 

② 法別表の内容は理解しているとしても、身体障害者の範囲は手

帳等により確認するルールの内容を理解していなかったもの（法

別表への該当性の根拠は、相当恣意的なものから一定の専門性が

あるものまで幅がある。） 
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が認められた。 

これらのうち、そもそも、法令に基づく別表の内容を理解してい

なかったものについては論外であるが、そればかりでなく平成 16

年以降の通報依頼通知にある「原則として」の記載を根拠に、身体

障害者の範囲を、手帳等以外の資料によっても確認することが許容

されていると理解したり、あるいは、ガイドラインの「努められた

い」という記載をもって、各機関の独自の判断に委ねたと理解でき

るはずもなく、仮に、不明な点があるならば、制度所管官庁である

厚生労働省（職業安定局）に問い合わせるなどして適切に対応すべ

きであった（現に、そのような問合せにより適切に対応した機関が

ある。）。 

（精神障害者に係る不適切計上について） 

イ 次に、対象障害者である精神障害者として計上するためのルール

を確認すると、法令により、手帳を有している者に限るとされてお

り、かつ、ガイドラインや毎年発出されている通報依頼通知におい

ても、このルールは明記されていた。 

しかしながら、調査の結果、手帳を確認しないまま精神障害者と

して計上していたケースがかなり多く認められ、これらの中には、

法令に基づくルールすら理解しておらず、しかも毎年の厚生労働省

（職業安定局）の通報依頼通知にも目を通していないといった怠慢

さが認められるケースもあった。 

（正しい理解に努める姿勢の欠如について） 
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ウ その一方、第２の調査結果に示すとおり、相対的には少数ではあ

るものの、適切な対応が行われている機関も確認された。国の行政

機関が、民間事業主に率先して障害者の雇用を促進すべきことは、

法の理念であり、各機関がそれぞれ負うべき責務である。制度の対

象となる障害者の範囲について不分明な点があったとしても、制度

を所管する厚生労働省（職業安定局）に問い合わせるなどして、適

切な計上方法を確認することは、決して難しいことではない。にも

かかわらず、多くの行政機関において、対象障害者の範囲の正しい

計上方法等の理解に努める姿勢に欠け、その確認を怠り、障害者の

範囲や確認方法を恣意的に解釈して多数の不適切計上を行っていた

ことは、相対的に少数であるとは言え、障害者の範囲を正しく理解

し、適切な報告を行っている機関も存在することにも照らせば、決

して弁明が許される事態ではない。 

対象障害者の杜撰な計上について 

多くの国の行政機関においては、上記のような対象障害者の計上につ

いての正しい理解が欠如した結果、独自の実務慣行が、安易な前例踏襲

により、長年にわたって引き継がれ、相当数の不適切計上が行われてき

たものであり、その実態は誠に杜撰としか言いようのないものである。 

この独自の実務慣行に基づく杜撰な計上は、多様な方法で行われてい

るが、その特徴として、①特定分野の対象障害者を判定する際の恣意的

な基準の使用、②計上すべきでない職員の計上が掲げられる。 

（身体障害者に係る不適切計上について） 
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ア 身体障害者に係る恣意的な不適切計上の基準を使用する等の事例

としては、 

○ 法別表の要件につき異なる判断をしていたもの（例えば、視覚

障害について、万国式試視力表によって測ったものであって、屈

折異常がある者については、矯正視力について測ったものをいう

とされているが、裸眼による測定であると誤解していたもの） 

○ 法別表について十分な検討をせず、過去の計上例を参考にする

などして、漫然と当てはめていたもの 

○ 身体障害者の範囲は手帳等により確認するルールの理解の欠如

により、その確認方法に問題があるもの（例えば、人事記録にお

ける自己申告や同僚職員らの供述、視認・観察など、専門的な判

断が介在しない担当者の主観的判断等に基づくもの） 

などがあるが、いずれも、厚生労働省（職業安定局）の通知の不明

確性などのみに起因するとは言えない極めて不適切な対応であった

と言わざるを得ない。 

（精神障害者に係る不適切計上について） 

イ また、精神障害者に係る不適切計上の事例についても、各機関の

担当者らにおいて、長年にわたって、対象障害者を判定するルール

が正しく理解されてこなかったことにより、安易な前例踏襲の下、

ルールに沿わない恣意的な独自の実務慣行が引き継がれてきたもの

と認められる。 

その具体的なものとしては、精神障害者として計上するに当たっ

て、手帳以外の資料として自己申告に基づく人事調書・身上調書等

の人事記録や同僚職員らの供述など、専門的な判断が介在しない担

当者の主観的判断等に基づく事例も見受けられ、いずれにしても、
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前述のとおり法令自体に違反するものであり、極めて不適切な対応

であった。 

（平成 29 年通報時の不適切計上の方法に特異性が認められる機関） 

これまで平成 29 年通報時の不適切計上の全体状況について説明し

てきたが、その中にあっては、以下の観点からみて、他の機関と比べ

て特異性が認められる機関をあげることができる。 

ウ 国税庁にあっては、「うつ病」や「アスペルガー」などの精神疾

患や「うつ状態」「不安障害」などの状態とされる者を、手帳を有

しないまま身体障害者（内部機能障害）として計上し、しかもその

割合は、平成 29 年度に新たに計上されたもので見ると内部機能障

害とされていた者の数の 42％（不適切計上者数 271 名、うち内部

機能障害 187 名、左のうち精神疾患等の数 80 名）にも及んでお

り、不適切計上の方法に特異性が認められた。 

エ 国土交通省にあっては、各部局から報告される障害者リストに計

上されていなかった者のうち前年以前の引継ぎリストに名前の載っ

ていた者につき、各部局に退職の有無を確認することもなく漫然と

追加記載するなどして計上したことにより、約 10 年前に退職した

者等も含め合計 74 名（不適切計上者数 629 名、左に対する退職者

の比率 11％）の退職者が不適切計上されるなど、不適切計上の方

法に特異性が認められた。 

オ 法務省にあっては、除外職員であって対象障害者として計上する

ことができないことになっている刑務官や入国警備官合計 109 名

（不適切計上者数 512 名、左のうち除外職員の比率 21％）につ

き、除外職員であることを認識しながら、実体として障害を有して
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いることを根拠として、障害者として計上しており、不適切計上の

方法に特異性が認められた。 

カ 以下の国の行政機関にあっては、不適切計上された対象障害者の

区分につき、障害の種別に著しい偏りがあり、不適切計上の方法に

特異性が認められた。なお、以下の視覚障害者について特異計上が

みられる機関にあっては、本来、矯正視力によるべきところ裸眼視

力により計上することも行われていた。 

○総務省   不適切計上者数の 98％が身体障害（視覚障害）で

あった。（不適切計上者数 75 名中、視覚障害者数

74 名） 

○環境省   不適切計上者数の 97％が身体障害（視覚障害）で

あった。（不適切計上者数 39 名中、視覚障害者数

38 名） 

○特許庁   不適切計上者数の 81％が身体障害（視覚障害）で

あった（不適切計上者数 53 名中、視覚障害者数 43

名） 

○農林水産省 不適切計上者数の 73％が身体障害（視覚障害）で

あった。（不適切計上者数 219 名中、視覚障害者数

160 名） 

○外務省   不適切計上者数の 73％が精神障害（手帳所持な

し）であった。（不適切計上者数 146 名中、精神障

害者数 108 名） 

※不適切計上者数が 30 名以上であり、かつ特異性が認められた障

害者の比率が 70％を超える国の行政機関を掲げた。 
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上記におけるあまりにも恣意的な障害者区分の当てはめ、在職の有

無といった基本中の基本の確認不足、法令の勝手な解釈、特定の障害

者区分の著しい偏りなどといった特異な不適切計上の実態を見るなら

ば、長年引き継がれてきたものとの言い訳が許されるはずもなく、歴

代の担当者らにおいて、不自然さに気づかず何らその見直しをしな

い、誠に杜撰な事務処理であったといえ、一部の担当者らに任せきっ

てきた組織運営の問題をも含め、これら国の行政機関において、障害

者の雇用促進に向けての真摯な努力がなされてきたかにつき甚だ疑問

を抱かざるを得ない。 

なお、実務慣行として採用されていた恣意的で不適切な計上基準を

用いた選択的選定については、次で指摘する。 

（法定雇用率達成に向けた恣意的で不適切な計上基準を用いた選択的選

定について） 

不適切計上のあった国の行政機関のいずれにおいても、意図的に不

適切な対応を行った例は把握していないとの認識である一方、対象障

害者として計上していた職員が退職した場合、障害のある職員を新規

採用することもあるが、多くの場合、既に雇用されている職員の中か

ら新たに選定して、対象障害者を計上していたことは調査結果から裏

付けられる。職員が雇用された後に障害者となるケースはあるもの

の、その人数は多くはないはずであることにも鑑みると、多くの国の

行政機関において実務慣行として採用されていた恣意的で不適切な計

上基準を用いて、法定雇用率を念頭に置いてそれを充足するため、既

に雇用されている職員から新たに選択的に選定して、対象障害者とし

て計上する中で、これまで述べてきたような不適切計上が行われてき

たことがうかがえる。 
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法の理念に対する意識の低さ 

多数の国の行政機関において、対象障害者の正しい計上方法について

の理解が欠如し、杜撰な実務慣行が継続してきた背景として、国の行政

機関における障害者雇用の促進を実効あらしめようとする基本認識の欠

如と法の理念に対する意識の低さをあげなければならない。このことが

今般の事案が生じた各機関側の根本原因であると考えられる。 

具体的には、障害者雇用促進制度において、国の行政機関について

は、納付金制度等の対象となっている民間事業主の場合と異なり、法定

雇用率が達成されていないことが判明してはじめて、障害者採用計画の

策定義務が生じ、厚生労働省との協議、厚生労働省からの勧告等の規定

が適用される仕組みとなっている。こうした制度の下、各機関において

は、専ら法定雇用率を超えることだけを意図したような事務処理に流れ

やすくなったうえ、制度所管官庁たる厚生労働省による実態把握は形式

的なものにとどまり、指導監督等も行われることもないことから、各機

関の対応はますます緊張感を欠いたものとなってしまっていたと考えら

れる。 

このように、組織として障害者雇用に対する意識が低く、緊張感に欠

ける状況の中で、国の行政機関の人事担当課における障害者雇用につい

ての対応は、組織全体に対するガバナンスが著しく欠如したものとなっ

ており、法定雇用率達成のために、新規に障害者を採用しようという積

極的な取組を行うことなく、毎年の通報作業のみが担当者任せで行われ

る状況となっていたものと推測される。そうした中で、法定雇用率を達

成しているとの通報をすることを引き継いできた担当者が、通報作業の

事務処理の中でこれを達成させようとするあまり、恣意的に解釈された
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計上基準により、例えば、既存の職員の中から、対象障害者として選定

するなどという、まことに不適切な実務慣行を継続させてきたといえる。

検証委員会としては、一連の調査及びヒアリングを通じ、不適切計上を

行った行政機関の多くがこのような不適切な実務慣行を放置し、継続さ

せてきたことが、今般の事案の基本的な構図ではないかとの心証を強く

形成するに至った。 
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第４ 総括 

障害者雇用施策の基本は、個人の尊厳の理念に立脚した障害者の社会的自

立、すなわち職業を通じての自立であるとされている。 

障害というハンディキャップを有する障害者について、その適性と能力に

応じた雇用を確保することが特に重要であり、法が障害者の雇用義務を設け

ているのは、採用自由の原則を超えても就職困難度の高い障害者に対して

は、そのような配慮が必要であるという問題意識によるものである。 

国の行政機関は、この法の理念を理解し、民間事業主に率先して、障害者

雇用に積極的に取り組むべきであることは当然の責務である。 

それにもかかわらず、多くの国の行政機関において、障害者雇用を促進す

る姿勢に欠け、相当数の対象障害者の不適切計上があったことは、極めてゆ

ゆしき事態である。 

第１から第３までを概括し、国の行政機関全体を通観して言うならば、厚

生労働省（職業安定局）側の国の行政機関の実態についての関心の低さ、制

度改正等を踏まえた障害者の範囲や確認方法等につき周知するに当たっての

不手際、それに加えて、各機関側の障害者雇用推進に係る意識の低さ、ルー

ルの理解の欠如、杜撰な対応とがあいまって、このような大規模な不適切計

上が長年にわたって継続するに至ったものと言わざるを得ない。 

検証委員会としては、国の行政機関において、今般の事態を深く反省し、

この検証結果を重く受け止め、本来の法の理念に立ち返って、今般判明した

不適切計上の再発防止を図ることはもとより、国の行政機関における障害者

雇用とその促進の意義の理解普及に向けた施策の推進、適切な障害者雇用に

向けての取組のための国の行政機関における障害者雇用の実態把握と指導、
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国の行政機関における障害者雇用促進に向けた環境の整備など各般の対策を

講じられることを望む次第である。 

                              

  以  上 



 

参考資料は省略 

（厚生労働省ウェブサイト「https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-

soumu_278574_00001.html」に掲載） 

参考資料 

 

参考資料１．各行政機関の調査結果  

 

 

参考資料２．個別事案調査 集計結果 

 

 

参考資料３．各府省庁人事担当課調査票 集計結果 

 

 

参考資料４．厚生労働省職業安定局から提出のあった主な資料 

⑴ 障害者である職員の任免に関する状況の通報について（平成 29年５月 25

日職雇障発 0525 第１号 厚生労働省職業安定局雇用開発部障害者雇用対策

課長通知） 

⑵ 障害者である職員の任免に関する状況の通報について（平成 30年５月 31

日職雇障発 0531 第１号 厚生労働省職業安定局雇用開発部障害者雇用対策

課長通知） 

⑶ 「障害者任免状況通報書」に関する説明会への参加並びに再点検及び報告

等の依頼について（平成 30 年６月 20 日職雇障発 0620 第１号 厚生労働省

職業安定局雇用開発部障害者雇用対策課長通知） 

⑷ 国の行政機関における平成 29年 6月１日現在の障害者の任免状況の再点

検結果について（平成 30年８月 28日） 

⑸ プライバシーに配慮した障害者の把握・確認ガイドラインの概要 

⑹ プライバシーに配慮した障害者の把握・確認ガイドライン 

⑺ 改正身体障害者雇用促進法の施行について（昭和 51年 10月１日職発第

447号 労働省職業安定局長通達） 

 

参考資料５．国の行政機関における障害者雇用に係る事案に関する検証委員会

の設置について 

 

 

参考資料６．国の行政機関における障害者雇用に係る事案に関する検証委員会

による調査について（平成 30年９月 13日内閣官房副長官補室・厚生労働省

大臣官房総務課事務連絡）※他の参考資料と重複している資料を除く  
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平成 30年８月 28日に公表した「国の行政機関における平成 29年６月１日現在の
障害者の任免状況の再点検結果について」及び同年９月７日に公表した「立法機
関及び司法機関における平成 29年６月１日現在の障害者の任免状況の再点検結果
について」の訂正について 
 

平成 30年 10月 22日 

 
厚生労働省  
内閣官房、内閣府、宮内庁、公正取引委員会、消費者庁、復興庁、 
法務省、公安調査庁、財務省、経済産業省、特許庁、 
運輸安全委員会、環境省、防衛省、防衛装備庁、 

国立国会図書館、高等裁判所、地方裁判所、家庭裁判所 
          
 

                                            

 平成 30年８月 28日に公表した「国の行政機関における平成 29 年６月１日現在の障害者の任

免状況の再点検結果について」（一部訂正：平成 30年９月 21日）及び同年９月７日に公表した

「立法機関及び司法機関における平成 29 年６月１日現在の障害者の任免状況の再点検結果につ

いて」について、下記のとおり訂正いたします。 

  

 

１．訂正の概要 

 

○ 16 の国の行政機関において訂正があり、訂正の結果、国の行政機関の合計は以下のとお

りとなりました。 

・ 法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員数は、285,754.5 人から 289,910.5 人に増加

（＋4,156.0人） 

・ 障害者数は、3,407.0人から 3,422.0人に増加（＋15.0人） 

・ 実雇用率は、1.19％から 1.18％に減少（▲0.01％） 

・ 不足数は、3,396.5人から 3,478.5人に増加（82.0人） 

 

〇 立法機関及び司法機関を含めた国の機関全体の合計は、以下のとおりです。 

・ 法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員数は、314,244.0人から 318,467.0 人に増加（＋4,223人） 

・ 障害者数は、3,696.0人から 3,711.0 人に増加（＋15.0人） 

・ 実雇用率は、1.18％から 1.17％に減少（▲0.01％） 

・ 不足数は、3,732.5人から 3,814.5人に増加（＋82.0人） 

 

 

２．訂正の理由 

   

〇 「常時勤務する職員」の対象範囲の取扱いに係る訂正 

 

・ 障害者雇用率制度の対象となる「常時勤務する職員」の対象範囲を「雇入れのときから

１年を超えて勤務する者（見込みを含みます。）」とする取扱いに係る訂正 12機関 

内閣官房、内閣府、公正取引委員会、復興庁、法務省、財務省、経済産業省、特許庁、運輸安全委員会、 

防衛省、国立国会図書館、家庭裁判所 

資料２ 
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〇 週所定労働時間に応じたカウントの取扱いに係る訂正 

 

  ・ 週所定労働時間 20 時間以上 30 時間未満である職員のカウント数（0.5 人）や週 20 時

間未満の職員をカウントしないとする取扱いに係る訂正 ８機関 

    内閣府、財務省、厚生労働省、経済産業省、特許庁、運輸安全委員会、環境省、防衛装備庁 

 

〇 出向中の職員等の取扱いに係る訂正 

 

  ・ 出向中の職員等について、その者が生計を維持するに必要な主たる給与を受ける機関の

職員として取り扱うことに係る訂正 ４機関 

    厚生労働省、高等裁判所、地方裁判所、家庭裁判所 

 

〇 休業中（育児休業含む）の職員の取扱いに係る訂正 

 

 ・ 休業中の職員も常時勤務する職員として取り扱うことに係る訂正 ５機関 

    消費者庁、法務省、公安調査庁、財務省、経済産業省  

 

〇 育児短時間勤務職員等の取扱いに係る訂正 

  

・ 育児短時間勤務職員及び育児時間職員の勤務時間数に応じたカウント（30時間以上の 1

人カウント、20 時間以上 30 時間未満の 0.5 人カウント）について、制度を利用する前の

勤務時間数に基づいて取り扱うことに係る訂正 ２機関 

    宮内庁、環境省 

 

 

３．訂正の経緯 

 

〇 厚生労働省では、障害者雇用率制度の対象となる職員の範囲の取扱いについて、各省庁人

事担当部局人事担当者宛「障害者任免状況通報書に係る留意事項について」（平成 28年 3月

31 日付け事務連絡）（「参考」参照）において明記するとともに、毎年の通報依頼において

も同留意事項を添付して示してきたところです。 

 

〇 平成 29 年６月１日現在の障害者の任免状況について、国の行政機関の再点検の結果を平

成 30年８月 28日に、また立法機関及び司法機関の再点検の結果を同年９月７日に公表した

ところですが、その後、一部の機関において同留意事項に基づかない取扱いがあったことが

確認されたことから、改めて全機関に対してこの留意事項を整理したチェックシートに基づ

く確認と、これに基づかない取扱いがあった場合の訂正を依頼し、その結果をこの度公表す

るものです。 

 

〇 なお、同留意事項においては、「常時勤務する職員」の対象範囲について、「雇入れのとき

から１年を超えて勤務する者（見込みを含む。）」と明記して示したにもかかわらず、各機関

に対して再点検を依頼する文書（平成 30年 6月 20日職雇障発 0620第１～８号）において

は「１年を超えて引き続き雇用されると見込まれる方」と記載するなど、厚生労働省が国の

機関に示した文書の記載が統一されておらず、このため、「常時勤務する職員」の対象範囲

の取り扱いについて、国の機関における差異を招いた面があったものと考えています。 
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H29.6.1現在の障害者任免状況通報に係る再点検結果（概要） 

※網掛け部分が訂正箇所 
※再点検前 ⇒ 再点検後  

○ 国の行政機関 実雇用率 2.49％⇒1.18％ 雇用障害者数 6,867.5人⇒3,422.0人 

（国の機関 実雇用率 2.50％⇒1.17％ 雇用障害者数 7,593.0人⇒3,711.0人） 

  実雇用率の増減（％） 障害者数の増減（人） 不足数の増減（人） 

国の機関合計 2.50 ⇒ 1.17 7,593.0 ⇒ 3,711.0 (-3,882.0) 2.0 ⇒ 3,814.5 

行政機関合計 2.49  ⇒ 1.18  6,867.5  ⇒ 3,422.0 (-3,445.5) 2.0  ⇒ 3,478.5 

内閣官房 2.38  ⇒ 0.39 25.5  ⇒ 5.5 (-20.0) 0.0  ⇒ 26.5 

内閣法制局 2.60  ⇒ 2.60  2.0  ⇒ 2.0  - 0.0  ⇒ 0.0  

内閣府 2.37  ⇒ 0.90  56.0  ⇒ 29.0  (-27.0) 0.0  ⇒ 45.0  

宮内庁 2.43  ⇒ 1.08  22.5  ⇒ 10.0  (-12.5) 0.0  ⇒ 11.0  

公正取引委員会 2.23  ⇒ 1.84 

  

18.0  ⇒ 17.0  (-1.0) 0.0  ⇒ 4.0  

警察庁 2.41  ⇒ 2.41  51.0  ⇒ 51.0  - 0.0  ⇒ 0.0  

金融庁 2.42  ⇒ 2.42  39.0  ⇒ 39.0 - 0.0  ⇒ 0.0  

消費者庁 2.54  ⇒ 0.12  10.0  ⇒ 0.5 (-9.5) 0.0  ⇒ 8.5  

個人情報保護委員会 0.00  ⇒ 0.00  0.0  ⇒ 0.0 - 2.0  ⇒ 2.0  

復興庁(注) - ⇒ 0.00  - ⇒ 0.0          - - ⇒ 5.0 

総務省 2.30  ⇒ 0.76 110.0  ⇒ 40.0 (-70.0) 0.0  ⇒ 80.0  

法務省 2.44  ⇒ 0.79 802.0  ⇒ 260.5 (-541.5) 0.0  ⇒ 499.5 

公安調査庁 2.36  ⇒ 0.38 37.0  ⇒ 6.0 (-31.0) 0.0  ⇒ 30.0  

外務省 2.47  ⇒ 0.39 150.0  ⇒ 24.5 (-125.5) 0.0  ⇒ 120.5  

財務省 2.36  ⇒ 0.77 264.5  ⇒ 94.5 (-170.0) 0.0  ⇒ 186.5 

国税庁 2.47  ⇒ 0.67 1,411.5  ⇒ 389.0  (-1,022.5) 0.0  ⇒ 946.0  

文部科学省 2.41  ⇒ 0.57 51.0  ⇒ 16.0  (-35.0) 0.0  ⇒ 48.0  

厚生労働省 2.76  ⇒ 2.76  1,442.0  ⇒ 1,438.5  (-3.5) 0.0  ⇒ 0.0  

農林水産省 2.39  ⇒ 1.22  364.0  ⇒ 195.5  (-168.5) 0.0  ⇒ 173.5  

林野庁 2.34  ⇒ 1.66  93.0  ⇒ 80.0  (-13.0) 0.0  ⇒ 30.0  

水産庁 2.31  ⇒ 0.95  14.0  ⇒ 6.0  (-8.0) 0.0  ⇒ 8.0  

経済産業省 2.36  ⇒ 0.80 153.5  ⇒ 52.0  (-101.5) 0.0  ⇒ 96.0 

特許庁 2.36  ⇒ 0.48 65.5  ⇒ 16.0  (-49.5) 0.0  ⇒ 61.0 

国土交通省 2.38  ⇒ 0.70  890.0  ⇒ 286.5  (-603.5) 0.0  ⇒ 659.5  

観光庁 1.73  ⇒ 0.00  2.0  ⇒ 0.0  (-2.0) 0.0  ⇒ 2.0  

気象庁 2.35  ⇒ 1.35  112.0  ⇒ 65.0  (-47.0) 0.0  ⇒ 45.0  

海上保安庁 2.41  ⇒ 3.01  4.0  ⇒ 5.0  (+1.0) 0.0  ⇒ 0.0  

運輸安全委員会 2.72  ⇒ 1.06 5.0  ⇒ 2.0  (-3.0) 0.0  ⇒ 2.0  

環境省 2.33  ⇒ 0.55 46.0  ⇒ 15.0  (-31.0) 0.0  ⇒ 48.0  

原子力規制委員会 2.38  ⇒ 2.38 27.0  ⇒ 27.0  - 0.0  ⇒ 0.0  

防衛省 2.60  ⇒ 0.97 516.0  ⇒ 216.0  (-300.0) 0.0  ⇒ 296.0  

防衛装備庁 2.63  ⇒ 0.54 36.0  ⇒ 8.0  (-28.0) 0.0  ⇒ 26.0  

人事院 2.40  ⇒ 0.75 15.0  ⇒ 5.0  (-10.0) 0.0  ⇒ 10.0  

会計検査院 2.54  ⇒ 1.57 32.5  ⇒ 20.0  (-12.5) 0.0  ⇒ 9.0  

立法機関合計 2.36  ⇒ 1.29 84.5 ⇒ 47.0 (-37.5) 0.0 ⇒ 35.0 

衆議院事務局 2.28 ⇒ 1.58 33.0 ⇒ 23.0 (-10.0) 0.0 ⇒ 10.0 

衆議院法制局 2.48 ⇒ 2.48 2.0 ⇒ 2.0 - 0.0 ⇒ 0.0 

参議院事務局 2.32 ⇒ 0.82 25.5 ⇒ 9.0 (-16.5) 0.0 ⇒ 16.0 

参議院法制局 3.08 ⇒ 1.45 2.0 ⇒ 1.0 (-1.0) 0.0 ⇒ 0.0 

国立国会図書館 2.48 ⇒ 1.28 22.0 ⇒ 12.0 (-10.0) 0.0 ⇒ 9.0 

司法機関合計 2.58 ⇒ 0.97 641.0 ⇒ 242.0 (-399.0) 0.0 ⇒ 301 

最高裁判所 2.29  ⇒ 0.50  23.0 ⇒ 5.0  (-18.0) 0.0 ⇒ 18.0 

高等裁判所 2.33  ⇒ 0.99 40.0 ⇒ 17.0  (-23.0) 

 

0.0 ⇒ 19.0 

地方裁判所 2.53  ⇒ 0.98 405.0 ⇒ 158.0  (-247.0) 0.0 ⇒ 195.0 

家庭裁判所 2.86  ⇒ 1.02 173.0 ⇒ 62.0 (-111.0) 0.0 ⇒ 69.0 
注 復興庁においては、今般の再点検結果により、障害者の雇用の促進等に関する法律第 38 条に基づく障害者の雇用義務があることが判明した。なお、法定雇用障害者数からの不足数が

5.0 人と判明したことから、平成 32 年度末の復興庁の廃止も見据えて、採用予定数について検討中である。
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障害者任免状況について 

○ 国の機関における再点検に基づき通報された数値は以下のとおりです。 

平成 29年６月１日時点 国の機関の状況（法定雇用率 2.3％）（再点検後の訂正後） 

※網掛け部分が訂正箇所 

 ① 法定雇用障害者数の 

算定の基礎となる職員数 

② 

障害者の数 

③ 

実雇用率 

④ 

不足数 
備考 

国の機関合計  318,467.0  3,711.0  1.17  3,814.5  

行政機関合計  289,910.5  

 

3,422.0 1.18  3,478.5  

内閣官房  1,404.0  5.5  0.39  26.5  

内閣法制局 77.0 2.0 2.60 0.0  

内閣府 3,232.0 29.0 0.90 45.0  

宮内庁  928.0 10.0 1.08 11.0  

公正取引委員会  924.0 17.0  1.84  4.0  

警察庁 2,115.0 51.0 2.41 0.0  

金融庁 1,613.0 39.0 2.42 0.0  

消費者庁  434.5 0.5 0.12 8.5  

個人情報保護委員会 106.5 0.0 0.00 2.0  

復興庁  218.5  0.0   0.00  5.0  

総務省 5,247.0 40.0 0.76 80.0 特例承認あり(注 4) 

法務省  33,052.5  260.5  0.79  499.5  

公安調査庁  1,589.0 6.0 0.38 30.0  

外務省 6,334.0 24.5 0.39 120.5  

財務省  12,245.0 94.5  0.77  186.5  

国税庁 58,076.5 389.0 0.67 946.0  

文部科学省 2,816.0 16.0 0.57 48.0 特例承認あり(注 4) 

厚生労働省  52,090.5 1,438.5 2.76 0.0  

農林水産省 16,081.5 195.5 1.22 173.5  

林野庁 4,821.5 80.0 1.66 30.0  

水産庁 632.0 6.0 0.95 8.0  

経済産業省  6,467.0 52.0  0.80  96.0 特例承認あり(注 4) 

特許庁  3,362.5 16.0  0.48  61.0  

国土交通省 41,172.0 286.5 0.70 659.5  

観光庁 121.5 0.0 0.00 2.0  

気象庁 4,820.0 65.0 1.35 45.0  

海上保安庁 166.0 5.0 3.01 0.0  

運輸安全委員会  189.0 2.0  1.06 2.0  

環境省  2,739.5 15.0  0.55 48.0  

原子力規制委員会 1,135.5 27.0 2.38 0.0  

防衛省  22,267.5 216.0 0.97 296.0  

防衛装備庁  1,488.5 8.0 0.54 26.0  

人事院 666.0 5.0 0.75 10.0  

会計検査院 1,277.5 20.0 1.57 9.0  

立法機関合計  3,634.5 47.0  1.29  35.0  

衆議院事務局 1,454.0 23.0 1.58 10.0  

衆議院法制局 80.5 2.0 2.48 0.0  

参議院事務局 1,097.0 9.0 0.82 16.0  

参議院法制局 69.0 1.0 1.45 0.0  

国立国会図書館  934.0 12.0  1.28  9.0  

司法機関合計  24,922.0 242.0 0.97  301.0  

最高裁判所 1,006.0 5.0 0.50 18.0  

高等裁判所  1,721.0 17.0 0.99 19.0  

地方裁判所  16,099.0 158.0 0.98 195.0  

家庭裁判所 6,096.0 62.0 1.02  69.0  
注 1 ①欄の「法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員数」とは、職員総数から除外職員数及び除外率相当職員数（旧除外職員が職員総数に占める割合を元に設定した除外率を乗

じて得た数）を除いた職員数である。 
注 2 ②欄の「障害者の数」とは、身体障害者数、知的障害者数及び精神障害者数の計であり、短時間勤務職員以外の重度身体障害者及び重度知的障害者については、法律上、１人

を２人に相当するものとしてダブルカウントを行い、重度以外の身体障害者及び知的障害者並びに精神障害者である短時間勤務職員については、法律上、１人を 0.5 人に相当
するものとして 0.5 カウントとしている。 

注 3 ④欄の「不足数」とは、①欄の職員数に法定雇用率を乗じて得た数（１未満の端数切り捨て）から②欄の障害者の数を減じて得た数であり、これが 0.0 となることをもって法
定雇用率達成となる。 
したがって、実雇用率が法定雇用率を下回っていても、不足数が 0.0 となることがあり、この場合、法定雇用率達成となる。 

注 4 注 4 の省庁は、特例承認を受けている。 
特例承認とは、省庁及び当該省庁におかれる外局の申請に基づき、厚生労働大臣の承認を受けた場合に、当該省庁におかれる外局に勤務する職員を当該省庁に勤務する職員

とみなすものである。 
 

特例承認一覧 

省庁 外局等 

総務省 消防庁   

文部科学省 文化庁 スポーツ庁  

経済産業省 中小企業庁 資源エネルギー庁   
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平成 29年６月１日時点 国の機関の状況（法定雇用率 2.3％）（再点検後（９月 21日一部訂正後）） 
 

 ① 法定雇用障害者数の 
算定の基礎となる職員数 

② 
障害者の数 

③ 
実雇用率 

④ 
不足数 

備考 

国の機関合計 314,244.0 3,696.0 1.18 3,732.5  

行政機関合計 285,754.5 3,407.0 1.19 3,396.5  

内閣官房 1,145.0 3.5 0.31 22.5  

内閣法制局 77.0 2.0 2.60 0.0  

内閣府 2,546.0 29.0 1.14 29.0  

宮内庁 925.5 10.0 1.08 11.0  

公正取引委員会 829.5 17.0 2.05 2.0  

警察庁 2,115.0 51.0 2.41 0.0  

金融庁 1,613.0 39.0 2.42 0.0  

消費者庁 433.5 0.5 0.12 8.5  

個人情報保護委員会 106.5 0.0 0.00 2.0  

復興庁 - - - - (注 4) 

総務省 5,247.0 40.0 0.76 80.0 特例承認あり(注 5) 

法務省 32,897.0 262.5 0.80 493.5  

公安調査庁 1,569.0 6.0 0.38 30.0  

外務省 6,334.0 24.5 0.39 120.5  

財務省 12,118.0 94.5 0.78 183.5  

国税庁 58,076.5 389.0 0.67 946.0  

文部科学省 2,816.0 16.0 0.57 48.0 特例承認あり(注 5) 

厚生労働省 52,079.0 1,438.5 2.76 0.0  

農林水産省 16,081.5 195.5 1.22 173.5  

林野庁 4,821.5 80.0 1.66 30.0  

水産庁 632.0 6.0 0.95 8.0  

経済産業省 6,421.0 52.0 0.81 95.0 特例承認あり(注 5) 

特許庁 3,207.0 16.0 0.50 57.0  

国土交通省 41,172.0 286.5 0.70 659.5  

観光庁 121.5 0.0 0.00 2.0  

気象庁 4,820.0 65.0 1.35 45.0  

海上保安庁 166.0 5.0 3.01 0.0  

運輸安全委員会 183.5 2.0 1.09 2.0  

環境省 2,775.0 15.0 0.54 48.0  

原子力規制委員会 1,135.5 27.0 2.38 0.0  

防衛省 19,867.0 201.0 1.01 255.0  

防衛装備庁 1,480.0 8.0 0.54 26.0  

人事院 666.0 5.0 0.75 10.0  

会計検査院 1,277.5 20.0 1.57 9.0  

立法機関合計 3,581.5 47.0 1.31 34.0  

衆議院事務局 1,454.0 23.0 1.58 10.0  

衆議院法制局 80.5 2.0 2.48 0.0  

参議院事務局 1,097.0 9.0 0.82 16.0  

参議院法制局 69.0 1.0 1.45 0.0  

国立国会図書館 881.0 12.0 1.36 8.0  

司法機関合計 24,908.0 242.0 0.97 302.0  

最高裁判所 1,006.0 5.0 0.50 18.0  

高等裁判所 1,720.0 17.0 0.99 19.0  

地方裁判所 16,086.0 158.0 0.98 195.0  

家庭裁判所 6,096.0 62.0 1.02 70.0  
注 1 ①欄の「法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員数」とは、職員総数から除外職員数及び除外率相当職員数（旧除外職員が職員総数に占める割合を元に設定した除外率を乗

じて得た数）を除いた職員数である。 
注 2 ②欄の「障害者の数」とは、身体障害者数、知的障害者数及び精神障害者数の計であり、短時間勤務職員以外の重度身体障害者及び重度知的障害者については、法律上、１人

を２人に相当するものとしてダブルカウントを行い、重度以外の身体障害者及び知的障害者並びに精神障害者である短時間勤務職員については、法律上、１人を 0.5 人に相当
するものとして 0.5 カウントとしている。 

注 3 ④欄の「不足数」とは、①欄の職員数に法定雇用率を乗じて得た数（１未満の端数切り捨て）から②欄の障害者の数を減じて得た数であり、これが 0.0 となることをもって法
定雇用率達成となる。 
したがって、実雇用率が法定雇用率を下回っていても、不足数が 0.0 となることがあり、この場合、法定雇用率達成となる。 

注 4 注 4 の機関においては、労働者数が 43.5 人未満であり、障害者の雇用の促進等に関する法律第 38 条に基づく障害者の雇用義務が発生していない。 
注 5 注 5 の省庁は、特例承認を受けている。 

特例承認とは、省庁及び当該省庁におかれる外局の申請に基づき、厚生労働大臣の承認を受けた場合に、当該省庁におかれる外局に勤務する職員を当該省庁に勤務する職員
とみなすものである。 
 

特例承認一覧 

省庁 外局等 

総務省 消防庁   

文部科学省 文化庁 スポーツ庁  

経済産業省 中小企業庁 資源エネルギー庁  
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平成 29年６月１日時点 国の機関の状況（法定雇用率 2.3％）（再点検前） 

 

 ① 法定雇用障害者数の 

算定の基礎となる職員数 

② 

障害者の数 

③ 

実雇用率 

④ 

不足数 
備考 

国の機関合計 303,844.5 7,593.0 2.50 2.0  

行政機関合計 275,449.0 6,867.5 2.49 2.0  

内閣官房 1,070.5 25.5 2.38 0.0  

内閣法制局 77.0 2.0 2.60 0.0  

内閣府 2,366.0 56.0 2.37 0.0  

宮内庁 925.5 22.5 2.43 0.0  

公正取引委員会 806.5 18.0 2.23 0.0  

警察庁 2,115.0 51.0 2.41 0.0  

金融庁 1,613.0 39.0 2.42 0.0  

消費者庁 394.0 10.0 2.54 0.0  

個人情報保護委員会 106.5 0.0 0.00 2.0  

復興庁 - - - - (注 4) 

総務省 4,789.0 110.0 2.30 0.0 特例承認あり(注 5) 

法務省 32,807.0 802.0 2.44 0.0  

公安調査庁 1,569.0 37.0 2.36 0.0  

外務省 6,065.0 150.0 2.47 0.0  

財務省 11,221.0 264.5 2.36 0.0  

国税庁 57,205.5 1,411.5 2.47 0.0  

文部科学省 2,116.0 51.0 2.41 0.0 特例承認あり(注 5) 

厚生労働省 52,163.5 1,442.0 2.76 0.0  

農林水産省 15,244.0 364.0 2.39 0.0  

林野庁 3,979.0 93.0 2.34 0.0  

水産庁 606.0 14.0 2.31 0.0  

経済産業省 6,504.5 153.5 2.36 0.0 特例承認あり(注 5) 

特許庁 2,781.0 65.5 2.36 0.0  

国土交通省 37,437.5 890.0 2.38 0.0  

観光庁 115.5 2.0 1.73 0.0  

気象庁 4,775.0 112.0 2.35 0.0  

海上保安庁 166.0 4.0 2.41 0.0  

運輸安全委員会 183.5 5.0 2.72 0.0  

環境省 1,974.0 46.0 2.33 0.0  

原子力規制委員会 1,135.5 27.0 2.38 0.0  

防衛省 19,867.0 516.0 2.60 0.0  

防衛装備庁 1,368.0 36.0 2.63 0.0  

人事院 625.0 15.0 2.40 0.0  

会計検査院 1,277.5 32.5 2.54 0.0  

立法機関合計 3,580.5 84.5 2.36 0.0  

衆議院事務局 1,450.0 33.0 2.28 0.0  

衆議院法制局 80.5 2.0 2.48 0.0  

参議院事務局 1,097.0 25.5 2.32 0.0  

参議院法制局 65.0 2.0 3.08 0.0  

国立国会図書館 888.0 22.0 2.48 0.0  

司法機関合計 24,815.0 641.0 2.58 0.0  

最高裁判所 1,006.0 23.0 2.29 0.0  

高等裁判所 1,719.0 40.0 2.33 0.0  

地方裁判所 16,036.5 405.0 2.53 0.0  

家庭裁判所 6,053.5 173.0 2.86 0.0  
注 1 ①欄の「法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員数」とは、職員総数から除外職員数及び除外率相当職員数（旧除外職員が職員総数に占める割合を元に設定した除外率を乗

じて得た数）を除いた職員数である。 
注 2 ②欄の「障害者の数」とは、身体障害者数、知的障害者数及び精神障害者数の計であり、短時間勤務職員以外の重度身体障害者及び重度知的障害者については、法律上、１人

を２人に相当するものとしてダブルカウントを行い、重度以外の身体障害者及び知的障害者並びに精神障害者である短時間勤務職員については、法律上、１人を 0.5 人に相当
するものとして 0.5 カウントとしている。 

注 3 ④欄の「不足数」とは、①欄の職員数に法定雇用率を乗じて得た数（１未満の端数切り捨て）から②欄の障害者の数を減じて得た数であり、これが 0.0 となることをもって法
定雇用率達成となる。 
したがって、実雇用率が法定雇用率を下回っていても、不足数が 0.0 となることがあり、この場合、法定雇用率達成となる。 

注 4 注 4 の機関においては、労働者数が 43.5 人未満であり、障害者の雇用の促進等に関する法律第 38 条に基づく障害者の雇用義務が発生していない。 
注 5 注 5 の省庁は、特例承認を受けている。 

特例承認とは、省庁及び当該省庁におかれる外局の申請に基づき、厚生労働大臣の承認を受けた場合に、当該省庁におかれる外局に勤務する職員を当該省庁に勤務する職員
とみなすものである。 
 

特例承認一覧 

省庁 外局等 

総務省 消防庁   

文部科学省 文化庁 スポーツ庁  

経済産業省 中小企業庁 資源エネルギー庁   
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事 務 連 絡 

平 成 2 8年 ３ 月 3 1日 

 

 

各省庁人事担当部局 

      人事担当者 殿 

 

                   厚生労働省職業安定局 

雇用開発部障害者雇用対策課 

障害者雇用専門官 

 

 

 

障害者任免状況通報書に係る留意事項について 
 

 

 障害者の採用等については、平素より格別の御配慮を賜っているところです。 

国及び地方公共団体は、障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和 35 年法律

第 123 号。以下「法」という。）第 40 条に基づき、毎年、障害者である職員の

任免に関する状況を厚生労働大臣に通報しなければならないこととされており

ます。 

今般、当該通報に関して留意事項を別紙のとおりお示ししますので、改めて

取扱いにご留意いただきますようお願いいたします。 

 また、公的機関が率先して障害者の雇用を推進すべきであることは、すでに

御理解いただいているところと承知しておりますが、各省庁におかれましても

さらに一人でも多くの障害者、特に知的障害者及び精神障害者の採用に努めて

いただくよう、引き続き特段の御配慮をお願いいたします。 

 

参考 
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（別紙） 

 

 

 

障害者任免状況通報書の提出にあたり、以下の取扱いにご留意ください。 

 

 

１ 障害者雇用率制度の対象となる職員の範囲 

 常時勤務する職員とは、法律上の任用形式を問わず、雇入れのときから１年

を超えて勤務する者（見込みを含みます。）をいいます。そのうち、１週間の

所定の勤務時間が 20 時間以上 30 時間未満である短時間勤務職員については、

１人をもって 0.5 人の職員とみなされます。なお、１週間の所定の勤務時間が

20 時間未満の方については、障害者雇用率制度上の常時勤務する職員の範囲に

は含まれません。 

 

２ 出向中の職員 

 出向中の職員、他省庁との併任者、国際機関等への派遣職員、海外留学中の

職員は、原則として、その者が生計を維持するに必要な主たる給与を受ける機

関の職員として取り扱います。なお、いずれの機関の職員として取り扱うかの

判断が困難な場合は、共済等の取扱いを行っている機関の職員として取り扱っ

て差し支えありません。 

 

３ 休業中の職員（育児休業含む） 

疾病その他の理由によって休職期間中の職員は、現実かつ具体的な労務の提

供がなく、そのため給与の支払いを受けていない場合もありますが、各機関と

の任用関係等は維持されているので、常時勤務する職員として取り扱います。

したがって、休職中の職員も、常時勤務する職員に含まれます（雇用義務の対

象となる障害者数の算定の基礎となる常時勤務する職員に算入され、また、例

えば業務上災害で加療休職中の職員が障害者に該当すれば、雇用障害者の数に

算入する）。 

 

４ 育児短時間勤務職員及び育児時間職員 

 育児短時間勤務職員及び育児時間職員は、制度を利用する前の元の勤務時間

数により、30 時間以上の職員に該当するか、20 時間以上 30 時間未満の短時間

勤務職員に該当するかを判断します。 

 

５ 65歳以上の職員 

65 歳以上の非常勤等の職員であっても、上記１に該当する場合は常時勤務す

る職員に含まれます。 
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都道府県の機関、市町村の機関、都道府県等の教育委員会及び

独立行政法人等における平成 29年６月１日現在の障害者の任免

状況等の再点検結果について 

 
平成３０年１０月２２日                                    

厚 生 労 働 省 
 

Ⅰ．概要 

（都道府県の機関、市町村の機関、都道府県等の教育委員会） 

○ 都道府県の機関、市町村の機関、都道府県等の教育委員会は、障害者の雇用の促進等に

関する法律（昭和 35年法律第 123号。以下「法」という。）第 40条に基づき、毎年、障害

者である職員の任免に関する状況を、障害者任免状況通報書により厚生労働大臣に対して

通報しなければならないこととされています。 

○ この通報に基づいて集計された、平成 29年 6月 1日現在の障害者である職員の任免に

関する状況については、民間企業における障害者の雇用の状況と併せ、「平成 29年 障

害者雇用状況の集計結果」として、平成 29年 12月 12日に公表していたところです。こ

の度、都道府県の機関、市町村の機関、都道府県等の教育委員会において、通報内容の

再点検を行い、各機関から改めて数値が通報されたことから、これを公表します。 

○ 再点検の結果、地方公共団体全体における障害者数は、49,689.0人から 3,809.5人減

少して 45,879.5人と、実雇用率は 2.40％から 2.16％と、不足数は 677.0人から 4,667.5

人となりました。その内訳は、次のとおりです。 

（１）都道府県の機関の障害者数は 8,633.0人から 681.5人減少して 7,951.5人と、実雇

用率は 2.65％から 2.36％と、不足数 5.0人から 647.5人となりました。 

（２）市町村の機関の障害者数は 26,412.0人から 769.0人減少して 25,643.0人と、実雇

用率は 2.44％から 2.29％と、不足数は 439.5人から 1,573.0人となりました。 

（３）都道府県等の教育委員会の障害者数は 14,644.0人から 2,359.0人減少して 12,285.0

人と、実雇用率は 2.22％から 1.85％と、不足数は 232.5人から 2,447.0人となりま

した。 

 

（独立行政法人等） 

○ 独立行政法人等は、法第 43 条に基づき、毎年、障害者である労働者の雇用に関する状

況を、障害者雇用状況報告書により厚生労働大臣に対して報告しなければならないことと

されています。 

○ この報告に基づいて集計された、平成 29年 6月 1日現在の障害者の雇用の状況につい

ても、「平成 29年 障害者雇用状況の集計結果」の中で、平成 29年 12月 12日に公表し

ていたところです。この度、独立行政法人等において、報告内容の再点検を行い、各法

人から改めて数値が報告されたことから、これを公表します。 

○ 再点検の結果、独立行政法人等の障害者数は 10,276.5人から 52.5人減少して

10,224.0人と、実雇用率は 2.40％から 2.38％と、不足数 297.0人から 335.5人となりま

した。 

資料３ 
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Ⅱ．総括表 

○ 全国の地方公共団体及び独立行政法人等における再点検に基づき通報された数値に基づく

集計結果は以下のとおりです。 

 

平成 29年６月１日時点 地方公共団体及び独立行政法人等の集計値（再点検後） 
 

１ 地方公共団体における在職状況 

(1)都道府県の機関(法定雇用率 2.3%)                     （ ）内は再点検前の数値 

 ①法定雇用障害者数の 

算定の基礎となる職員数 
②障害者の数 ③実雇用率 

④法定雇用率達成機関の数 

 / 機関数 

⑤達成 

  割合 

⑥不足数 

計 
336,880.0 人 

(   325,174.0 人) 

  7,951.5 人 

(  8,633.0 人) 

2.36% 

(2.65 %) 

   108 

(  152 

/ 

/ 

   158 

   156) 

 68.4% 

( 97.4%) 

647.5 人 

（5.0 人） 

都道府県 

知事部局 

    263,256.5人 

(   256,269.5 人) 

  6,358.5 人 

(  6,880.0 人) 

2.42 % 

(2.68%) 

    28 

(   47 

/ 

/ 

    47 

    47) 

 59.6% 

( 100.0%) 

422.0 人 

（0.0 人） 

その他の都

道府県機関 
    73,623.5 人 

(    68,904.5 人) 

  1,593.0 人 

(  1,753.0 人) 

2.16 % 

(2.54 %) 

   80 

(  105 

/ 

/ 

 111 

   109) 

 72.1% 

( 96.3%) 

225.5 人 

（5.0 人） 

 

(2)市町村の機関(法定雇用率 2.3%)                 （ ）内は再点検前の数値 

 ①法定雇用障害者数の 

算定の基礎となる職員数 
②障害者の数 ③実雇用率 

④法定雇用率達成機関の数 

 / 機関数 

⑤達成 

  割合 

⑥不足数 

市町村の 

機関(*1) 

1,120,195.5 人 

( 1,084,190.0 人) 

  25,643.0人 

( 26,412.0 人) 

2.29% 

(2.44 %) 

 1,797 

( 2,046 

/ 

/ 

2,365 

 2,319) 

76.0% 

( 88.2%) 

1,573.0人 

(439.5人) 

(*1)市町村の機関は下記（3）の市町村教育委員会以外の市町村教育委員会を含む。 

 

(3)都道府県等の教育委員会(法定雇用率 2.2%)                   （ ）内は再点検前の数値 

 ①法定雇用障害者数の 

算定の基礎となる職員数 
②障害者の数 ③実雇用率 

④法定雇用率達成機関の数 

 / 機関数 

⑤達成 

  割合 

⑥不足数 

計 
664,619.0 人 

(   659,739.0 人) 

 12,285.0 人 

( 14,644.0 人) 

1.85 % 

(2.22 %) 

   65 

(  103 

/ 

/ 

   114 

   122) 

57.0% 

( 84.4%) 

2,447.0人 

(232.5人) 

都道府県 
教育委員会 

   580,263.5 人 

(   572,787.5 人) 

10,592.0 人 

( 12,782.0 人) 

1.83 % 

(2.23 %) 

    15 

(   37 

/ 

/ 

    47 

    47) 

31.9% 

( 78.7%) 

2,263.0人 

(120.0人) 

市町村教育

委員会(*2) 

    84,355.5人 

(    86,951.5 人) 

   1,693.0人 

(  1,862.0 人) 

2.01% 

(2.14 %) 

    50 

(   66 

/ 

/ 

    67 

    75) 

74.6% 

( 88.0%) 

184.0 人 

(112.5人) 

(*2)市町村教育委員会のうち、中学校、高等学校及び中等学校に置かれる教諭、助教諭又は講師の任命権者であるもの。 

 

２ 独立行政法人等における雇用状況(法定雇用率 2.3%)         （ ）内は再点検前の数値 

 ①法定雇用障害者数の算

定の基礎となる労働者数 
②障害者の数 ③実雇用率 

④法定雇用率達成機関の数 

 / 機関数 

⑤達成 

  割合 

⑥不足数 

計 
   429,408.5 人 

(   427,826.5 人) 

 10,224.0 人 

( 10,276.5 人) 

 2.38 % 

(2.40 %) 

   258 

(  264 

/ 

/ 

   337 

   337) 

76.6% 

( 78.3%) 

335.5 人 

（297.0人） 

独立行政

法人等(*3) 

   355,263.0 人 

(   353,739.0 人) 

  8,625.0 人 

(  8,663.0 人) 

 2.43 % 

(2.45 %) 

   143 

(  147 

/ 

/ 

   180 

   180) 

79.4% 

( 81.7%) 

159.0 人 

(129.5人) 

地方独立行政 

 法人等(*3) 

   74,145.5 人 

(    74,087.5 人) 

  1,599.0 人 

(  1,613.5 人) 

 2.16 % 

(2.18 %) 

   115 

(  117 

/ 

/ 

   157 

   157) 

73.2% 

( 74.5%) 

176.5 人 

(167.5人) 

(*3)「独立行政法人等」は障害者の雇用の促進等に関する法律施行令別表第２の第１号から第８号までの法人を、「地方独立行政法人

等」は同令別表第２の第９号及び第 10号の法人を指す。 

 
注 1  各表②欄の「障害者の数」とは、身体障害者、知的障害者及び精神障害者の計であり、短時間労働者以外の重度身体障害者及び重度知的障害

者については法律上、１人を２人に相当するものとしてダブルカウントを行い、重度以外の身体障害者及び知的障害者並びに精神障害者である短時

間労働者については法律上、１人を 0.5人に相当するものとして 0.5 カウントとしている。 

注 2  各表④欄の「機関数」の再点検後における増減は、再点検の結果により障害者の雇用義務があることが判明したこと等（参考：６ページ、注１及び

注２）によるものである。 
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Ⅲ．H29.6.1現在の障害者任免状況通報に係る再点検結果（点検前後の概要） 

１ 都道府県知事部局［再点検前 ⇒ 再点検後］ 

  実雇用率 2.68％⇒2.42％  雇用障害者数 6,880.0人⇒6,358.5人 
 実雇用率の増減(％) 障害者数の増減（人） 不足数の増減（人） 

計 2.68  ⇒ 2.42  6,880.0  ⇒ 6,358.5 (-521.5) 0.0  ⇒ 422.0  

北海道 2.70  ⇒ 2.70  331.0  ⇒ 331.0   ―  0.0  ⇒ 0.0  

青森県 2.40  ⇒ 2.21  90.0  ⇒ 88.0  (-2.0 ) 0.0  ⇒ 3.0  

岩手県 2.48  ⇒ 2.48  107.0  ⇒ 107.0   ―  0.0  ⇒ 0.0  

宮城県 2.84  ⇒ 2.74  155.0  ⇒ 149.5  (-5.5)  0.0  ⇒ 0.0  

秋田県 2.55  ⇒ 2.34  91.0  ⇒ 83.5  (-7.5)  0.0  ⇒ 0.0  

山形県 2.51  ⇒ 1.17  143.0  ⇒ 67.0  (-76.0)  0.0  ⇒ 64.0  

福島県 2.49  ⇒ 1.76  144.0  ⇒ 105.0  (-39.0)  0.0  ⇒ 31.0  

茨城県 2.46  ⇒ 1.81  132.0  ⇒ 97.0  (-35.0)  0.0  ⇒ 26.0  

栃木県 2.55  ⇒ 2.55  121.0  ⇒ 122.0  (+1.0)  0.0  ⇒ 0.0  

群馬県 2.73  ⇒ 1.94  126.0  ⇒ 89.5  (-36.5)  0.0  ⇒ 16.5  

埼玉県 2.70  ⇒ 2.70  194.0  ⇒ 194.0   ―  0.0  ⇒ 0.0  

千葉県 2.54  ⇒ 2.37  199.0  ⇒ 186.0  (-13.0)  0.0  ⇒ 0.0  

東京都 2.73  ⇒ 2.73  712.0  ⇒ 712.0   ―  0.0  ⇒ 0.0  

神奈川県 3.22  ⇒ 3.06  239.5  ⇒ 227.5  (-12.0)  0.0  ⇒ 0.0  

新潟県 2.76  ⇒ 2.76  172.0  ⇒ 172.0   ―  0.0  ⇒ 0.0  

富山県 2.44  ⇒ 1.82  89.0  ⇒ 79.5  (-9.5)  0.0  ⇒ 20.5  

石川県 2.41  ⇒ 1.37  106.0  ⇒ 68.0  (-38.0)  0.0  ⇒ 46.0  

福井県 2.39  ⇒ 2.39  91.5  ⇒ 91.5   ―  0.0  ⇒ 0.0  

山梨県 2.39  ⇒ 1.89  82.0  ⇒ 65.0  (-17.0)  0.0  ⇒ 14.0  

長野県 2.63  ⇒ 2.19  133.0  ⇒ 128.5  (-4.5)  0.0  ⇒ 5.5  

岐阜県 2.50  ⇒ 2.50  125.5  ⇒ 125.5   ―  0.0  ⇒ 0.0  

静岡県 2.61  ⇒ 2.15  155.5  ⇒ 131.0  (-24.5)  0.0  ⇒ 8.0  

愛知県 2.68  ⇒ 2.68  244.5  ⇒ 244.5   ―  0.0  ⇒ 0.0  

三重県 2.65  ⇒ 2.65  138.5  ⇒ 138.5   ―  0.0  ⇒ 0.0  

滋賀県 2.54  ⇒ 2.45  92.0  ⇒ 89.0  (-3.0)  0.0  ⇒ 0.0  

京都府 2.71  ⇒ 2.71  106.0  ⇒ 106.0   ―  0.0  ⇒ 0.0  

大阪府 3.59  ⇒ 3.59  288.5  ⇒ 288.5   ―  0.0  ⇒ 0.0  

兵庫県 2.66  ⇒ 2.38  167.5  ⇒ 173.0  (+5.5)  0.0  ⇒ 0.0  

奈良県 2.67  ⇒ 2.54  93.0  ⇒ 89.5  (-3.5)  0.0  ⇒ 0.0  

和歌山県 2.30  ⇒ 1.91  93.0  ⇒ 77.0  (-16.0)  0.0  ⇒ 15.0  

鳥取県 3.17  ⇒ 3.17  102.0  ⇒ 102.0   ―  0.0  ⇒ 0.0  

島根県 2.41  ⇒ 1.45  94.0  ⇒ 56.5  (-37.5)  0.0  ⇒ 32.5  

岡山県 2.64  ⇒ 2.37  103.0  ⇒ 98.0  (-5.0)  0.0  ⇒ 0.0  

広島県 2.40  ⇒ 2.39  140.5  ⇒ 139.5  (-1.0)  0.0  ⇒ 0.0  

山口県 2.94  ⇒ 2.94  112.0  ⇒ 112.0   ―  0.0  ⇒ 0.0  

徳島県 2.67  ⇒ 2.67  77.0  ⇒ 77.0   ―  0.0  ⇒ 0.0  

香川県 2.48  ⇒ 2.22  95.0  ⇒ 104.0  (+9.0)  0.0  ⇒ 3.0  

愛媛県 2.40  ⇒ 1.04  99.0  ⇒ 45.0  (-54.0)  0.0  ⇒ 54.0  

高知県 2.89  ⇒ 2.04  103.5  ⇒ 73.0  (-30.5)  0.0  ⇒ 9.0  

福岡県 3.55  ⇒ 3.55  269.5  ⇒ 269.5   ―  0.0  ⇒ 0.0  

佐賀県 2.37  ⇒ 2.41  74.5  ⇒ 78.0  (+3.5)  0.0  ⇒ 0.0  

長崎県 2.49  ⇒ 1.84  99.0  ⇒ 76.5  (-22.5)  0.0  ⇒ 18.5  

熊本県 2.58  ⇒ 2.09  115.5  ⇒ 93.5  (-22.0)  0.0  ⇒ 8.5  

大分県 2.79  ⇒ 2.84  107.5  ⇒ 109.5  (+2.0)  0.0  ⇒ 0.0  

宮崎県 2.72  ⇒ 2.66  109.0  ⇒ 106.5  (-2.5)  0.0  ⇒ 0.0  

鹿児島県 2.33  ⇒ 1.79  108.5  ⇒ 90.5  (-18.0)  0.0  ⇒ 25.5  

沖縄県 2.68  ⇒ 1.88  108.5  ⇒ 101.5  (-7.0)  0.0  ⇒ 21.5  
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２ その他の都道府県機関［再点検前 ⇒ 再点検後］ 

 実雇用率 2.54％⇒2.16％  雇用障害者数 1,753.0人⇒1,593.0人 
 実雇用率の増減(％) 障害者数の増減（人） 不足数の増減（人） 

計 2.54  ⇒ 2.16  1,753.0  ⇒ 1,593.0  (-160.0) 5.0  ⇒ 225.5  

北海道企業局 2.17  ⇒ 2.17  2.0  ⇒ 2.0   ―  0.0  ⇒ 0.0  

北海道道立病院局(注1) ― ⇒ 1.04  ― ⇒ 5.0   ― ― ⇒ 6.0  

北海道議会事務局 2.82  ⇒ 2.82  2.0  ⇒ 2.0   ―  0.0  ⇒ 0.0  

北海道監査委員事務局 4.04  ⇒ 4.04  2.0  ⇒ 2.0   ―  0.0  ⇒ 0.0  

北海道警察本部 2.60  ⇒ 2.50  37.0  ⇒ 35.5  (-1.5) 0.0  ⇒ 0.0  

青森県病院局 2.55  ⇒ 2.55  18.0  ⇒ 18.0   ―  0.0  ⇒ 0.0  

青森県警察本部 3.02  ⇒ 1.29  11.0  ⇒ 5.0  (-6.0) 0.0  ⇒ 3.0  

岩手県企業局 3.66  ⇒ 3.66  3.0  ⇒ 3.0   ―  0.0  ⇒ 0.0  

岩手県医療局 2.34  ⇒ 2.34  73.0  ⇒ 73.0   ―  0.0  ⇒ 0.0  

岩手県警察本部 2.03  ⇒ 2.03  8.0  ⇒ 8.0   ―  1.0  ⇒ 1.0  

宮城県企業局 1.37  ⇒ 1.37  1.0  ⇒ 1.0   ―  0.0  ⇒ 0.0  

宮城県議会事務局 4.35  ⇒ 4.35  2.0  ⇒ 2.0   ―  0.0  ⇒ 0.0  

宮城県警察本部 2.60  ⇒ 2.75  16.0  ⇒ 17.5  (+1.5)  0.0  ⇒ 0.0  

秋田県警察本部 2.67  ⇒ 1.07  10.0  ⇒ 4.0  (-6.0)  0.0  ⇒ 4.0  

山形県警察本部 2.18  ⇒ 2.18  9.0  ⇒ 9.0   ―  0.0  ⇒ 0.0  

福島県病院局 3.16  ⇒ 3.16  6.0  ⇒ 6.0   ―  0.0  ⇒ 0.0  

福島県警察本部 2.32  ⇒ 2.32  14.0  ⇒ 14.0   ―  0.0  ⇒ 0.0  

茨城県企業局 2.55  ⇒ 2.55  5.0  ⇒ 5.0   ―  0.0  ⇒ 0.0  

茨城県病院局 2.32  ⇒ 1.33  14.0  ⇒ 8.0  (-6.0)  0.0  ⇒ 5.0  

茨城県警察本部 2.30  ⇒ 2.30  14.5  ⇒ 14.5   ―  0.0  ⇒ 0.0  

栃木県警察本部 2.85  ⇒ 2.85  14.5  ⇒ 14.5   ―  0.0  ⇒ 0.0  

群馬県企業局 2.26  ⇒ 0.81  7.0  ⇒ 2.5  (-4.5) 0.0  ⇒ 4.5  

群馬県病院局 2.31  ⇒ 2.31  12.5  ⇒ 12.5   ―  0.0  ⇒ 0.0  

群馬県警察本部 2.38  ⇒ 2.38  12.5  ⇒ 12.5   ―  0.0  ⇒ 0.0  

埼玉県企業局 2.40  ⇒ 2.40  10.0  ⇒ 10.0   ―  0.0  ⇒ 0.0  

埼玉県病院局 2.35  ⇒ 2.35  30.0  ⇒ 30.0   ―  0.0  ⇒ 0.0  

埼玉県下水道局 3.76  ⇒ 3.76  4.0  ⇒ 4.0   ―  0.0  ⇒ 0.0  

埼玉県議会事務局 3.01  ⇒ 3.01  2.0  ⇒ 2.0   ―  0.0  ⇒ 0.0  

埼玉県警察本部 2.41  ⇒ 2.30  33.5  ⇒ 32.0  (-1.5) 0.0  ⇒ 0.0  

千葉県企業土地管理局 2.73  ⇒ 2.73  4.0  ⇒ 4.0   ―  0.0  ⇒ 0.0  

千葉県病院局 2.27  ⇒ 2.11  28.0  ⇒ 26.0  (-2.0)  0.0  ⇒ 2.0  

千葉県水道局 2.83  ⇒ 2.44  29.0  ⇒ 25.0  (-4.0)  0.0  ⇒ 0.0  

北千葉広域水道企業団 3.33  ⇒ 3.33  3.0  ⇒ 3.0   ―  0.0  ⇒ 0.0  

君津広域水道企業団 1.49  ⇒ 1.43  1.0  ⇒ 1.0   ―  0.0  ⇒ 0.0  

千葉県警察本部 2.27  ⇒ 1.94  34.0  ⇒ 29.0  (-5.0)  0.0  ⇒ 5.0  

東京都議会議会局  3.16  ⇒ 3.16  5.0  ⇒ 5.0   ―  0.0  ⇒ 0.0  

東京都人事委員会 4.88  ⇒ 4.88  3.0  ⇒ 3.0   ―  0.0  ⇒ 0.0  

東京都監査事務局 2.25  ⇒ 2.25  2.0  ⇒ 2.0   ―  0.0  ⇒ 0.0  

東京都交通局 3.00  ⇒ 3.00  61.0  ⇒ 61.0   ―  0.0  ⇒ 0.0  

東京都水道局 2.72  ⇒ 2.65  78.0  ⇒ 76.0  (-2.0)  0.0  ⇒ 0.0  

東京都下水道局 2.48  ⇒ 2.48  35.5  ⇒ 35.5   ―  0.0  ⇒ 0.0  

警視庁 2.58  ⇒ 2.58  124.5  ⇒ 124.5   ―  0.0  ⇒ 0.0  

東京消防庁 3.74  ⇒ 3.74  36.5  ⇒ 36.5   ―  0.0  ⇒ 0.0  

神奈川県企業庁 2.69  ⇒ 2.69  26.0  ⇒ 26.0   ―  0.0  ⇒ 0.0  

神奈川県議会議会局 2.53  ⇒ 2.53  2.0  ⇒ 2.0   ―  0.0  ⇒ 0.0  

神奈川県警察本部 2.38  ⇒ 1.44  50.5  ⇒ 30.5  (-20.0)  0.0  ⇒ 17.5  

新潟県企業局 2.09  ⇒ 2.09  2.0  ⇒ 2.0   ―  0.0  ⇒ 0.0  

新潟県病院局 2.35  ⇒ 2.35  53.0  ⇒ 53.0   ―  0.0  ⇒ 0.0  
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新潟県警察本部 2.56  ⇒ 2.56  16.0  ⇒ 16.0   ―  0.0  ⇒ 0.0  

富山県警察本部 2.49  ⇒ 1.72  10.0  ⇒ 7.0  (-3.0)  0.0  ⇒ 2.0  

石川県警察本部 2.15  ⇒ 0.72  7.0  ⇒ 3.0  (-4.0)  0.0  ⇒ 6.0  

福井県警察本部 2.29  ⇒ 0.49  8.0  ⇒ 2.0  (-6.0)  0.0  ⇒ 7.0  

山梨県企業局 4.35  ⇒ 4.35  3.0  ⇒ 3.0   ―  0.0  ⇒ 0.0  

山梨県警察本部 2.72  ⇒ 2.72  10.0  ⇒ 10.0   ―  0.0  ⇒ 0.0  

長野県警察本部 2.80  ⇒ 2.10  12.0  ⇒ 13.5  (+1.5) 0.0  ⇒ 0.5  

岐阜県警察本部 2.94  ⇒ 2.70  15.5  ⇒ 16.0  (+0.5) 0.0  ⇒ 0.0  

静岡県がんセンター局 2.20  ⇒ 2.07  17.0  ⇒ 16.0  (-1.0)  0.0  ⇒ 1.0  

静岡県警察本部 2.44  ⇒ 1.18  19.0  ⇒ 11.0  (-8.0) 0.0  ⇒ 10.0  

愛知県企業庁 3.36  ⇒ 3.36  13.0  ⇒ 13.0   ―  0.0  ⇒ 0.0  

愛知県病院事業庁 2.39  ⇒ 2.39  24.5  ⇒ 24.5   ―  0.0  ⇒ 0.0  

名古屋港管理組合 2.45  ⇒ 2.45  8.0  ⇒ 8.0   ―  0.0  ⇒ 0.0  

愛知県議会事務局 1.52  ⇒ 1.52  1.0  ⇒ 1.0   ―  0.0  ⇒ 0.0  

愛知県警察本部 2.36  ⇒ 2.36  27.0  ⇒ 27.0   ―  0.0  ⇒ 0.0  

三重県企業庁 3.65  ⇒ 3.65  5.0  ⇒ 5.0   ―  0.0  ⇒ 0.0  

三重県病院事業庁 4.42  ⇒ 4.42  8.0  ⇒ 8.0   ―  0.0  ⇒ 0.0  

三重県警察本部 2.26  ⇒ 0.71  9.0  ⇒ 3.5  (-5.5) 0.0  ⇒ 7.5  

滋賀県警察本部 2.74  ⇒ 2.74  9.0  ⇒ 9.0   ―  0.0  ⇒ 0.0  

京都府環境部 2.94  ⇒ 2.94  2.0  ⇒ 2.0   ―  0.0  ⇒ 0.0  

京都府警察本部 2.97  ⇒ 2.97  20.5  ⇒ 20.5   ―  0.0  ⇒ 0.0  

大阪府議会事務局 0.00  ⇒ 0.00  0.0  ⇒ 0.0   ―  1.0  ⇒ 1.0  

大阪府警察本部 2.35  ⇒ 1.10  56.5  ⇒ 26.5  (-30.0) 0.0  ⇒ 28.5  

兵庫県企業庁 3.44  ⇒ 3.42  6.0  ⇒ 6.0   ―  0.0  ⇒ 0.0  

兵庫県病院局 2.31  ⇒ 1.70  57.0  ⇒ 64.5  (+7.5)  0.0  ⇒ 22.5  

兵庫県警察本部 2.68  ⇒ 2.67  26.0  ⇒ 26.0   ―  0.0  ⇒ 0.0  

奈良県警察本部 2.81  ⇒ 2.81  9.0  ⇒ 9.0   ―  0.0  ⇒ 0.0  

南和広域医療企業団 2.45  ⇒ 2.45  7.0  ⇒ 7.0   ―  0.0  ⇒ 0.0  

和歌山県警察本部 2.42  ⇒ 0.97  10.0  ⇒ 4.0  (-6.0)  0.0  ⇒ 5.0  

鳥取県病院局 2.39  ⇒ 2.39  15.0  ⇒ 15.0   ―  0.0  ⇒ 0.0  

鳥取県警察本部 2.60  ⇒ 2.60  8.0  ⇒ 8.0   ―  0.0  ⇒ 0.0  

島根県病院局 2.54  ⇒ 0.98  13.0  ⇒ 5.0  (-8.0) 0.0  ⇒ 6.0  

島根県警察本部 2.16  ⇒ 2.16  7.5  ⇒ 7.5   ―  0.0  ⇒ 0.0  

岡山県警察本部 2.49  ⇒ 2.33  15.5  ⇒ 15.5   ―  0.0  ⇒ 0.0  

広島県警察本部 2.37  ⇒ 2.37  15.0  ⇒ 15.0   ―  0.0  ⇒ 0.0  

山口県警察本部 2.70  ⇒ 2.70  14.0  ⇒ 14.0   ―  0.0  ⇒ 0.0  

徳島県企業局 1.71  ⇒ 1.71  2.0  ⇒ 2.0   ―  0.0  ⇒ 0.0  

徳島県病院局 2.41  ⇒ 2.41  10.0  ⇒ 10.0   ―  0.0  ⇒ 0.0  

徳島県警察本部 2.45  ⇒ 2.85  9.0  ⇒ 10.5  (+1.5)  0.0  ⇒ 0.0  

香川県警察本部 2.10  ⇒ 2.10  9.0  ⇒ 9.0   ―  0.0  ⇒ 0.0  

愛媛県公営企業管理局 2.51  ⇒ 1.02  24.0  ⇒ 15.0  (-9.0) 0.0  ⇒ 18.0  

愛媛県警察本部 2.05  ⇒ 2.05  9.0  ⇒ 9.0   ―  1.0  ⇒ 1.0  

高知県公営企業局 2.28  ⇒ 1.27  9.0  ⇒ 5.0  (-4.0) 0.0  ⇒ 4.0  

高知県警察本部 2.65  ⇒ 2.32  9.0  ⇒ 9.0   ―  0.0  ⇒ 0.0  

福岡県警察本部 2.57  ⇒ 2.57  27.5  ⇒ 27.5   ―  0.0  ⇒ 0.0  

佐賀県警察本部 2.30  ⇒ 2.30  7.5  ⇒ 7.5   ―  0.0  ⇒ 0.0  

長崎県交通局 1.27  ⇒ 1.27  3.0  ⇒ 3.0   ―  2.0  ⇒ 2.0  

長崎県病院企業団 2.53  ⇒ 2.53  33.0  ⇒ 33.0   ―  0.0  ⇒ 0.0  

長崎県警察本部 2.49  ⇒ 1.47  12.5  ⇒ 7.5  (-5.0)  0.0  ⇒ 3.5  

熊本県企業局(注 2) －  ⇒ 0.00  － ⇒ 0.0  ー － ⇒ 1.0  

熊本県警察本部 2.42  ⇒ 3.16  12.0  ⇒ 16.0  (+4.0)  0.0  ⇒ 0.0  

大分県企業局 1.61  ⇒ 1.61  1.0  ⇒ 1.0   ―  0.0  ⇒ 0.0  

大分県病院局 3.53  ⇒ 3.53  14.0  ⇒ 14.0   ―  0.0  ⇒ 0.0  

大分県警察本部 2.62  ⇒ 2.62  9.5  ⇒ 9.5   ―  0.0  ⇒ 0.0  
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宮崎県企業局 2.42  ⇒ 2.42  2.0  ⇒ 2.0   ―  0.0  ⇒ 0.0  

宮崎県病院局 2.26  ⇒ 1.45  14.0  ⇒ 9.0  (-5.0)  0.0  ⇒ 5.0  

宮崎県警察本部 2.37  ⇒ 2.37  9.0  ⇒ 9.0   ―  0.0  ⇒ 0.0  

鹿児島県県立病院局 2.52  ⇒ 0.97  10.0  ⇒ 5.0  (-5.0)  0.0  ⇒ 6.0  

鹿児島県警察本部 3.12  ⇒ 2.13  13.5  ⇒ 10.0  (-3.5)  0.0  ⇒ 0.0  

沖縄県企業局 3.76  ⇒ 3.76  9.0  ⇒ 9.0   ―  0.0  ⇒ 0.0  

沖縄県議会事務局 2.11  ⇒ 1.89  1.0  ⇒ 1.0   ―  0.0  ⇒ 0.0  

沖縄県病院事業局 3.10  ⇒ 0.55  29.0  ⇒ 12.0  (-17.0) 0.0  ⇒ 37.0  

沖縄県警察本部 2.99  ⇒ 1.44  9.0  ⇒ 6.0  (-3.0) 0.0  ⇒ 3.0  

注 1 平成 29 年 12 月 12 日に公表した時点においては、通報がなされていなかった。 

注 2 再点検の結果により、労働者数が 43.5 人以上であり、法第 38 条に基づく障害者の雇用義務があることが判明した。 
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３ 都道府県教育委員会［再点検前 ⇒ 再点検後］ 

 実雇用率 2.23％⇒1.83％  雇用障害者数 12,782.0人 ⇒ 10,592.0人 
 実雇用率の増減(％) 障害者数の増減（人） 不足数の増減（人） 

計 2.23  ⇒ 1.83  12,782.0  ⇒ 10,592.0  (-2,190.0) 120.0  ⇒ 2,263.0  

北海道 2.11  ⇒ 2.11  637.0  ⇒ 637.0   ―  27.0  ⇒ 27.0  

青森県 1.95  ⇒ 1.59  181.5  ⇒ 149.0  (-32.5) 23.5  ⇒ 57.0  

岩手県 2.35  ⇒ 2.29  194.5  ⇒ 189.5  (-5.0)  0.0  ⇒ 0.0  

宮城県 2.19  ⇒ 2.06  233.5  ⇒ 223.5  (-10.0) 0.5  ⇒ 14.5  

秋田県 2.24  ⇒ 1.86  174.0  ⇒ 132.5  (-41.5) 0.0  ⇒ 23.5  

山形県 2.31  ⇒ 2.32  165.5  ⇒ 166.5  (+1.0) 0.0  ⇒ 0.0  

福島県 2.12  ⇒ 1.60  245.0  ⇒ 184.5  (-60.5) 9.0  ⇒ 69.5  

茨城県 2.14  ⇒ 1.77  347.0  ⇒ 289.0  (-58.0) 10.0  ⇒ 70.0  

栃木県 2.36  ⇒ 1.84  266.5  ⇒ 208.0  (-58.5) 0.0  ⇒ 40.0  

群馬県 2.48  ⇒ 1.39  284.0  ⇒ 160.5  (-123.5) 0.0  ⇒ 93.5  

埼玉県 2.21  ⇒ 1.55  571.0  ⇒ 400.0  (-171.0) 0.0  ⇒ 168.0  

千葉県 2.22  ⇒ 1.69  503.5  ⇒ 386.0  (-117.5) 0.0  ⇒ 116.0  

東京都 2.21  ⇒ 2.21  960.5  ⇒ 960.5   ―  0.0  ⇒ 0.0  

神奈川県 2.28  ⇒ 1.66  518.0  ⇒ 376.5  (-141.5) 0.0  ⇒ 121.5  

新潟県 2.25  ⇒ 2.23  265.5  ⇒ 263.5  (-2.0) 0.0  ⇒ 0.0  

富山県 2.22  ⇒ 1.19  136.5  ⇒ 73.0  (-63.5) 0.0  ⇒ 61.0  

石川県 2.19  ⇒ 1.28  137.0  ⇒ 81.0  (-56.0) 0.0  ⇒ 58.0  

福井県 2.20  ⇒ 2.20  124.0  ⇒ 124.0   ―  0.0  ⇒ 0.0  

山梨県 2.20  ⇒ 1.62  133.5  ⇒ 98.5  (-35.0) 0.0  ⇒ 34.5  

長野県 2.06  ⇒ 1.85  243.5  ⇒ 250.0  (+6.5) 16.5  ⇒ 47.0  

岐阜県 2.25  ⇒ 1.67  252.0  ⇒ 187.0  (-65.0) 0.0  ⇒ 59.0  

静岡県 2.33  ⇒ 1.54  349.5  ⇒ 255.5  (-94.0) 0.0  ⇒ 108.5  

愛知県 2.28  ⇒ 1.07  698.5  ⇒ 306.0  (-392.5) 0.0  ⇒ 325.0  

三重県 2.41  ⇒ 1.98  260.5  ⇒ 214.5  (-46.0) 0.0  ⇒ 23.5  

滋賀県 2.27  ⇒ 1.85  185.5  ⇒ 151.5  (-34.0) 0.0  ⇒ 27.5  

京都府 2.12  ⇒ 2.12  183.5  ⇒ 183.5   ―  6.5  ⇒ 6.5  

大阪府 2.20  ⇒ 2.20  640.5  ⇒ 640.5   ―  0.0  ⇒ 0.0  

兵庫県 2.19  ⇒ 1.46  483.5  ⇒ 369.5  (-114.0) 2.5  ⇒ 185.5  

奈良県 2.23  ⇒ 1.58  151.0  ⇒ 107.0  (-44.0) 0.0  ⇒ 41.0  

和歌山県 1.95  ⇒ 1.94  122.0  ⇒ 121.0  (-1.0) 15.0  ⇒ 16.0  

鳥取県 2.60  ⇒ 2.60  111.0  ⇒ 111.0   ―  0.0  ⇒ 0.0  

島根県 2.36  ⇒ 2.28  136.0  ⇒ 131.5  (-4.5) 0.0  ⇒ 0.0  

岡山県 2.31  ⇒ 2.22  239.0  ⇒ 230.0  (-9.0) 0.0  ⇒ 0.0  

広島県 2.11  ⇒ 1.12  227.5  ⇒ 128.0  (-99.5) 9.5  ⇒ 122.0  

山口県 2.21  ⇒ 2.21  181.0  ⇒ 181.0   ―  0.0  ⇒ 0.0  

徳島県 2.34  ⇒ 2.08  117.0  ⇒ 104.0  (-13.0) 0.0  ⇒ 6.0  

香川県 2.19  ⇒ 1.90  142.0  ⇒ 124.0  (-18.0) 0.0  ⇒ 19.0  

愛媛県 2.31  ⇒ 1.39  197.0  ⇒ 123.0  (-74.0) 0.0  ⇒ 71.0  

高知県 2.21  ⇒ 2.27  130.0  ⇒ 134.0  (+4.0) 0.0  ⇒ 0.0  

福岡県 2.32  ⇒ 2.32  329.0  ⇒ 329.0   ―  0.0  ⇒ 0.0  

佐賀県 2.22  ⇒ 2.22  142.0  ⇒ 142.0   ―  0.0  ⇒ 0.0  

長崎県 2.20  ⇒ 1.42  189.0  ⇒ 134.0  (-55.0) 0.0  ⇒ 73.0  

熊本県 2.20  ⇒ 1.78  176.5  ⇒ 145.0  (-31.5) 0.0  ⇒ 34.0  

大分県 2.20  ⇒ 1.39  163.5  ⇒ 103.5  (-60.0) 0.0  ⇒ 59.5  

宮崎県 2.55  ⇒ 2.53  170.0  ⇒ 169.0  (-1.0) 0.0  ⇒ 0.0  

鹿児島県 2.28  ⇒ 2.28  262.0  ⇒ 264.0  (+2.0)  0.0  ⇒ 0.0  

沖縄県 2.26  ⇒ 1.40  221.5  ⇒ 150.0  (-71.5)  0.0  ⇒ 85.0  
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４ 独立行政法人等［再点検前 ⇒ 再点検後］ 

     実雇用率 2.45％⇒2.43％  雇用障害者数 8,663.0人⇒ 8,625.0人 
 実雇用率の増減(％) 障害者数の増減（人） 不足数の増減（人） 

計 2.45  ⇒ 2.43  8,663.0  ⇒ 8,625.0  (-38.0) 129.5  ⇒ 159.0  

医薬基盤・健康・栄養研究所 1.80  ⇒ 1.80  6.0  ⇒ 6.0   ―  1.0  ⇒ 1.0  

宇宙航空研究開発機構 2.42  ⇒ 2.27  47.0  ⇒ 44.0  （-3.0） 0.0  ⇒ 0.0  

海上・港湾・航空技術研究所 1.96  ⇒ 1.96  9.0  ⇒ 9.0   ―  1.0  ⇒ 1.0  

海洋研究開発機構 2.72  ⇒ 2.72  27.5  ⇒ 27.5   ―  0.0  ⇒ 0.0  

科学技術振興機構 1.36  ⇒ 1.61  16.0  ⇒ 21.0  (+5.0)  10.0  ⇒ 8.0  

建築研究所 3.04  ⇒ 3.04  4.0  ⇒ 4.0   ―  0.0  ⇒ 0.0  

国際農林水産業研究センター 2.55  ⇒ 2.55  7.0  ⇒ 7.0   ―  0.0  ⇒ 0.0  

国立環境研究所 2.80  ⇒ 2.80  20.0  ⇒ 20.0   ―  0.0  ⇒ 0.0  

国立がん研究センター 2.42  ⇒ 2.42  53.0  ⇒ 53.0   ―  0.0  ⇒ 0.0  

国立国際医療研究センター 1.98  ⇒ 1.98  38.0  ⇒ 38.0   ―  6.0  ⇒ 6.0  

国立循環器病研究センター 2.45  ⇒ 2.45  29.0  ⇒ 29.0   ―  0.0  ⇒ 0.0  

国立成育医療研究センター 2.48  ⇒ 2.48  26.5  ⇒ 26.5   ―  0.0  ⇒ 0.0  

国立精神・神経医療研究センター 2.56  ⇒ 2.22  22.0  ⇒ 19.0  (-3.0) 0.0  ⇒ 0.0  

国立長寿医療研究センター 2.61  ⇒ 2.61  15.0  ⇒ 15.0   ―  0.0  ⇒ 0.0  

産業技術総合研究所 2.35  ⇒ 2.31  116.0  ⇒ 114.0  (-2.0) 0.0  ⇒ 0.0  

情報通信研究機構 2.58  ⇒ 2.58  24.0  ⇒ 24.0   ―  0.0  ⇒ 0.0  

新エネルギー・産業技術総合開発

機構 
2.71  ⇒ 2.71  16.0  ⇒ 16.0   ―  0.0  ⇒ 0.0  

森林研究・整備機構 2.74  ⇒ 2.74  33.5  ⇒ 33.5   ―  0.0  ⇒ 0.0  

水産研究・教育機構 1.70  ⇒ 1.70  23.5  ⇒ 23.5   ―  7.5  ⇒ 7.5  

土木研究所 3.13  ⇒ 3.13  18.0  ⇒ 18.0   ―  0.0  ⇒ 0.0  

日本医療研究開発機構 2.83  ⇒ 2.83  13.0  ⇒ 13.0   ―  0.0  ⇒ 0.0  

日本原子力研究開発機構 2.28  ⇒ 2.19  80.0  ⇒ 77.0  (-3.0) 0.0  ⇒ 3.0  

農業・食品産業技術総合研究機構 2.37  ⇒ 2.37  114.0  ⇒ 114.0   ―  0.0  ⇒ 0.0  

物質・材料研究機構 2.30  ⇒ 2.30  27.0  ⇒ 27.0   ―  0.0  ⇒ 0.0  

防災科学技術研究所 2.72  ⇒ 2.72  8.5  ⇒ 8.5   ―  0.0  ⇒ 0.0  

理化学研究所 2.30  ⇒ 2.30  94.0  ⇒ 94.0   ―  0.0  ⇒ 0.0  

量子科学技術研究開発機構 2.00  ⇒ 2.00  26.5  ⇒ 26.5   ―  3.5  ⇒ 3.5  

奄美群島振興開発基金   （注）          

医薬品医療機器総合機構 2.48  ⇒ 2.48  32.0  ⇒ 32.0   ―  0.0  ⇒ 0.0  

海技教育機構 2.59  ⇒ 2.65  9.0  ⇒ 9.0   ―  0.0  ⇒ 0.0  

家畜改良センター 2.98  ⇒ 2.98  26.0  ⇒ 26.0   ―  0.0  ⇒ 0.0  

環境再生保全機構 3.00  ⇒ 3.03  5.0  ⇒ 5.0   ―  0.0  ⇒ 0.0  

教職員支援機構 5.04  ⇒ 5.04  3.0  ⇒ 3.0   ―  0.0  ⇒ 0.0  

勤労者退職金共済機構 2.65  ⇒ 2.65  9.0  ⇒ 9.0   ―  0.0  ⇒ 0.0  

空港周辺整備機構  （注）         

経済産業研究所 5.33  ⇒ 5.33  4.0  ⇒ 4.0   ―  0.0  ⇒ 0.0  

工業所有権情報・研修館 1.88  ⇒ 1.88  3.0  ⇒ 3.0   ―  0.0  ⇒ 0.0  

航空大学校 1.75  ⇒ 1.75  2.0  ⇒ 2.0   ―  0.0  ⇒ 0.0  

高齢・障害・求職者雇用支援機構 3.85  ⇒ 3.85  227.0  ⇒ 227.0   ―  0.0  ⇒ 0.0  

国際観光振興機構 1.73  ⇒ 1.73  3.0  ⇒ 3.0   ―  0.0  ⇒ 0.0  

国際協力機構 2.28  ⇒ 1.64  43.0  ⇒ 46.0  (+3.0) 0.0  ⇒ 18.0  

国際交流基金 2.77  ⇒ 2.77  17.0  ⇒ 17.0   ―  0.0  ⇒ 0.0  

国民生活センター 3.01  ⇒ 3.01  5.5  ⇒ 5.5   ―  0.0  ⇒ 0.0  

国立印刷局 2.70  ⇒ 2.70  115.0  ⇒ 115.0   ―  0.0  ⇒ 0.0  

国立科学博物館 2.65  ⇒ 2.65  6.0  ⇒ 6.0   ―  0.0  ⇒ 0.0  

国立高等専門学校機構 2.66  ⇒ 2.66  133.0  ⇒ 133.0   ―  0.0  ⇒ 0.0  

国立公文書館 2.19  ⇒ 2.19  3.5  ⇒ 3.5   ―  0.0  ⇒ 0.0  
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国立重度知的障害者総合施設の

ぞみの園 
2.89  ⇒ 2.89  9.0  ⇒ 9.0   ―  0.0  ⇒ 0.0  

国立女性教育会館   （注）         

国立青少年教育振興機構 2.57  ⇒ 2.57  17.5  ⇒ 17.5   ―  0.0  ⇒ 0.0  

国立特別支援教育総合研究所 1.14  ⇒ 1.14  1.0  ⇒ 1.0   ―  1.0  ⇒ 1.0  

国立美術館 2.45  ⇒ 2.45  6.0  ⇒ 6.0   ―  0.0  ⇒ 0.0  

国立病院機構 2.33  ⇒ 2.32  1,236.0  ⇒ 1,228.0  (-8.0) 0.0  ⇒ 0.0  

国立文化財機構 2.81  ⇒ 2.81  19.0  ⇒ 19.0   ―  0.0  ⇒ 0.0  

自動車技術総合機構 2.34  ⇒ 2.34  28.0  ⇒ 28.0   ―  0.0  ⇒ 0.0  

自動車事故対策機構 2.81  ⇒ 2.81  12.5  ⇒ 12.5   ―  0.0  ⇒ 0.0  

住宅金融支援機構 2.12  ⇒ 2.12  21.0  ⇒ 21.0   ―  1.0  ⇒ 1.0  

酒類総合研究所 1.28  ⇒ 1.28  1.0  ⇒ 1.0   ―  0.0  ⇒ 0.0  

情報処理推進機構 2.04  ⇒ 2.04  4.0  ⇒ 4.0   ―  0.0  ⇒ 0.0  

製品評価技術基盤機構 2.18  ⇒ 2.18  11.0  ⇒ 11.0   ―  0.0  ⇒ 0.0  

石油天然ガス・金属鉱物資源機構 2.41  ⇒ 2.41  14.0  ⇒ 14.0   ―  0.0  ⇒ 0.0  

造幣局 2.97  ⇒ 2.75  27.0  ⇒ 25.0  (-2.0) 0.0  ⇒ 0.0  

大学改革支援・学位授与機構 2.29  ⇒ 2.29  4.0  ⇒ 4.0   ―  0.0  ⇒ 0.0  

大学入試センター 1.61  ⇒ 1.61  2.0  ⇒ 2.0   ―  0.0  ⇒ 0.0  

地域医療機能推進機構 2.61  ⇒ 2.61  502.0  ⇒ 501.0  (-1.0) 0.0  ⇒ 0.0  

中小企業基盤整備機構 2.57  ⇒ 2.57  24.5  ⇒ 24.5   ―  0.0  ⇒ 0.0  

駐留軍等労働者労務管理機構 2.62  ⇒ 2.62  8.0  ⇒ 8.0   ―  0.0  ⇒ 0.0  

鉄道建設・運輸施設整備支援機構 2.29  ⇒ 2.29  40.5  ⇒ 40.5   ―  0.0  ⇒ 0.0  

統計センター 2.09  ⇒ 2.09  16.0  ⇒ 16.0   ―  1.0  ⇒ 1.0  

都市再生機構 2.62  ⇒ 2.62  93.0  ⇒ 93.0   ―  0.0  ⇒ 0.0  

日本学術振興会 1.90  ⇒ 1.90  4.0  ⇒ 4.0   ―  0.0  ⇒ 0.0  

日本学生支援機構 2.33  ⇒ 2.18  16.0  ⇒ 15.0  (-1.0) 0.0  ⇒ 0.0  

日本芸術文化振興会 2.03  ⇒ 2.03  7.0  ⇒ 7.0   ―  0.0  ⇒ 0.0  

日本高速道路保有・債務返済機構   （注）          

日本スポーツ振興センター 2.25  ⇒ 2.25  17.0  ⇒ 17.0   ―  0.0  ⇒ 0.0  

日本貿易振興機構 1.88  ⇒ 1.88  24.5  ⇒ 24.5   ―  4.5  ⇒ 4.5  

農業者年金基金 1.20  ⇒ 1.20  1.0  ⇒ 1.0   ―  0.0  ⇒ 0.0  

農畜産業振興機構 1.95  ⇒ 1.95  5.0  ⇒ 5.0   ―  0.0  ⇒ 0.0  

農林漁業信用基金 1.85  ⇒ 1.85  2.0  ⇒ 2.0   ―  0.0  ⇒ 0.0  

農林水産消費安全技術センター 2.41  ⇒ 2.41  15.5  ⇒ 15.5   ―  0.0  ⇒ 0.0  

福祉医療機構 1.75  ⇒ 1.75  5.0  ⇒ 5.0   ―  1.0  ⇒ 1.0  

北方領土問題対策協会   （注）          

水資源機構 2.55  ⇒ 2.36  36.5  ⇒ 36.5   ―  0.0  ⇒ 0.0  

郵便貯金・簡易生命保険管理機構   （注）           

労働者健康安全機構 2.86  ⇒ 2.86  418.0  ⇒ 418.0   ―  0.0  ⇒ 0.0  

労働政策研究・研修機構 4.84  ⇒ 4.84  6.0  ⇒ 6.0   ―  0.0  ⇒ 0.0  

年金積立金管理運用 1.90  ⇒ 1.90  2.0  ⇒ 2.0   ―  0.0  ⇒ 0.0  

北海道大学 2.06  ⇒ 2.06  104.0  ⇒ 104.0   ―  11.0  ⇒ 11.0  

北海道教育大学 2.30  ⇒ 2.30  15.0  ⇒ 15.0   ―  0.0  ⇒ 0.0  

室蘭工業大学 1.62  ⇒ 1.62  4.0  ⇒ 4.0   ―  1.0  ⇒ 1.0  

小樽商科大学 1.88  ⇒ 1.88  3.0  ⇒ 3.0   ―  0.0  ⇒ 0.0  

帯広畜産大学 2.45  ⇒ 2.45  6.0  ⇒ 6.0   ―  0.0  ⇒ 0.0  

旭川医科大学 2.25  ⇒ 2.25  30.0  ⇒ 30.0   ―  0.0  ⇒ 0.0  

北見工業大学 2.47  ⇒ 2.47  5.0  ⇒ 5.0   ―  0.0  ⇒ 0.0  

弘前大学 2.16  ⇒ 2.16  39.5  ⇒ 39.5   ―  1.5  ⇒ 1.5  

岩手大学 2.58  ⇒ 2.58  17.0  ⇒ 17.0  
 ―  

 
0.0  ⇒ 0.0  

東北大学 2.55  ⇒ 2.49  155.0  ⇒ 153.0 (-2.0) 0.0  ⇒ 0.0  

宮城教育大学 3.59  ⇒ 3.59  9.0  ⇒ 9.0   ―  0.0  ⇒ 0.0  

秋田大学 2.31  ⇒ 2.25  38.0  ⇒ 38.0   ―  0.0  ⇒ 0.0  

山形大学 2.38  ⇒ 2.38  45.5  ⇒ 45.5   ―  0.0  ⇒ 0.0  
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福島大学 2.72  ⇒ 2.72  12.0  ⇒ 12.0   ―  0.0  ⇒ 0.0  

茨城大学 2.36  ⇒ 2.22  16.5  ⇒ 15.5  (-1.0)  0.0  ⇒ 0.5  

筑波大学 2.40  ⇒ 2.35  93.5  ⇒ 91.5  (-2.0)  0.0  ⇒ 0.0  

筑波技術大学 18.73 ⇒ 18.73 28.0  ⇒ 28.0   ―  0.0  ⇒ 0.0  

宇都宮大学 2.25  ⇒ 2.25  13.0  ⇒ 13.0   ―  0.0  ⇒ 0.0  

群馬大学 2.10  ⇒ 1.83  46.0  ⇒ 40.0  (-6.0)  4.0  ⇒ 10.0  

埼玉大学 2.25  ⇒ 2.25  14.0  ⇒ 14.0   ―  0.0  ⇒ 0.0  

千葉大学 2.21  ⇒ 2.17  67.5  ⇒ 67.5   ―  2.5  ⇒ 3.5  

東京大学 2.37  ⇒ 2.37  224.0  ⇒ 224.0   ―  0.0  ⇒ 0.0  

東京医科歯科大学 2.30  ⇒ 2.30  51.0  ⇒ 51.0   ―  0.0  ⇒ 0.0  

東京外国語大学 3.15  ⇒ 3.15  10.0  ⇒ 10.0   ―  0.0  ⇒ 0.0  

東京学芸大学 2.32  ⇒ 2.32  18.0  ⇒ 18.0   ―  0.0  ⇒ 0.0  

東京農工大学 2.30  ⇒ 2.30  14.0  ⇒ 14.0   ―  0.0  ⇒ 0.0  

東京芸術大学 2.82  ⇒ 2.82  13.0  ⇒ 13.0   ―  0.0  ⇒ 0.0  

東京工業大学 2.17  ⇒ 1.84  42.5  ⇒ 36.0  (-6.5)  1.5  ⇒ 8.0  

東京海洋大学 1.64  ⇒ 1.64  6.0  ⇒ 6.0   ―  2.0  ⇒ 2.0  

お茶の水女子大学 3.35  ⇒ 3.35  13.0  ⇒ 13.0   ―  0.0  ⇒ 0.0  

電気通信大学 2.83  ⇒ 2.83  13.0  ⇒ 13.0   ―  0.0  ⇒ 0.0  

一橋大学 2.42  ⇒ 2.42  14.0  ⇒ 14.0   ―  0.0  ⇒ 0.0  

横浜国立大学 2.82  ⇒ 2.82  25.0  ⇒ 25.0   ―  0.0  ⇒ 0.0  

新潟大学 2.09  ⇒ 2.02  60.0  ⇒ 58.0  (-2.0) 5.0  ⇒ 7.0  

長岡技術科学大学 2.45  ⇒ 2.45  8.0  ⇒ 8.0   ―  0.0  ⇒ 0.0  

上越教育大学 1.66  ⇒ 1.64  4.0  ⇒ 4.0   ―  1.0  ⇒ 1.0  

富山大学 2.21  ⇒ 2.21  45.0  ⇒ 45.0   ―  1.0  ⇒ 1.0  

金沢大学 2.51  ⇒ 2.41  65.0  ⇒ 64.0  (-1.0) 0.0  ⇒ 0.0  

福井大学 2.25  ⇒ 2.25  41.0  ⇒ 41.0   ―  0.0  ⇒ 0.0  

山梨大学 2.50  ⇒ 2.50  41.0  ⇒ 41.0   ―  0.0  ⇒ 0.0  

信州大学 2.83  ⇒ 2.67  69.0  ⇒ 65.0  (-4.0)  0.0  ⇒ 0.0  

岐阜大学 2.28  ⇒ 2.28  45.0  ⇒ 45.0   ―  0.0  ⇒ 0.0  

静岡大学 2.30  ⇒ 2.30  23.5  ⇒ 23.5   ―  0.0  ⇒ 0.0  

浜松医科大学 2.27  ⇒ 2.27  30.0  ⇒ 30.0   ―  0.0  ⇒ 0.0  

名古屋大学 2.32  ⇒ 2.32  113.0  ⇒ 113.0   ―  0.0  ⇒ 0.0  

愛知教育大学 2.33  ⇒ 2.33  11.0  ⇒ 11.0   ―  0.0  ⇒ 0.0  

名古屋工業大学 2.47  ⇒ 2.47  12.5  ⇒ 12.5   ―  0.0  ⇒ 0.0  

豊橋技術科学大学 2.32  ⇒ 2.32  8.0  ⇒ 8.0   ―  0.0  ⇒ 0.0  

三重大学 2.27  ⇒ 2.27  49.0  ⇒ 49.0   ―  0.0  ⇒ 0.0  

滋賀大学 2.40  ⇒ 2.40  8.0  ⇒ 8.0   ―  0.0  ⇒ 0.0  

滋賀医科大学 2.01  ⇒ 2.01  28.0  ⇒ 28.0   ―  3.0  ⇒ 3.0  

京都大学 2.20  ⇒ 2.20  148.5  ⇒ 148.5   ―  6.5  ⇒ 6.5  

京都教育大学 2.17  ⇒ 2.17  7.0  ⇒ 7.0   ―  0.0  ⇒ 0.0  

京都工芸繊維大学 2.65  ⇒ 2.65  11.0  ⇒ 11.0   ―  0.0  ⇒ 0.0  

大阪大学 2.37  ⇒ 2.39  144.0  ⇒ 145.0  (+1.0)  0.0  ⇒ 0.0  

大阪教育大学 2.98  ⇒ 2.98  17.0  ⇒ 17.0   ―  0.0  ⇒ 0.0  

兵庫教育大学 2.32  ⇒ 2.32  6.0  ⇒ 6.0   ―  0.0  ⇒ 0.0  

神戸大学 2.45  ⇒ 2.45  87.5  ⇒ 87.5   ―  0.0  ⇒ 0.0  

奈良教育大学 2.81  ⇒ 2.81  6.0  ⇒ 6.0   ―  0.0  ⇒ 0.0  

奈良女子大学 2.39  ⇒ 2.39  8.0  ⇒ 8.0   ―  0.0  ⇒ 0.0  

和歌山大学 3.39  ⇒ 3.39  14.0  ⇒ 14.0   ―  0.0  ⇒ 0.0  

鳥取大学 2.44  ⇒ 2.29  50.0  ⇒ 47.0  (-3.0)  0.0  ⇒ 0.0  

島根大学 2.35  ⇒ 2.35  45.0  ⇒ 45.0   ―  0.0  ⇒ 0.0  

岡山大学 2.21  ⇒ 2.21  75.0  ⇒ 75.0   ―  2.0  ⇒ 2.0  

広島大学 1.88  ⇒ 2.05  71.0  ⇒ 79.0  (+8.0)  16.0  ⇒ 9.0  

山口大学 2.10  ⇒ 2.10  50.0  ⇒ 50.0   ―  4.0  ⇒ 4.0  

徳島大学 2.37  ⇒ 2.37  56.0  ⇒ 56.0   ―  0.0  ⇒ 0.0  

鳴門教育大学 2.63  ⇒ 2.63  7.0  ⇒ 7.0   ―  0.0  ⇒ 0.0  
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香川大学 2.44  ⇒ 2.44  47.0  ⇒ 47.0   ―  0.0  ⇒ 0.0  

愛媛大学 2.55  ⇒ 2.55  55.0  ⇒ 55.0   ―  0.0  ⇒ 0.0  

高知大学 2.41  ⇒ 2.24  43.0  ⇒ 40.0  (-3.0)  0.0  ⇒ 1.0  

福岡教育大学 3.20  ⇒ 3.20  11.0  ⇒ 11.0   ―  0.0  ⇒ 0.0  

九州大学 2.22  ⇒ 2.22  127.0  ⇒ 127.0   ―  4.0  ⇒ 4.0  

九州工業大学 3.07  ⇒ 3.07  17.0  ⇒ 17.0   ―  0.0  ⇒ 0.0  

佐賀大学 2.50  ⇒ 2.50  47.0  ⇒ 47.0   ―  0.0  ⇒ 0.0  

長崎大学 2.35  ⇒ 2.35  67.5  ⇒ 67.5   ―  0.0  ⇒ 0.0  

熊本大学 2.20  ⇒ 2.20  47.0  ⇒ 47.0   ―  2.0  ⇒ 2.0  

大分大学 1.40  ⇒ 1.40  24.0  ⇒ 24.0   ―  15.0  ⇒ 15.0  

宮崎大学 2.08  ⇒ 2.14  42.0  ⇒ 43.0  (+1.0)  4.0  ⇒ 3.0  

鹿児島大学 2.59  ⇒ 2.59  63.5  ⇒ 63.5   ―  0.0  ⇒ 0.0  

鹿屋体育大学 3.95  ⇒ 3.16  5.0  ⇒ 4.0  (-1.0)  0.0  ⇒ 0.0  

琉球大学 2.34  ⇒ 2.34  50.0  ⇒ 50.0   ―  0.0  ⇒ 0.0  

政策研究大学院大学 2.03  ⇒ 2.03  3.0  ⇒ 3.0   ―  0.0  ⇒ 0.0  

総合研究大学院大学 0.00  ⇒ 0.00  0.0  ⇒ 0.0   ―  1.0  ⇒ 1.0  

北陸先端科学技術大学院大学 3.48  ⇒ 2.49  7.0  ⇒ 7.0   ―  0.0  ⇒ 0.0  

奈良先端科学技術大学院大学 2.53  ⇒ 2.53  10.0  ⇒ 10.0   ―  0.0  ⇒ 0.0  

高エネルギー加速器研究機構 2.40  ⇒ 2.30  24.0  ⇒ 23.0  (-1.0)  0.0  ⇒ 0.0  

自然科学研究機構 2.30  ⇒ 2.30  25.0  ⇒ 25.0   ―  0.0  ⇒ 0.0  

情報・システム研究機構 2.39  ⇒ 2.39  18.0  ⇒ 18.0   ―  0.0  ⇒ 0.0  

人間文化研究機構 1.69  ⇒ 1.69  10.0  ⇒ 10.0   ―  3.0  ⇒ 3.0  

日本司法支援センター 2.14  ⇒ 2.02  25.0  ⇒ 23.5  (-1.5)  1.0  ⇒ 2.5  

日本私立学校振興・共済事業団 2.28  ⇒ 2.28  36.0  ⇒ 36.0   ―  0.0  ⇒ 0.0  

沖縄振興開発金融公庫 2.51  ⇒ 2.51  6.0  ⇒ 6.0   ―  0.0  ⇒ 0.0  

株式会社国際協力銀行 2.38  ⇒ 2.38  14.0  ⇒ 14.0   ―  0.0  ⇒ 0.0  

株式会社日本政策金融公庫 2.47  ⇒ 2.47  196.5  ⇒ 196.5   ―  0.0  ⇒ 0.0  

株式会社日本貿易保険 1.98  ⇒ 1.98  3.0  ⇒ 3.0   ―  0.0  ⇒ 0.0  

沖縄科学技術大学院大学学園 2.99  ⇒ 2.99  16.0  ⇒ 16.0   ―  0.0  ⇒ 0.0  

日本年金機構 2.72  ⇒ 2.72  591.0  ⇒ 592.0  (+1.0) 0.0  ⇒ 0.0  

全国健康保険協会 2.85  ⇒ 2.85  147.0  ⇒ 147.0   ―  0.0  ⇒ 0.0  

注 これらの法人においては、法定雇用障害者数の算定の基礎となる労働者数が 43.5人未満であり、法第 43 条に基づく障害者の雇用義務が発生していない。 
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再点検結果の詳細 
 

１ 都道府県知事部局における再点検に基づき通報された数値は以下のとおりです。 
（１）平成 29年６月１日時点 都道府県の機関の状況（法定雇用率 2.3％）（再点検後） 

  
① 法定雇用障害者数の 
算定の基礎となる職員数 

②  
障害者の数 

③  
実雇用率 

④  
不足数 

備考 

合   計 263,256.5  6,358.5 2.42  422.0   

北海道 12,271.0  331.0 2.70  0.0   

青森県 3,978.5  88.0 2.21  3.0   

岩手県 4,308.0  107.0 2.48  0.0   

宮城県 5,452.5  149.5 2.74  0.0   

秋田県 3,573.5  83.5 2.34  0.0   

山形県 5,707.0  67.0 1.17  64.0 特例認定あり(注４) 

福島県 5,954.0  105.0 1.76  31.0   

茨城県 5,357.0  97.0 1.81  26.0   

栃木県 4,785.0  122.0 2.55  0.0 特例認定あり(注４) 

群馬県 4,612.5  89.5 1.94  16.5   

埼玉県 7,176.5  194.0 2.70  0.0   

千葉県 7,832.5  186.0 2.37  0.0 特例認定あり(注４) 

東京都 26,090.5  712.0 2.73  0.0   

神奈川県 7,435.0  227.5 3.06  0.0   

新潟県 6,236.0  172.0 2.76  0.0 特例認定あり(注４) 

富山県 4,361.0  79.5 1.82  20.5 特例認定あり(注４) 

石川県 4,974.0  68.0 1.37  46.0   

福井県 3,822.0  91.5 2.39  0.0   

山梨県 3,436.0  65.0 1.89  14.0   

長野県 5,859.5  128.5 2.19  5.5 特例認定あり(注４) 

岐阜県 5,010.0  125.5 2.50  0.0   

静岡県 6,084.0  131.0 2.15  8.0 特例認定あり(注４) 

愛知県 9,138.5  244.5 2.68  0.0   

三重県 5,230.5  138.5 2.65  0.0 特例認定あり(注４) 

滋賀県 3,628.0  89.0 2.45  0.0 特例認定あり(注４) 

京都府 3,909.0  106.0 2.71  0.0   

大阪府 8,027.0  288.5 3.59  0.0   

兵庫県 7,282.0  173.0 2.38  0.0 特例認定あり(注４) 

奈良県 3,527.0  89.5 2.54  0.0 特例認定あり(注４) 

和歌山県 4,036.0  77.0 1.91  15.0   

鳥取県 3,220.5  102.0 3.17  0.0 特例認定あり(注４) 

島根県 3,907.0  56.5 1.45  32.5 特例認定あり(注４) 

岡山県 4,128.0  98.0 2.37  0.0 特例認定あり(注４) 

広島県 5,846.5  139.5 2.39  0.0 特例認定あり(注４) 

山口県 3,809.0  112.0 2.94  0.0 特例認定あり(注４) 

徳島県 2,889.0  77.0 2.67  0.0   

香川県 4,689.5  104.0 2.22  3.0 特例認定あり(注４) 

愛媛県 4,320.0  45.0 1.04  54.0   

高知県 3,582.0  73.0 2.04  9.0   

福岡県 7,595.0  269.5 3.55  0.0 特例認定あり(注４) 

佐賀県 3,232.5  78.0 2.41  0.0   

長崎県 4,168.5  76.5 1.84  18.5   

熊本県 4,473.0  93.5 2.09  8.5   

大分県 3,859.5  109.5 2.84  0.0   

宮崎県 4,008.0  106.5 2.66  0.0   

鹿児島県 5,044.0  90.5 1.79  25.5   

沖縄県 5,390.5  101.5 1.88  21.5   

 
 
 

参考１ 
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注 1 ①欄の「法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員数」とは、職員総数から除外職員数及び除外率相当職員数（旧除外職員が職員総数に占める割合を
元に設定した除外率を乗じて得た数）を除いた職員数である。 

注 2 ②欄の「障害者の数」とは、身体障害者数、知的障害者数及び精神障害者数の計であり、短時間勤務職員以外の重度身体障害者及び重度知的障害者に
ついては、法律上、１人を２人に相当するものとしてダブルカウントを行い、重度以外の身体障害者及び知的障害者並びに精神障害者である短時間勤務
職員については、法律上、１人を 0.5 人に相当するものとして 0.5 カウントとしている。 

注 3 ④欄の「不足数」とは、①欄の職員数に法定雇用率を乗じて得た数（１未満の端数切り捨て）から②欄の障害者の数を減じて得た数であり、これが 0.0
となることをもって法定雇用率達成となる。 
したがって、実雇用率が法定雇用率を下回っていても、不足数が 0.0 となることがあり、この場合、法定雇用率達成となる。 

注 4 注４の機関は、特例認定を受けている。 
特例認定とは、地方公共団体の機関(Ａ)及び当該Ａ機関と人的関係が緊密である等の機関(Ｂ)の申請に基づき、厚生労働大臣の認定を受けた場合に、

当該Ｂ機関に勤務する職員を当該Ａ機関に勤務する職員とみなすものである。 
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（２）平成 29年６月１日時点 都道府県の機関の状況（法定雇用率 2.3％）（再点検前） 

  
① 法定雇用障害者数の 
算定の基礎となる職員数 

②  
障害者の数 

③  
実雇用率 

④  
不足数 

備考 

合   計 256,269.5  6,880.0 2.68  0.0   

北海道 12,271.0  331.0 2.70  0.0   

青森県 3,750.0  90.0 2.40  0.0   

岩手県 4,308.0  107.0 2.48  0.0   

宮城県 5,452.5  155.0 2.84  0.0   

秋田県 3,573.5  91.0 2.55  0.0   

山形県 5,686.0  143.0 2.51  0.0 特例認定あり(注４) 

福島県 5,782.0  144.0 2.49  0.0   

茨城県 5,357.0  132.0 2.46  0.0   

栃木県 4,742.0  121.0 2.55  0.0 特例認定あり(注４) 

群馬県 4,612.5  126.0 2.73  0.0   

埼玉県 7,176.5  194.0 2.70  0.0   

千葉県 7,832.5  199.0 2.54  0.0 特例認定あり(注４) 

東京都 26,090.5  712.0 2.73  0.0   

神奈川県 7,435.0  239.5 3.22  0.0   

新潟県 6,236.0  172.0 2.76  0.0 特例認定あり(注４) 

富山県 3,647.0  89.0 2.44  0.0 特例認定あり(注４) 

石川県 4,392.0  106.0 2.41  0.0   

福井県 3,822.0  91.5 2.39  0.0   

山梨県 3,436.0  82.0 2.39  0.0   

長野県 5,056.5  133.0 2.63  0.0 特例認定あり(注４) 

岐阜県 5,010.0  125.5 2.50  0.0   

静岡県 5,961.5  155.5 2.61  0.0 特例認定あり(注４) 

愛知県 9,138.5  244.5 2.68  0.0   

三重県 5,230.5  138.5 2.65  0.0 特例認定あり(注４) 

滋賀県 3,628.0  92.0 2.54  0.0 特例認定あり(注４) 

京都府 3,909.0  106.0 2.71  0.0   

大阪府 8,027.0  288.5 3.59  0.0   

兵庫県 6,300.0  167.5 2.66  0.0 特例認定あり(注４) 

奈良県 3,483.5  93.0 2.67  0.0 特例認定あり(注４) 

和歌山県 4,036.0  93.0 2.30  0.0   

鳥取県 3,220.5  102.0 3.17  0.0 特例認定あり(注４) 

島根県 3,907.0  94.0 2.41  0.0 特例認定あり(注４) 

岡山県 3,903.5  103.0 2.64  0.0 特例認定あり(注４) 

広島県 5,846.5  140.5 2.40  0.0 特例認定あり(注４) 

山口県 3,809.0  112.0 2.94  0.0 特例認定あり(注４) 

徳島県 2,889.0  77.0 2.67  0.0   

香川県 3,837.0  95.0 2.48  0.0 特例認定あり(注４) 

愛媛県 4,120.0  99.0 2.40  0.0   

高知県 3,582.0  103.5 2.89  0.0   

福岡県 7,595.0  269.5 3.55  0.0 特例認定あり(注４) 

佐賀県 3,143.5  74.5 2.37  0.0   

長崎県 3,982.5  99.0 2.49  0.0   

熊本県 4,475.0  115.5 2.58  0.0   

大分県 3,859.5  107.5 2.79  0.0   

宮崎県 4,008.0  109.0 2.72  0.0   

鹿児島県 4,662.0  108.5 2.33  0.0   

沖縄県 4,047.0  108.5 2.68  0.0   
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注 1 ①欄の「法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員数」とは、職員総数から除外職員数及び除外率相当職員数（旧除外職員が職員総数に占める割合を

元に設定した除外率を乗じて得た数）を除いた職員数である。 

注 2 ②欄の「障害者の数」とは、身体障害者数、知的障害者数及び精神障害者数の計であり、短時間勤務職員以外の重度身体障害者及び重度知的障害者に

ついては、法律上、１人を２人に相当するものとしてダブルカウントを行い、重度以外の身体障害者及び知的障害者並びに精神障害者である短時間勤務

職員については、法律上、１人を 0.5 人に相当するものとして 0.5 カウントとしている。 

注 3 ④欄の「不足数」とは、①欄の職員数に法定雇用率を乗じて得た数（１未満の端数切り捨て）から②欄の障害者の数を減じて得た数であり、これが 0.0

となることをもって法定雇用率達成となる。 

したがって、実雇用率が法定雇用率を下回っていても、不足数が 0.0 となることがあり、この場合、法定雇用率達成となる。 
注 4 注４の機関は、特例認定を受けている。 

特例認定とは、地方公共団体の機関(Ａ)及び当該Ａ機関と人的関係が緊密である等の機関(Ｂ)の申請に基づき、厚生労働大臣の認定を受けた場合に、
当該Ｂ機関に勤務する職員を当該Ａ機関に勤務する職員とみなすものである。 
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２ その他の都道府県機関における再点検に基づき通報された数値は以下のとおりです。 
（１）平成 29年６月１日時点 その他の都道府県機関の状況（法定雇用率 2.3％）（再点検後） 

  
① 法定雇用障害者数の 
算定の基礎となる職員数 

②  
障害者の数 

③  
実雇用率 

④  
不足数 

備考 

合   計 73,623.5  1,593.0  2.16  225.5   

北海道企業局 92.0  2.0 2.17  0.0   

北海道道立病院局 482.5  5.0 1.04  6.0   

北海道議会事務局 71.0  2.0 2.82  0.0   

北海道監査委員事務局 49.5  2.0 4.04  0.0   

北海道警察本部 1,420.5  35.5 2.50  0.0   

青森県病院局 706.0  18.0 2.55  0.0   

青森県警察本部 388.5  5.0 1.29  3.0   

岩手県企業局 82.0  3.0 3.66  0.0   

岩手県医療局 3123.5  73.0 2.34  0.0   

岩手県警察本部 394.0  8.0 2.03  1.0   

宮城県企業局 73.0  1.0 1.37  0.0   

宮城県議会事務局 46.0  2.0 4.35  0.0   

宮城県警察本部 636.5  17.5 2.75  0.0   

秋田県警察本部 374.0  4.0 1.07  4.0   

山形県警察本部 412.0  9.0 2.18  0.0   

福島県病院局 190.0  6.0 3.16  0.0   

福島県警察本部 603.5  14.0 2.32  0.0   

茨城県企業局 196.0  5.0 2.55  0.0   

茨城県病院局 603.5  8.0 1.33  5.0   

茨城県警察本部 630.5  14.5 2.30  0.0   

栃木県警察本部 509.0  14.5 2.85  0.0   

群馬県企業局 310.0  2.5 0.81  4.5   

群馬県病院局 540.0  12.5 2.31  0.0   

群馬県警察本部 526.0  12.5 2.38  0.0   

埼玉県企業局 417.5  10.0 2.40  0.0   

埼玉県病院局 1274.5  30.0 2.35  0.0   

埼玉県下水道局 106.5  4.0 3.76  0.0   

埼玉県議会事務局 66.5 2.0 3.01  0.0   

埼玉県警察本部 1,390.5  32.0 2.30  0.0   

千葉県企業土地管理局 146.5  4.0 2.73  0.0   

千葉県病院局 1233.0  26.0 2.11  2.0   

千葉県水道局 1025.0  25.0 2.44  0.0   

北千葉広域水道企業団 90.0  3.0 3.33  0.0   

君津広域水道企業団 70.0  1.0 1.43  0.0   

千葉県警察本部 1,497.5  29.0 1.94  5.0   

東京都議会議会局  158.0 5.0 3.16  0.0   

東京都人事委員会 61.5 3.0 4.88  0.0   

東京都監査事務局 89.0 2.0 2.25  0.0   

東京都交通局 2034.0  61.0 3.00  0.0   

東京都水道局 2864.0  76.0 2.65  0.0   

東京都下水道局 1430.0  35.5 2.48  0.0   

警視庁 4,821.5  124.5 2.58  0.0   

東京消防庁 975.0  36.5 3.74  0.0   

神奈川県企業庁 966.0  26.0 2.69  0.0   

神奈川県議会議会局 79.0 2.0 2.53  0.0   

神奈川県警察本部 2,118.0  30.5 1.44  17.5   

新潟県企業局 95.5  2.0 2.09  0.0   

新潟県病院局 2256.5  53.0 2.35  0.0   

新潟県警察本部 626.0  16.0 2.56  0.0   

富山県警察本部 408.0  7.0 1.72  2.0   

石川県警察本部 415.0  3.0 0.72  6.0   

福井県警察本部 405.0  2.0 0.49  7.0   

山梨県企業局 69.0  3.0 4.35  0.0   

山梨県警察本部 367.5  10.0 2.72  0.0   

長野県警察本部 642.0  13.5 2.10  0.5   

岐阜県警察本部 592.0  16.0 2.70  0.0   

静岡県がんセンター局 771.5  16.0 2.07  1.0   
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静岡県警察本部 928.5  11.0 1.18  10.0   

愛知県企業庁 387.0  13.0 3.36  0.0   

愛知県病院事業庁 1025.5  24.5 2.39  0.0   

名古屋港管理組合 326.0  8.0 2.45  0.0   

愛知県議会事務局 66.0  1.0 1.52  0.0   

愛知県警察本部 1,143.5  27.0 2.36  0.0   

三重県企業庁 137.0  5.0 3.65  0.0   

三重県病院事業庁 181.0  8.0 4.42  0.0   

三重県警察本部 492.5  3.5 0.71  7.5   

滋賀県警察本部 329.0  9.0 2.74  0.0   

京都府環境部 68.0  2.0 2.94  0.0   

京都府警察本部 690.5  20.5 2.97  0.0   

大阪府議会事務局 59.0  0.0 0.00  1.0   

大阪府警察本部 2,402.0  26.5 1.10  28.5   

兵庫県企業庁 175.5  6.0 3.42  0.0   

兵庫県病院局 3803.5  64.5 1.70  22.5   

兵庫県警察本部 973.0  26.0 2.67  0.0   

奈良県警察本部 320.0  9.0 2.81  0.0   

南和広域医療企業団 285.5  7.0 2.45  0.0   

和歌山県警察本部 412.5  4.0 0.97  5.0   

鳥取県病院局 626.5  15.0 2.39  0.0   

鳥取県警察本部 308.0  8.0 2.60  0.0   

島根県病院局 512.0  5.0 0.98  6.0   

島根県警察本部 347.0  7.5 2.16  0.0   

岡山県警察本部 665.5  15.5 2.33  0.0   

広島県警察本部 633.0  15.0 2.37  0.0   

山口県警察本部 518.0  14.0 2.70  0.0   

徳島県企業局 117.0  2.0 1.71  0.0   

徳島県病院局 415.0  10.0 2.41  0.0   

徳島県警察本部 368.0  10.5 2.85  0.0   

香川県警察本部 429.0  9.0 2.10  0.0   

愛媛県公営企業管理局 1474.0  15.0 1.02  18.0   

愛媛県警察本部 439.5  9.0 2.05  1.0   

高知県公営企業局 395.0  5.0 1.27  4.0   

高知県警察本部 388.0  9.0 2.32  0.0   

福岡県警察本部 1,068.5  27.5 2.57  0.0   

佐賀県警察本部 326.5  7.5 2.30  0.0   

長崎県交通局 236.0  3.0 1.27  2.0   

長崎県病院企業団 1306.5  33.0 2.53  0.0   

長崎県警察本部 509.0  7.5 1.47  3.5   

熊本県企業局 47.5  0.0 0.00  1.0  

熊本県警察本部 507.0  16.0 3.16  0.0   

大分県企業局 62.0  1.0 1.61  0.0   

大分県病院局 397.0  14.0 3.53  0.0   

大分県警察本部 362.5  9.5 2.62  0.0   

宮崎県企業局 82.5  2.0 2.42  0.0   

宮崎県病院局 619.5  9.0 1.45  5.0   

宮崎県警察本部 379.5  9.0 2.37  0.0   

鹿児島県県立病院局 515.0  5.0 0.97  6.0   

鹿児島県警察本部 470.0  10.0 2.13  0.0   

沖縄県企業局 239.5  9.0 3.76  0.0   

沖縄県議会事務局 53.0 1.0 1.89  0.0   

沖縄県病院事業局 2164.0  12.0 0.55  37.0   

沖縄県警察本部 416.0  6.0 1.44  3.0   
注 1 ①欄の「法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員数」とは、職員総数から除外職員数及び除外率相当職員数（旧除外職員が職員総数に占める割合を

元に設定した除外率を乗じて得た数）を除いた職員数である。 
注 2 ②欄の「障害者の数」とは、身体障害者数、知的障害者数及び精神障害者数の計であり、短時間勤務職員以外の重度身体障害者及び重度知的障害者に

ついては、法律上、１人を２人に相当するものとしてダブルカウントを行い、重度以外の身体障害者及び知的障害者並びに精神障害者である短時間勤務
職員については、法律上、１人を 0.5 人に相当するものとして 0.5 カウントとしている。 

注 3 ④欄の「不足数」とは、①欄の職員数に法定雇用率を乗じて得た数（１未満の端数切り捨て）から②欄の障害者の数を減じて得た数であり、これが 0.0
となることをもって法定雇用率達成となる。 
したがって、実雇用率が法定雇用率を下回っていても、不足数が 0.0 となることがあり、この場合、法定雇用率達成となる。  
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（２）平成 29年６月１日時点 その他の都道府県機関の状況（法定雇用率 2.3％）（再点検前） 

  
① 法定雇用障害者数の

算定の基礎となる職員数 

②  

障害者の数 

③  

実雇用率 

④  

不足数 
備考 

合   計 68,904.5  1,753.0 2.54  5.0   

北海道企業局 92.0  2.0 2.17  0.0   

北海道道立病院局 －  － －  －  (注4) 

北海道議会事務局 71.0  2.0 2.82  0.0   

北海道監査委員事務局 49.5  2.0 4.04  0.0   

北海道警察本部 1,420.5  37.0 2.60  0.0   

青森県病院局 706.0  18.0 2.55  0.0   

青森県警察本部 364.0  11.0 3.02  0.0   

岩手県企業局 82.0  3.0 3.66  0.0   

岩手県医療局 3,123.5  73.0 2.34  0.0   

岩手県警察本部 394.0  8.0 2.03  1.0   

宮城県企業局 73.0  1.0 1.37  0.0   

宮城県議会事務局 46.0  2.0 4.35  0.0   

宮城県警察本部 614.5  16.0 2.60  0.0   

秋田県警察本部 374.0  10.0 2.67  0.0   

山形県警察本部 412.0  9.0 2.18  0.0   

福島県病院局 190.0  6.0 3.16  0.0   

福島県警察本部 603.5  14.0 2.32  0.0   

茨城県企業局 196.0  5.0 2.55  0.0   

茨城県病院局 603.5  14.0 2.32  0.0   

茨城県警察本部 630.5  14.5 2.30  0.0   

栃木県警察本部 509.0  14.5 2.85  0.0   

群馬県企業局 310.0  7.0 2.26  0.0   

群馬県病院局 540.0  12.5 2.31  0.0   

群馬県警察本部 526.0  12.5 2.38  0.0   

埼玉県企業局 417.5  10.0 2.40  0.0   

埼玉県病院局 1,274.5  30.0 2.35  0.0   

埼玉県下水道局 106.5  4.0 3.76  0.0   

埼玉県議会事務局 66.5  2.0 3.01  0.0   

埼玉県警察本部 1,390.5  33.5 2.41  0.0   

千葉県企業土地管理局 146.5  4.0 2.73  0.0   

千葉県病院局 1,233.0  28.0 2.27  0.0   

千葉県水道局 1,025.0  29.0 2.83  0.0   

北千葉広域水道企業団 90.0  3.0 3.33  0.0   

君津広域水道企業団 67.0  1.0 1.49  0.0   

千葉県警察本部 1,497.5  34.0 2.27  0.0   

東京都議会議会局  158.0  5.0 3.16  0.0   

東京都人事委員会 61.5  3.0 4.88  0.0   

東京都監査事務局 89.0  2.0 2.25  0.0   

東京都交通局 2,034.0  61.0 3.00  0.0   

東京都水道局 2,864.0  78.0 2.72  0.0   

東京都下水道局 1,430.0  35.5 2.48  0.0   

警視庁 4,821.5  124.5 2.58  0.0   

東京消防庁 975.0  36.5 3.74  0.0   

神奈川県企業庁 966.0  26.0 2.69  0.0   

神奈川県議会議会局 79.0  2.0 2.53  0.0   

神奈川県警察本部 2,118.0  50.5 2.38  0.0   

新潟県企業局 95.5  2.0 2.09  0.0   

新潟県病院局 2,256.5  53.0 2.35  0.0   

新潟県警察本部 626.0  16.0 2.56  0.0   

富山県警察本部 402.0  10.0 2.49  0.0   

石川県警察本部 325.0  7.0 2.15  0.0   

福井県警察本部 350.0  8.0 2.29  0.0   

山梨県企業局 69.0  3.0 4.35  0.0   

山梨県警察本部 367.5  10.0 2.72  0.0   

長野県警察本部 429.0  12.0 2.80  0.0   

岐阜県警察本部 527.0  15.5 2.94  0.0   

静岡県がんセンター局 771.5  17.0 2.20  0.0   
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静岡県警察本部 779.5  19.0 2.44  0.0   

愛知県企業庁 387.0  13.0 3.36  0.0   

愛知県病院事業庁 1,025.5  24.5 2.39  0.0   

名古屋港管理組合 326.0  8.0 2.45  0.0   

愛知県議会事務局 66.0  1.0 1.52  0.0   

愛知県警察本部 1,143.5  27.0 2.36  0.0   

三重県企業庁 137.0  5.0 3.65  0.0   

三重県病院事業庁 181.0  8.0 4.42  0.0   

三重県警察本部 399.0  9.0 2.26  0.0   

滋賀県警察本部 329.0  9.0 2.74  0.0   

京都府環境部 68.0  2.0 2.94  0.0   

京都府警察本部 690.5  20.5 2.97  0.0   

大阪府議会事務局 59.0  0.0 0.00  1.0   

大阪府警察本部 2,402.0  56.5 2.35  0.0   

兵庫県企業庁 174.5  6.0 3.44  0.0   

兵庫県病院局 2,469.0  57.0 2.31  0.0   

兵庫県警察本部 969.0  26.0 2.68  0.0   

奈良県警察本部 320.0  9.0 2.81  0.0   

南和広域医療企業団 285.5  7.0 2.45  0.0   

和歌山県警察本部 412.5  10.0 2.42  0.0   

鳥取県病院局 626.5  15.0 2.39  0.0   

鳥取県警察本部 308.0  8.0 2.60  0.0   

島根県病院局 512.0  13.0 2.54  0.0   

島根県警察本部 347.0  7.5 2.16  0.0   

岡山県警察本部 622.5  15.5 2.49  0.0   

広島県警察本部 633.0  15.0 2.37  0.0   

山口県警察本部 518.0  14.0 2.70  0.0   

徳島県企業局 117.0  2.0 1.71  0.0   

徳島県病院局 415.0  10.0 2.41  0.0   

徳島県警察本部 368.0  9.0 2.45  0.0   

香川県警察本部 429.0  9.0 2.10  0.0   

愛媛県公営企業管理局 957.5  24.0 2.51  0.0   

愛媛県警察本部 439.5  9.0 2.05  1.0   

高知県公営企業局 395.0  9.0 2.28  0.0   

高知県警察本部 340.0  9.0 2.65  0.0   

福岡県警察本部 1,068.5  27.5 2.57  0.0   

佐賀県警察本部 326.5  7.5 2.30  0.0   

長崎県交通局 236.0  3.0 1.27  2.0   

長崎県病院企業団 1,306.5  33.0 2.53  0.0   

長崎県警察本部 503.0  12.5 2.49  0.0   

熊本県企業局 －  － －  － (注5) 

熊本県警察本部 496.0  12.0 2.42  0.0   

大分県企業局 62.0  1.0 1.61  0.0   

大分県病院局 397.0  14.0 3.53  0.0   

大分県警察本部 362.5  9.5 2.62  0.0   

宮崎県企業局 82.5  2.0 2.42  0.0   

宮崎県病院局 619.5  14.0 2.26  0.0   

宮崎県警察本部 379.5  9.0 2.37  0.0   

鹿児島県県立病院局 397.0  10.0 2.52  0.0   

鹿児島県警察本部 432.5  13.5 3.12  0.0   

沖縄県企業局 239.5  9.0 3.76  0.0   

沖縄県議会事務局 47.5  1.0 2.11  0.0   

沖縄県病院事業局 936.0  29.0 3.10  0.0   

沖縄県警察本部 301.0  9.0 2.99  0.0   

注 1 ①欄の「法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員数」とは、職員総数から除外職員数及び除外率相当職員数（旧除外職員が職員総数に占める割合を

元に設定した除外率を乗じて得た数）を除いた職員数である。 

注 2 ②欄の「障害者の数」とは、身体障害者数、知的障害者数及び精神障害者数の計であり、短時間勤務職員以外の重度身体障害者及び重度知的障害者に

ついては、法律上、１人を２人に相当するものとしてダブルカウントを行い、重度以外の身体障害者及び知的障害者並びに精神障害者である短時間勤務

職員については、法律上、１人を 0.5 人に相当するものとして 0.5 カウントとしている。 

注 3 ④欄の「不足数」とは、①欄の職員数に法定雇用率を乗じて得た数（１未満の端数切り捨て）から②欄の障害者の数を減じて得た数であり、これが 0.0

となることをもって法定雇用率達成となる。したがって、実雇用率が法定雇用率を下回っていても、不足数が 0.0 となることがあり、この場合、法定雇

用率達成となる。 

注 4 備考欄中(注 4)について、平成 29 年 12 月 12 日に公表した時点においては、通報がなされていなかった。 

注 5 備考欄中(注 5)について、再点検の結果により、法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員数が 43.5 人以上であり、法第 38 条に基づく障害者の雇用義

務があることが判明した。 
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３ 都道府県教育委員会における再点検に基づき通報された数値は以下のとおりです。 

（１）平成 29年６月１日時点 都道府県教育委員会の状況（法定雇用率 2.2％）（再点検後） 

  
① 法定雇用障害者数の 
算定の基礎となる職員数 

②  
障害者の数 

③  
実雇用率 

④  
不足数 

備考 

合   計 580,263.5  10,592.0  1.83  2,263.0    

北海道 30,183.0  637.0  2.11  27.0    

青森県 9,365.0  149.0  1.59  57.0    

岩手県 8,281.5  189.5  2.29  0.0    

宮城県 10,854.0  223.5  2.06  14.5    

秋田県 7,111.0  132.5  1.86  23.5    

山形県 7,175.5  166.5  2.32  0.0    

福島県 11,551.0  184.5  1.60  69.5    

茨城県 16,347.5  289.0  1.77  70.0    

栃木県 11,304.5  208.0  1.84  40.0    

群馬県 11,554.5  160.5  1.39  93.5    

埼玉県 25,859.0  400.0  1.55  168.0    

千葉県 22,827.0  386.0  1.69  116.0    

東京都 43,370.5  960.5  2.21  0.0    

神奈川県 22,679.0  376.5  1.66  121.5    

新潟県 11,819.5  263.5  2.23  0.0    

富山県 6,132.5  73.0  1.19  61.0    

石川県 6,331.0  81.0  1.28  58.0    

福井県 5,646.0  124.0  2.20  0.0    

山梨県 6,064.0  98.5  1.62  34.5    

長野県 13,517.0  250.0  1.85  47.0    

岐阜県 11,196.5  187.0  1.67  59.0    

静岡県 16,573.0  255.5  1.54  108.5    

愛知県 28,719.0  306.0  1.07  325.0    

三重県 10,828.0  214.5  1.98  23.5    

滋賀県 8,171.5  151.5  1.85  27.5    

京都府 8,664.0  183.5  2.12  6.5    

大阪府 29,101.0  640.5  2.20  0.0    

兵庫県 25,248.0  369.5  1.46  185.5    

奈良県 6,763.5  107.0  1.58  41.0    

和歌山県 6,253.0  121.0  1.94  16.0    

鳥取県 4,268.0  111.0  2.60  0.0    

島根県 5,758.0  131.5  2.28  0.0    

岡山県 10,351.0  230.0  2.22  0.0    

広島県 11,408.0  128.0  1.12  122.0    

山口県 8,195.0  181.0  2.21  0.0    

徳島県 5,003.5  104.0  2.08  6.0    

香川県 6,520.0  124.0  1.90  19.0    

愛媛県 8,839.5  123.0  1.39  71.0    

高知県 5,893.5  134.0  2.27  0.0    

福岡県 14,185.5  329.0  2.32  0.0    

佐賀県 6,384.5  142.0  2.22  0.0    

長崎県 9,452.5  134.0  1.42  73.0    

熊本県 8,144.0  145.0  1.78  34.0    

大分県 7,429.0  103.5  1.39  59.5    

宮崎県 6,667.0  169.0  2.53  0.0    

鹿児島県 11,562.0  264.0  2.28  0.0    

沖縄県 10,712.0  150.0  1.40  85.0    
 

注 1 ①欄の「法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員数」とは、職員総数から除外職員数及び除外率相当職員数（旧除外職員が職員総数に占める割合を
元に設定した除外率を乗じて得た数）を除いた職員数である。 

注 2 ②欄の「障害者の数」とは、身体障害者数、知的障害者数及び精神障害者数の計であり、短時間勤務職員以外の重度身体障害者及び重度知的障害者に
ついては、法律上、１人を２人に相当するものとしてダブルカウントを行い、重度以外の身体障害者及び知的障害者並びに精神障害者である短時間勤務
職員については、法律上、１人を 0.5 人に相当するものとして 0.5 カウントとしている。 

注 3 ④欄の「不足数」とは、①欄の職員数に法定雇用率を乗じて得た数（１未満の端数切り捨て）から②欄の障害者の数を減じて得た数であり、これが 0.0
となることをもって法定雇用率達成となる。 
したがって、実雇用率が法定雇用率を下回っていても、不足数が 0.0 となることがあり、この場合、法定雇用率達成となる。 
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（２）平成 29年６月１日時点 都道府県教育委員会の状況（法定雇用率 2.2％）（再点検前） 

  
① 法定雇用障害者数の 
算定の基礎となる職員数 

②  
障害者の数 

③  
実雇用率 

④  
不足数 

備考 

合   計 572,787.5  12,782.0 2.23  120.0   

北海道 30,183.0  637.0 2.11  27.0   

青森県 9,329.5  181.5 1.95  23.5   

岩手県 8,281.5  194.5 2.35  0.0   

宮城県 10,643.0  233.5 2.19  0.5   

秋田県 7,782.0  174.0 2.24  0.0   

山形県 7,175.5  165.5 2.31  0.0   

福島県 11,553.0  245.0 2.12  9.0   

茨城県 16,233.0  347.0 2.14  10.0   

栃木県 11,275.5  266.5 2.36  0.0   

群馬県 11,440.5  284.0 2.48  0.0   

埼玉県 25,859.0  571.0 2.21  0.0   

千葉県 22,650.5  503.5 2.22  0.0   

東京都 43,370.5  960.5 2.21  0.0   

神奈川県 22,679.0  518.0 2.28  0.0   

新潟県 11,819.5  265.5 2.25  0.0   

富山県 6,138.5  136.5 2.22  0.0   

石川県 6,268.0  137.0 2.19  0.0   

福井県 5,646.0  124.0 2.20  0.0   

山梨県 6,064.0  133.5 2.20  0.0   

長野県 11,821.5  243.5 2.06  16.5   

岐阜県 11,198.5  252.0 2.25  0.0   

静岡県 15,000.0  349.5 2.33  0.0   

愛知県 30,657.0  698.5 2.28  0.0   

三重県 10,828.0  260.5 2.41  0.0   

滋賀県 8,171.5  185.5 2.27  0.0   

京都府 8,664.0  183.5 2.12  6.5   

大阪府 29,101.0  640.5 2.20  0.0   

兵庫県 22,100.0  483.5 2.19  2.5   

奈良県 6,763.5  151.0 2.23  0.0   

和歌山県 6,253.0  122.0 1.95  15.0   

鳥取県 4,268.0  111.0 2.60  0.0   

島根県 5,758.0  136.0 2.36  0.0   

岡山県 10,351.0  239.0 2.31  0.0   

広島県 10,784.5  227.5 2.11  9.5   

山口県 8,195.0  181.0 2.21  0.0   

徳島県 5,003.5  117.0 2.34  0.0   

香川県 6,498.0  142.0 2.19  0.0   

愛媛県 8,531.5  197.0 2.31  0.0   

高知県 5,893.5  130.0 2.21  0.0   

福岡県 14,185.5  329.0 2.32  0.0   

佐賀県 6,384.5  142.0 2.22  0.0   

長崎県 8,596.0  189.0 2.20  0.0   

熊本県 8,027.5  176.5 2.20  0.0   

大分県 7,429.0  163.5 2.20  0.0   

宮崎県 6,667.0  170.0 2.55  0.0   

鹿児島県 11,485.5  262.0 2.28  0.0   

沖縄県 9,780.0  221.5 2.26  0.0   

 

注 1 ①欄の「法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員数」とは、職員総数から除外職員数及び除外率相当職員数（旧除外職員が職員総数に占める割合を

元に設定した除外率を乗じて得た数）を除いた職員数である。 

注 2 ②欄の「障害者の数」とは、身体障害者数、知的障害者数及び精神障害者数の計であり、短時間勤務職員以外の重度身体障害者及び重度知的障害者に

ついては、法律上、１人を２人に相当するものとしてダブルカウントを行い、重度以外の身体障害者及び知的障害者並びに精神障害者である短時間勤務

職員については、法律上、１人を 0.5 人に相当するものとして 0.5 カウントとしている。 

注 3 ④欄の「不足数」とは、①欄の職員数に法定雇用率を乗じて得た数（１未満の端数切り捨て）から②欄の障害者の数を減じて得た数であり、これが 0.0

となることをもって法定雇用率達成となる。 

したがって、実雇用率が法定雇用率を下回っていても、不足数が 0.0 となることがあり、この場合、法定雇用率達成となる。 
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４ 独立行政法人等における再点検に基づき報告された数値は以下のとおりです。 

（１）平成 29年６月１日時点 独立行政法人等の状況（法定雇用率 2.3％）（再点検後） 
 ① 法定雇用障害者数の 

算定の基礎となる労働者数 
② 
障害者の数 

③ 
実雇用率 

④ 
不足数 

備考 

独立行政法人等合計 355,263.0 8,625.0 2.43 159.0   

医薬基盤・健康・栄養研究所 333.5  6.0  1.80  1.0   

宇宙航空研究開発機構 1,939.0  44.0  2.27  0.0   

海上・港湾・航空技術研究所 458.5  9.0  1.96  1.0   

海洋研究開発機構 1,011.5  27.5  2.72  0.0   

科学技術振興機構 1,300.5  21.0  1.61  8.0   

建築研究所 131.5  4.0  3.04  0.0   

国際農林水産業研究センター 274.0  7.0  2.55  0.0   

国立環境研究所 715.5  20.0  2.80  0.0   

国立がん研究センター 2,192.5  53.0  2.42  0.0   

国立国際医療研究センター 1,917.0  38.0  1.98  6.0   

国立循環器病研究センター 1,185.0  29.0  2.45  0.0   

国立成育医療研究センター 1,070.5  26.5  2.48  0.0   

国立精神・神経医療研究センター 857.0  19.0  2.22  0.0   

国立長寿医療研究センター 575.0  15.0  2.61  0.0   

産業技術総合研究所 4,931.0  114.0  2.31  0.0   

情報通信研究機構 930.0  24.0  2.58  0.0   

新エネルギー・産業技術総合開発機構 590.0  16.0  2.71  0.0   

森林研究・整備機構 1,222.0  33.5  2.74  0.0   

水産研究・教育機構 1,379.5  23.5  1.70  7.5   

土木研究所 576.0  18.0  3.13  0.0   

日本医療研究開発機構 459.0  13.0  2.83  0.0   

日本原子力研究開発機構 3,510.5  77.0  2.19  3.0   

農業・食品産業技術総合研究機構 4,819.5  114.0  2.37  0.0   

物質・材料研究機構 1,175.0  27.0  2.30  0.0   

防災科学技術研究所 313.0  8.5  2.72  0.0   

理化学研究所 4,095.0  94.0  2.30  0.0   

量子科学技術研究開発機構 1,322.5  26.5  2.00  3.5   

奄美群島振興開発基金         (注４) 

医薬品医療機器総合機構 1,288.5  32.0  2.48  0.0   

海技教育機構 339.0  9.0  2.65  0.0   

家畜改良センター 871.5  26.0  2.98  0.0   

環境再生保全機構 165.0  5.0  3.03  0.0   

教職員支援機構 59.5  3.0  5.04  0.0   

勤労者退職金共済機構 339.5  9.0  2.65  0.0   

空港周辺整備機構         (注４) 

経済産業研究所 75.0  4.0  5.33  0.0   

工業所有権情報・研修館 160.0  3.0  1.88  0.0   

航空大学校 114.5  2.0  1.75  0.0   

高齢・障害・求職者雇用支援機構 5,899.0  227.0  3.85  0.0   

国際観光振興機構 173.0  3.0  1.73  0.0   

国際協力機構 2,807.0  46.0  1.64  18.0   

国際交流基金 614.0  17.0  2.77  0.0   

国民生活センター 183.0  5.5  3.01  0.0   

国立印刷局 4,258.5  115.0  2.70  0.0   

国立科学博物館 226.5  6.0  2.65  0.0   

国立高等専門学校機構 5,007.0  133.0  2.66  0.0   

国立公文書館 160.0  3.5  2.19  0.0   

国立重度知的障害者総合施設のぞみの園 311.0  9.0  2.89  0.0   

国立女性教育会館         (注４) 

国立青少年教育振興機構 681.5  17.5  2.57  0.0   

国立特別支援教育総合研究所 87.5  1.0  1.14  1.0   

国立美術館 244.5  6.0  2.45  0.0   

国立病院機構 53,036.0  1,228.0  2.32  0.0   

国立文化財機構 676.0  19.0  2.81  0.0   

自動車技術総合機構 1,199.0  28.0  2.34  0.0   

自動車事故対策機構 445.0  12.5  2.81  0.0   
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住宅金融支援機構 992.5  21.0  2.12  1.0   

酒類総合研究所 78.0  1.0  1.28  0.0   

情報処理推進機構 196.0  4.0  2.04  0.0   

製品評価技術基盤機構 505.0  11.0  2.18  0.0   

石油天然ガス・金属鉱物資源機構 581.0  14.0  2.41  0.0   

造幣局 909.5  25.0  2.75  0.0   

大学改革支援・学位授与機構 174.5  4.0  2.29  0.0   

大学入試センター 124.5  2.0  1.61  0.0   

地域医療機能推進機構 19,228.5  501.0  2.61  0.0   

中小企業基盤整備機構 955.0  24.5  2.57  0.0   

駐留軍等労働者労務管理機構 305.0  8.0  2.62  0.0   

鉄道建設・運輸施設整備支援機構 1,769.0  40.5  2.29  0.0   

統計センター 764.5  16.0  2.09  1.0   

都市再生機構 3,547.5  93.0  2.62  0.0   

日本学術振興会 210.0  4.0  1.90  0.0   

日本学生支援機構 687.5  15.0  2.18  0.0   

日本芸術文化振興会 344.5  7.0  2.03  0.0   

日本高速道路保有・債務返済機構         (注４) 

日本スポーツ振興センター 755.0  17.0  2.25  0.0   

日本貿易振興機構 1,303.0  24.5  1.88  4.5   

農業者年金基金 83.0  1.0  1.20  0.0   

農畜産業振興機構 257.0  5.0  1.95  0.0   

農林漁業信用基金 108.0  2.0  1.85  0.0   

農林水産消費安全技術センター 642.0  15.5  2.41  0.0   

福祉医療機構 285.5  5.0  1.75  1.0   

北方領土問題対策協会         (注４) 

水資源機構 1,544.0  36.5  2.36  0.0   

郵便貯金・簡易生命保険管理機構         (注４) 

労働者健康安全機構 14,623.0  418.0  2.86  0.0   

労働政策研究・研修機構 124.0  6.0  4.84  0.0   

年金積立金管理運用 105.0  2.0  1.90  0.0   

北海道大学 5,039.0  104.0  2.06  11.0   

北海道教育大学 652.5  15.0  2.30  0.0   

室蘭工業大学 247.5  4.0  1.62  1.0   

小樽商科大学 159.5  3.0  1.88  0.0   

帯広畜産大学 244.5  6.0  2.45  0.0   

旭川医科大学 1,334.0  30.0  2.25  0.0   

北見工業大学 202.5  5.0  2.47  0.0   

弘前大学 1,826.0  39.5  2.16  1.5   

岩手大学 659.0  17.0  2.58  0.0   

東北大学 6,154.5  153.0  2.49  0.0   

宮城教育大学 251.0  9.0  3.59  0.0   

秋田大学 1,685.5  38.0  2.25  0.0   

山形大学 1,913.5  45.5  2.38  0.0   

福島大学 441.5  12.0  2.72  0.0   

茨城大学 699.5  15.5  2.22  0.5   

筑波大学 3,892.5  91.5  2.35  0.0   

筑波技術大学 149.5  28.0  18.73  0.0   

宇都宮大学 576.5  13.0  2.25  0.0   

群馬大学 2,189.0  40.0  1.83  10.0   

埼玉大学 621.5  14.0  2.25  0.0   

千葉大学 3,109.5  67.5  2.17  3.5   

東京大学 9,454.5  224.0  2.37  0.0   

東京医科歯科大学 2,222.0  51.0  2.30  0.0   

東京外国語大学 317.5  10.0  3.15  0.0   

東京学芸大学 776.0  18.0  2.32  0.0   

東京農工大学 607.5  14.0  2.30  0.0   

東京芸術大学 461.5  13.0  2.82  0.0   

東京工業大学 1,956.0  36.0  1.84  8.0   

東京海洋大学 366.0  6.0  1.64  2.0   

お茶の水女子大学 388.0  13.0  3.35  0.0   

電気通信大学 460.0  13.0  2.83  0.0   
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一橋大学 578.0  14.0  2.42  0.0   

横浜国立大学 888.0  25.0  2.82  0.0   

新潟大学 2,864.5  58.0  2.02  7.0   

長岡技術科学大学 327.0  8.0  2.45  0.0   

上越教育大学 244.5  4.0  1.64  1.0   

富山大学 2,032.5  45.0  2.21  1.0   

金沢大学 2,651.5  64.0  2.41  0.0   

福井大学 1,822.5  41.0  2.25  0.0   

山梨大学 1,640.5  41.0  2.50  0.0   

信州大学 2,438.0  65.0  2.67  0.0   

岐阜大学 1,972.5  45.0  2.28  0.0   

静岡大学 1,022.0  23.5  2.30  0.0   

浜松医科大学 1,320.0  30.0  2.27  0.0   

名古屋大学 4,860.5  113.0  2.32  0.0   

愛知教育大学 472.0  11.0  2.33  0.0   

名古屋工業大学 505.5  12.5  2.47  0.0   

豊橋技術科学大学 345.0  8.0  2.32  0.0   

三重大学 2,160.0  49.0  2.27  0.0   

滋賀大学 333.0  8.0  2.40  0.0   

滋賀医科大学 1,391.0  28.0  2.01  3.0   

京都大学 6,763.5  148.5  2.20  6.5   

京都教育大学 322.0  7.0  2.17  0.0   

京都工芸繊維大学 414.5  11.0  2.65  0.0   

大阪大学 6,078.5  145.0  2.39  0.0   

大阪教育大学 570.5  17.0  2.98  0.0   

兵庫教育大学 259.0  6.0  2.32  0.0   

神戸大学 3,574.0  87.5  2.45  0.0   

奈良教育大学 213.5  6.0  2.81  0.0   

奈良女子大学 335.0  8.0  2.39  0.0   

和歌山大学 413.5  14.0  3.39  0.0   

鳥取大学 2,048.5  47.0  2.29  0.0   

島根大学 1,916.0  45.0  2.35  0.0   

岡山大学 3,390.0  75.0  2.21  2.0   

広島大学 3,847.5  79.0  2.05  9.0   

山口大学 2,378.0  50.0  2.10  4.0   

徳島大学 2,361.5  56.0  2.37  0.0   

鳴門教育大学 266.0  7.0  2.63  0.0   

香川大学 1,925.5  47.0  2.44  0.0   

愛媛大学 2,159.0  55.0  2.55  0.0   

高知大学 1,787.5  40.0  2.24  1.0   

福岡教育大学 343.5  11.0  3.20  0.0   

九州大学 5,729.5  127.0  2.22  4.0   

九州工業大学 553.5  17.0  3.07  0.0   

佐賀大学 1,876.5  47.0  2.50  0.0   

長崎大学 2,866.5  67.5  2.35  0.0   

熊本大学 2,135.0  47.0  2.20  2.0   

大分大学 1,716.5  24.0  1.40  15.0   

宮崎大学 2,014.0  43.0  2.14  3.0   

鹿児島大学 2,453.5  63.5  2.59  0.0   

鹿屋体育大学 126.5  4.0  3.16  0.0   

琉球大学 2,135.0  50.0  2.34  0.0   

政策研究大学院大学 147.5  3.0  2.03  0.0   

総合研究大学院大学 74.5  0.0  0.00  1.0   

北陸先端科学技術大学院大学 281.0  7.0  2.49  0.0   

奈良先端科学技術大学院大学 396.0  10.0  2.53  0.0   

高エネルギー加速器研究機構 999.5  23.0  2.30  0.0   

自然科学研究機構 1,088.5  25.0  2.30  0.0   

情報・システム研究機構 752.0  18.0  2.39  0.0   

人間文化研究機構 592.5  10.0  1.69  3.0   

日本司法支援センター 1,166.0  23.5  2.02  2.5   

日本私立学校振興・共済事業団 1,576.5  36.0  2.28  0.0   

沖縄振興開発金融公庫 239.0  6.0  2.51  0.0   
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株式会社 国際協力銀行 588.0  14.0  2.38  0.0   

株式会社 日本政策金融公庫 7,954.5  196.5  2.47  0.0   

株式会社 日本貿易保険 151.5  3.0  1.98  0.0   

沖縄科学技術大学院大学学園 534.5  16.0  2.99  0.0   

日本年金機構 21,762.5  592.0  2.72  0.0   

全国健康保険協会 5,152.5  147.0  2.85  0.0   
 

注 1 ①欄の「法定雇用障害者数の算定の基礎となる労働者数」とは、常用労働者総数から除外率相当数（身体障害者及び知的障害者が就業することが困難

であると認められる職種が相当の割合を占める業種について定められた率を乗じて得た数）を除いた労働者数である。注 2 ②欄の「障害者の数」とは、

身体障害者数、知的障害者数及び精神障害者数の計であり、短時間勤務職員以外の重度身体障害者及び重度知的障害者については、法律上、１人を２人

に相当するものとしてダブルカウントを行い、重度以外の身体障害者及び知的障害者並びに精神障害者である短時間勤務職員については、法律上、１人

を 0.5 人に相当するものとして 0.5 カウントとしている。 

注 2 ②欄の「障害者の数」とは、身体障害者数、知的障害者数及び精神障害者数の計であり、短時間勤務職員以外の重度身体障害者及び重度知的障害者に

ついては、法律上、１人を２人に相当するものとしてダブルカウントとし、重度以外の身体障害者及び知的障害者並びに精神障害者である短時間障害者

については、法律上、１人を 0.5 人に相当するものとして 0.5 カウントとしている。 

注 3 ④欄の「不足数」とは、①欄の労働者数に法定雇用率を乗じて得た数（１未満の端数切り捨て）から②欄の障害者の数を減じて得た数であり、これが

0.0 となることをもって法定雇用率達成となる。 

したがって、実雇用率が法定雇用率を下回っていても、不足数が 0.0 となることがあり、この場合、法定雇用率達成となる。 

注 4 備考欄中(注４)について、これらの法人においては、法定雇用障害者数の算定の基礎となる労働者数が 43.5 人未満であり、法第 43 条に基づく障害者

の雇用義務が発生していない。 

注 5 法人の掲載順は、障害者の雇用の促進等に関する法律施行令別表第２による。 
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（２）平成 29年６月１日時点 独立行政法人等の状況（法定雇用率 2.3％）（再点検前） 

 ① 法定雇用障害者数の 
算定の基礎となる労働者数 

② 
障害者の数 

③ 
実雇用率 

④ 
不足数 

備考 

独立行政法人等合計 353,739.0  8,663.0  2.45  129.5   

医薬基盤・健康・栄養研究所 333.5  6.0  1.80  1.0   

宇宙航空研究開発機構 1,939.0  47.0  2.42  0.0   

海上・港湾・航空技術研究所 458.5  9.0  1.96  1.0   

海洋研究開発機構 1,011.5  27.5  2.72  0.0   

科学技術振興機構 1,172.5  16.0  1.36  10.0   

建築研究所 131.5  4.0  3.04  0.0   

国際農林水産業研究センター 274.0  7.0  2.55  0.0   

国立環境研究所 715.5  20.0  2.80  0.0   

国立がん研究センター 2,192.5  53.0  2.42  0.0   

国立国際医療研究センター 1,917.0  38.0  1.98  6.0   

国立循環器病研究センター 1,185.0  29.0  2.45  0.0   

国立成育医療研究センター 1,070.5  26.5  2.48  0.0   

国立精神・神経医療研究センター 860.0  22.0  2.56  0.0   

国立長寿医療研究センター 575.0  15.0  2.61  0.0   

産業技術総合研究所 4,931.0  116.0  2.35  0.0   

情報通信研究機構 930.0  24.0  2.58  0.0   

新エネルギー・産業技術総合開発機構 590.0  16.0  2.71  0.0   

森林研究・整備機構 1,222.0  33.5  2.74  0.0   

水産研究・教育機構 1,379.5  23.5  1.70  7.5   

土木研究所 576.0  18.0  3.13  0.0   

日本医療研究開発機構 459.0  13.0  2.83  0.0   

日本原子力研究開発機構 3,513.0  80.0  2.28  0.0   

農業・食品産業技術総合研究機構 4,819.5  114.0  2.37  0.0   

物質・材料研究機構 1,175.0  27.0  2.30  0.0   

防災科学技術研究所 313.0  8.5  2.72  0.0   

理化学研究所 4,095.0  94.0  2.30  0.0   

量子科学技術研究開発機構 1,322.5  26.5  2.00  3.5   

奄美群島振興開発基金         (注４) 

医薬品医療機器総合機構 1,288.5  32.0  2.48  0.0   

海技教育機構 347.5  9.0  2.59  0.0   

家畜改良センター 871.5  26.0  2.98  0.0   

環境再生保全機構 166.5  5.0  3.00  0.0   

教職員支援機構 59.5  3.0  5.04  0.0   

勤労者退職金共済機構 339.5  9.0  2.65  0.0   

空港周辺整備機構         (注４) 

経済産業研究所 75.0  4.0  5.33  0.0   

工業所有権情報・研修館 160.0  3.0  1.88  0.0   

航空大学校 114.5  2.0  1.75  0.0   

高齢・障害・求職者雇用支援機構 5,899.0  227.0  3.85  0.0   

国際観光振興機構 173.0  3.0  1.73  0.0   

国際協力機構 1,882.0  43.0  2.28  0.0   

国際交流基金 614.0  17.0  2.77  0.0   

国民生活センター 183.0  5.5  3.01  0.0   

国立印刷局 4,258.5  115.0  2.70  0.0   

国立科学博物館 226.5  6.0  2.65  0.0   

国立高等専門学校機構 5,007.0  133.0  2.66  0.0   

国立公文書館 160.0  3.5  2.19  0.0   

国立重度知的障害者総合施設のぞみの園 311.0  9.0  2.89  0.0   

国立女性教育会館         (注４) 

国立青少年教育振興機構 681.5  17.5  2.57  0.0   

国立特別支援教育総合研究所 87.5  1.0  1.14  1.0   

国立美術館 244.5  6.0  2.45  0.0   

国立病院機構 53,036.0  1,236.0  2.33  0.0   

国立文化財機構 676.0  19.0  2.81  0.0   

自動車技術総合機構 1,199.0  28.0  2.34  0.0   

自動車事故対策機構 445.0  12.5  2.81  0.0   

住宅金融支援機構 992.5  21.0  2.12  1.0   
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酒類総合研究所 78.0  1.0  1.28  0.0   

情報処理推進機構 196.0  4.0  2.04  0.0   

製品評価技術基盤機構 505.0  11.0  2.18  0.0   

石油天然ガス・金属鉱物資源機構 581.0  14.0  2.41  0.0   

造幣局 909.5  27.0  2.97  0.0   

大学改革支援・学位授与機構 174.5  4.0  2.29  0.0   

大学入試センター 124.5  2.0  1.61  0.0   

地域医療機能推進機構 19,221.5  502.0  2.61  0.0   

中小企業基盤整備機構 955.0  24.5  2.57  0.0   

駐留軍等労働者労務管理機構 305.0  8.0  2.62  0.0   

鉄道建設・運輸施設整備支援機構 1,769.0  40.5  2.29  0.0   

統計センター 764.5  16.0  2.09  1.0   

都市再生機構 3,547.5  93.0  2.62  0.0   

日本学術振興会 210.0  4.0  1.90  0.0   

日本学生支援機構 688.0  16.0  2.33  0.0   

日本芸術文化振興会 344.5  7.0  2.03  0.0   

日本高速道路保有・債務返済機構         (注４) 

日本スポーツ振興センター 755.0  17.0  2.25  0.0   

日本貿易振興機構 1,303.0  24.5  1.88  4.5   

農業者年金基金 83.0  1.0  1.20  0.0   

農畜産業振興機構 257.0  5.0  1.95  0.0   

農林漁業信用基金 108.0  2.0  1.85  0.0   

農林水産消費安全技術センター 642.0  15.5  2.41  0.0   

福祉医療機構 285.5  5.0  1.75  1.0   

北方領土問題対策協会         (注４) 

水資源機構 1,431.0  36.5  2.55  0.0   

郵便貯金・簡易生命保険管理機構         (注４) 

労働者健康安全機構 14,623.0  418.0  2.86  0.0   

労働政策研究・研修機構 124.0  6.0  4.84  0.0   

年金積立金管理運用 105.0  2.0  1.90  0.0   

北海道大学 5,039.0  104.0  2.06  11.0   

北海道教育大学 652.5  15.0  2.30  0.0   

室蘭工業大学 247.5  4.0  1.62  1.0   

小樽商科大学 159.5  3.0  1.88  0.0   

帯広畜産大学 244.5  6.0  2.45  0.0   

旭川医科大学 1,334.0  30.0  2.25  0.0   

北見工業大学 202.5  5.0  2.47  0.0   

弘前大学 1,826.0  39.5  2.16  1.5   

岩手大学 659.0  17.0  2.58  0.0   

東北大学 6,075.5  155.0  2.55  0.0   

宮城教育大学 251.0  9.0  3.59  0.0   

秋田大学 1,648.5  38.0  2.31  0.0   

山形大学 1,913.5  45.5  2.38  0.0   

福島大学 441.5  12.0  2.72  0.0   

茨城大学 699.5  16.5  2.36  0.0   

筑波大学 3,892.5  93.5  2.40  0.0   

筑波技術大学 149.5  28.0  18.73  0.0   

宇都宮大学 576.5  13.0  2.25  0.0   

群馬大学 2,189.0  46.0  2.10  4.0   

埼玉大学 621.5  14.0  2.25  0.0   

千葉大学 3,056.0  67.5  2.21  2.5   

東京大学 9,454.5  224.0  2.37  0.0   

東京医科歯科大学 2,222.0  51.0  2.30  0.0   

東京外国語大学 317.5  10.0  3.15  0.0   

東京学芸大学 776.0  18.0  2.32  0.0   

東京農工大学 607.5  14.0  2.30  0.0   

東京芸術大学 461.5  13.0  2.82  0.0   

東京工業大学 1,956.0  42.5  2.17  1.5   

東京海洋大学 366.0  6.0  1.64  2.0   

お茶の水女子大学 388.0  13.0  3.35  0.0   

電気通信大学 460.0  13.0  2.83  0.0   

一橋大学 578.0  14.0  2.42  0.0   
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横浜国立大学 888.0  25.0  2.82  0.0   

新潟大学 2,864.5  60.0  2.09  5.0   

長岡技術科学大学 327.0  8.0  2.45  0.0   

上越教育大学 241.5  4.0  1.66  1.0   

富山大学 2,032.5  45.0  2.21  1.0   

金沢大学 2,588.0  65.0  2.51  0.0   

福井大学 1,821.5  41.0  2.25  0.0   

山梨大学 1,640.5  41.0  2.50  0.0   

信州大学 2,438.0  69.0  2.83  0.0   

岐阜大学 1,972.5  45.0  2.28  0.0   

静岡大学 1,022.0  23.5  2.30  0.0   

浜松医科大学 1,320.0  30.0  2.27  0.0   

名古屋大学 4,860.5  113.0  2.32  0.0   

愛知教育大学 472.0  11.0  2.33  0.0   

名古屋工業大学 505.5  12.5  2.47  0.0   

豊橋技術科学大学 345.0  8.0  2.32  0.0   

三重大学 2,160.0  49.0  2.27  0.0   

滋賀大学 333.0  8.0  2.40  0.0   

滋賀医科大学 1,391.0  28.0  2.01  3.0   

京都大学 6,763.5  148.5  2.20  6.5   

京都教育大学 322.0  7.0  2.17  0.0   

京都工芸繊維大学 414.5  11.0  2.65  0.0   

大阪大学 6,078.5  144.0  2.37  0.0   

大阪教育大学 570.5  17.0  2.98  0.0   

兵庫教育大学 259.0  6.0  2.32  0.0   

神戸大学 3,574.0  87.5  2.45  0.0   

奈良教育大学 213.5  6.0  2.81  0.0   

奈良女子大学 335.0  8.0  2.39  0.0   

和歌山大学 413.5  14.0  3.39  0.0   

鳥取大学 2,051.5  50.0  2.44  0.0   

島根大学 1,916.0  45.0  2.35  0.0   

岡山大学 3,390.0  75.0  2.21  2.0   

広島大学 3,784.5  71.0  1.88  16.0   

山口大学 2,378.0  50.0  2.10  4.0   

徳島大学 2,361.5  56.0  2.37  0.0   

鳴門教育大学 266.0  7.0  2.63  0.0   

香川大学 1,925.5  47.0  2.44  0.0   

愛媛大学 2,159.0  55.0  2.55  0.0   

高知大学 1,787.5  43.0  2.41  0.0   

福岡教育大学 343.5  11.0  3.20  0.0   

九州大学 5,729.5  127.0  2.22  4.0   

九州工業大学 553.5  17.0  3.07  0.0   

佐賀大学 1,876.5  47.0  2.50  0.0   

長崎大学 2,866.5  67.5  2.35  0.0   

熊本大学 2,135.0  47.0  2.20  2.0   

大分大学 1,716.5  24.0  1.40  15.0   

宮崎大学 2,019.0  42.0  2.08  4.0   

鹿児島大学 2,453.5  63.5  2.59  0.0   

鹿屋体育大学 126.5  5.0  3.95  0.0   

琉球大学 2,135.0  50.0  2.34  0.0   

政策研究大学院大学 147.5  3.0  2.03  0.0   

総合研究大学院大学 74.5  0.0  0.00  1.0   

北陸先端科学技術大学院大学 201.0  7.0  3.48  0.0   

奈良先端科学技術大学院大学 396.0  10.0  2.53  0.0   

高エネルギー加速器研究機構 1,001.5  24.0  2.40  0.0   

自然科学研究機構 1,088.5  25.0  2.30  0.0   

情報・システム研究機構 752.0  18.0  2.39  0.0   

人間文化研究機構 592.5  10.0  1.69  3.0   

日本司法支援センター 1,169.0  25.0  2.14  1.0   

日本私立学校振興・共済事業団 1,576.5  36.0  2.28  0.0   

沖縄振興開発金融公庫 239.0  6.0  2.51  0.0   

株式会社 国際協力銀行 588.0  14.0  2.38  0.0   
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株式会社 日本政策金融公庫 7,954.5  196.5  2.47  0.0   

株式会社 日本貿易保険 151.5  3.0  1.98  0.0   

沖縄科学技術大学院大学学園 534.5  16.0  2.99  0.0   

日本年金機構 21,762.5  591.0  2.72  0.0   

全国健康保険協会 5,152.5  147.0  2.85  0.0   

 

注 1 ①欄の「法定雇用障害者数の算定の基礎となる労働者数」とは、常用労働者総数から除外率相当数（身体障害者及び知的障害者が就業することが困難

であると認められる職種が相当の割合を占める業種について定められた率を乗じて得た数）を除いた労働者数である。注 2 ②欄の「障害者の数」とは、

身体障害者数、知的障害者数及び精神障害者数の計であり、短時間勤務職員以外の重度身体障害者及び重度知的障害者については、法律上、１人を２人

に相当するものとしてダブルカウントを行い、重度以外の身体障害者及び知的障害者並びに精神障害者である短時間勤務職員については、法律上、１人

を 0.5 人に相当するものとして 0.5 カウントとしている。 

注 2 ②欄の「障害者の数」とは、身体障害者数、知的障害者数及び精神障害者数の計であり、短時間勤務職員以外の重度身体障害者及び重度知的障害者に

ついては、法律上、１人を２人に相当するものとしてダブルカウントとし、重度以外の身体障害者及び知的障害者並びに精神障害者である短時間障害者

については、法律上、１人を 0.5 人に相当するものとして 0.5 カウントとしている。 

注 3 ④欄の「不足数」とは、①欄の労働者数に法定雇用率を乗じて得た数（１未満の端数切り捨て）から②欄の障害者の数を減じて得た数であり、これが

0.0 となることをもって法定雇用率達成となる。 

したがって、実雇用率が法定雇用率を下回っていても、不足数が 0.0 となることがあり、この場合、法定雇用率達成となる。 

注 4 備考欄中(注４)について、これらの法人においては、法定雇用障害者数の基礎となる労働者数が 43.5 人未満であり、法第 43 条に基づく障害者の雇用

義務が発生していない。 

注 5 法人の掲載順は、障害者の雇用の促進等に関する法律施行令別表第２による。 
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◎ 法定雇用率とは 

 民間企業、国、地方公共団体は、「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき、それぞれ以下

の割合（法定雇用率）に相当する数以上の障害者を雇用しなければならないこととされている。 

 雇用義務の対象となる障害者は、身体障害者、知的障害者又は精神障害者（精神障害者保健福祉手帳

の交付を受けている者に限る。）である（なお、平成30年３月まで、精神障害者は雇用義務の対象では

ないが、精神障害者保健福祉手帳保持者を雇用している場合は雇用率に算定することができる）。 

 

                     一般の民間企業 …………………… ２．２％〔２．０％〕 

  ○ 民間企業 ……    （45.5人〔50人〕以上規模の企業） 

                     特殊法人等 ………………………… ２．５％〔２．３％〕 

                   労働者数40人〔43.5人〕以上規模の特殊法人、 

              独立行政法人、国立大学法人等 

 

  〇 国、地方公共団体 ………………………………………… ２．５％〔２．３％〕 

       （40人〔43.5人〕以上規模の機関） 

 

  ○ 都道府県等の教育委員会 ………………………………… ２．４％〔２．２％〕 

       （42人〔45.5〕以上規模の機関） 

 

※（ ）内は、それぞれの割合（法定雇用率）によって１人以上の障害者を雇用しなければならな

いこととなる企業等の規模である。 

※〔 〕内は、平成30年３月までの値である。 

 

【一般民間企業における雇用率設定基準】 

 

            身体障害者、知的障害者及び精神障害者である常用労働者の数 

                      ＋ 失業している身体障害者、知的障害者及び精神障害者の数 

  障害者雇用率 ＝    

常用労働者数 ＋ 失業者数 

 

※ 特殊法人、国及び地方公共団体における障害者雇用率は、一般の民間企業の障害者雇用率を下回

らない率をもって定めることとされている。 

※ 重度身体障害者又は重度知的障害者については、その１人の雇用をもって、２人の身体障害者又

は知的障害者を雇用しているものとしてカウントされる。 

※ 重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者（１週間の所定労働時間が20時間以上30

時間未満の労働者）については、１人分として、重度以外の身体障害者及び知的障害者並びに精神

障害者である短時間労働者については、0.5人分としてカウントされる。 

 

  

参考２ 
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障害者雇用義務制度及び障害者である職員の任免状況に関する通報について 

 

（制度の概要） 

○ 障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和 35年法律第 123号。以下「法」という。）は、

国や地方公共団体、独立行政法人等、民間企業に対して、従業員の法定雇用率以上の障害

者の雇用を義務付けています。 

※法定雇用率 

国、地方公共団体 2.5％（平成 30年４月から。平成 29年６月１日時点は 2.3％） 

都道府県等教育委員会 2.4％（平成 30年４月から。平成 29年６月１日時点は 2.2％） 

独立行政法人等  2.5％（平成 30年４月から。平成 29年６月１日時点は 2.3％） 

民間企業     2.2％（平成 30年４月から。平成 29年６月１日時点は 2.0％） 

○ 地方公共団体の機関は、法第 40 条に基づき、毎年、障害者である職員の任免に関する

状況を、厚生労働大臣（市町村にあっては都道府県労働局長）に通報しなければならない

こととされており、同法施行令第８条に基づき、毎年６月１日現在の状況を通報すること

とされています。 

  また、独立行政法人等は、法第 43条第７項に基づき、毎年、障害者である労働者の雇用

に関する状況を、公共職業安定所長に報告しなければならないこととされており、同法施

行規則第８条に基づき、毎年６月１日現在の状況を報告することとされています。 

（制度の対象となる障害者の範囲） 

○ 障害者雇用義務制度の対象となる障害者は、法第 37 条第２項において、身体障害者、

知的障害者又は精神障害者（精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているものに限る）と

されています。 

○ 身体障害者については、法第２条第２号において、「身体障害がある者であつて別表に

掲げる障害があるものをいう。」とされています。 
障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和 35年法律第 123号）（抄） 

 別表 障害の範囲（第二条、第四十八条関係） 

一 次に掲げる視覚障害で永続するもの 

イ 両眼の視力（万国式試視力表によつて測つたものをいい、屈折異状がある者については、矯正視力について測つた

ものをいう。以下同じ。）がそれぞれ〇・一以下のもの 

ロ 一眼の視力が〇・〇二以下、他眼の視力が〇・六以下のもの 

ハ 両眼の視野がそれぞれ一〇度以内のもの 

ニ 両眼による視野の二分の一以上が欠けているもの 

二 次に掲げる聴覚又は平衡機能の障害で永続するもの 

イ 両耳の聴力レベルがそれぞれ七〇デシベル以上のもの 

ロ 一耳の聴力レベルが九〇デシベル以上、他耳の聴力レベルが五〇デシベル以上のもの 

ハ 両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が五〇パーセント以下のもの 

ニ 平衡機能の著しい障害 

三 次に掲げる音声機能、言語機能又はそしやく機能の障害 

イ 音声機能、言語機能又はそしやく機能の喪失 

ロ 音声機能、言語機能又はそしやく機能の著しい障害で、永続するもの 

四 次に掲げる肢体不自由 

イ 一上肢、一下肢又は体幹の機能の著しい障害で永続するもの 

ロ 一上肢のおや指を指骨間関節以上で欠くもの又はひとさし指を含めて一上肢の二指以上をそれぞれ第一指骨間関節

以上で欠くもの 

ハ 一下肢をリスフラン関節以上で欠くもの 

ニ 一上肢のおや指の機能の著しい障害又はひとさし指を含めて一上肢の三指以上の機能の著しい障害で、永続するも

の 

ホ 両下肢のすべての指を欠くもの 

ヘ イからホまでに掲げるもののほか、その程度がイからホまでに掲げる障害の程度以上であると認められる障害 

五 心臓、じん臓又は呼吸器の機能の障害その他政令で定める障害（注：政令第 27条により、ぼうこう又は直腸の機能の

障害、小腸の機能の障害、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害、肝臓の機能の障害が該当するものとされてい

る）で、永続し、かつ、日常生活が著しい制限を受ける程度であると認められるもの 

○ 身体障害者について、「別表に掲げる障害があるもの」であることの確認は、身体障害者

手帳によることが原則となりますが、身体障害者手帳を所持しない者について、当分の間、

身体障害者福祉法による指定医や産業医による診断書・意見書によることも差し支えない

参考３ 
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ものとしています。 

○ 知的障害者については、法第２条第４号において、「知的障害がある者であつて厚生労

働省令で定めるものをいう。」とされています。法施行規則（昭和 51年労働省令第 38号。

以下「施行規則」という。）第１条の２において、「法第２条第４号の厚生労働省令で定

める知的障害がある者（以下「知的障害者」という。）は、児童相談所、知的障害者福祉

法（昭和 35年法律第 37号）第９条第６項に規定する知的障害者更生相談所、精神保健及

び精神障害者福祉に関する法律（昭和 25 年法律第 123 号。以下「精神保健福祉法」とい

う。）第６条第１項に規定する精神保健福祉センター、精神保健指定医又は法第 19 条の

障害者職業センター（次条において「知的障害者判定機関」という。）により知的障害が

あると判定された者とする。」とされています。 

○ 精神障害者については、法第 37 条第２項において、精神保健及び精神障害者福祉に関

する法律（昭和 25年法律第 123号）第 45条第２項の規定により精神障害者保健福祉手帳

の交付を受けている者に限るとされています。 

（障害者の範囲の通知） 

○ これらの取扱いについては、障害者雇用義務制度の創設に伴って昭和 51年 10月 1日

付けで労働省職業安定局長から各都道府県知事あて発出した「改正身体障害者雇用促進

法の施行について」に記載されています。 
「改正身体障害者雇用促進法の施行について」 

(昭和 51年 10月 1日 労働省職業安定局長から各都道府県知事あて)＜抄＞ 

第２ 身体障害者及び重度障害者の範囲 

 ３ 身体障害者であることの確認 

   身体障害者であることの確認は、原則として身体障害者手帳によって行うものとするが、身体障害者手帳を所持し

ない者については、次の(1)及び(2)による医師の診断書によって確認するものとする（別添の「参考身体障害者程度

等級表判定基準」を参照のこと）。（略） 

(1) 身体障害者福祉法第 15条の規定により都道府県知事の定める医師（以下「福祉法 15条指定医」という。

なお、身体障害者手帳の交付を受けようとするときは、この医師の診断書を添えて都道府県知事に申請しな

ければならないこととされている。）又は労働安全衛生法第 13条に規定する産業医により法別表に掲げる身

体障害を有するとの診断書（ただし、心臓、じん臓又は呼吸器の障害については、当分の間、福祉法第 15条

指定医によるものに限る。）を受けること。 

(2) (1)の診断書は、障害の種類及び程度並びに法別表に掲げる障害に該当する旨を記載したものとすること。 

○ また、平成 17年に策定された「プライバシーに配慮した障害者の把握・確認ガイドラ

イン」においては、障害者雇用義務制度及び障害者雇用納付金制度の対象となる障害者の

範囲について、身体障害者、知的障害者及び精神障害者であって、障害者手帳等によって

確認することとされている旨を明記するとともに、「身体障害者については、当分の間、都

道府県知事の定める医師若しくは産業医による障害者雇用促進法別表に掲げる身体障害を

有する旨の診断書・意見書（ただし、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小

腸又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害については、当分の間、指定医によ

るものに限る。）によって確認を行うことも認められています。」との注記をしています。 

同ガイドラインは、同年 11月４日に、厚生労働省職業安定局長から「国の機関 人事

担当者責任者」（官房長等）あてに通知されています。 
「プライバシーに配慮した障害者の把握・確認ガイドライン」（抄） 

３．制度の対象となる障害者の範囲 

（１）制度の対象となる障害者の範囲 

① 障害者手帳等による確認 

障害者雇用義務制度及び障害者雇用納付金制度の対象となる障害者の範囲は、身体障害者、知的障害者、及び精神障害者

であって、以下の障害者手帳等によって確認することとされています。 

○ 身体障害者については、身体障害者手帳  

○ 知的障害者については、(イ)都道府県知事又は政令指定都市市長が交付する療育手帳（自治体によっては 

別の名称を用いる場合があります。例えば東京都においては愛の手帳。）又は(ロ)児童相談所、知的障害 

者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医若しくは障害者職業センターによる判定書 

○ 精神障害者については、精神障害者保健福祉手帳（平成18年4月以降） 

（略） 

 

身体障害者については、当分の間、都道府県知事の定める医師若しくは産業医による障害者雇用促進法別表に掲げる身体障

害を有する旨の診断書・意見書（ただし、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸又はヒト免疫不全ウイルスに

よる免疫の機能の障害については、当分の間、指定医によるものに限る。）によって確認を行うことも認められています。 
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都道府県労働局ＨＰ一覧 
各都道府県における地方公共団体及び地方独立行政法人等における障害者の雇用の状況の再点検結果は、

下記のホームページで閲覧できます。 

北海道労働局 
https://jsite.mhlw.go.jp/hokkaido-

roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/shokugyou_shoukai/hourei_seido/s_koyou.html 

青森労働局 https://jsite.mhlw.go.jp/aomori-roudoukyoku/news_topics/topics/_00081.html 

岩手労働局 https://jsite.mhlw.go.jp/iwate-roudoukyoku/   

宮城労働局 https://jsite.mhlw.go.jp/miyagi-roudoukyoku/1/120/123/shougai.html 

秋田労働局 https://jsite.mhlw.go.jp/akita-roudoukyoku/news_topics/houdou/_120555/_120807_00069.html 

山形労働局 
https://jsite.mhlw.go.jp/yamagata-

roudoukyoku/roudoukyoku/gyoumu_naiyou/antei/taisaku2/saitenkenkekka.html 

福島労働局 https://jsite.mhlw.go.jp/fukushima-roudoukyoku/houdou_00005.html 

茨城労働局 https://jsite.mhlw.go.jp/ibaraki-roudoukyoku/content/contents/taisaku_press_h3010_houkoku_syougai.pdf 

栃木労働局 https://jsite.mhlw.go.jp/tochigi-roudoukyoku/content/contents/saitenkenkekka.pdf 

群馬労働局  

https://jsite.mhlw.go.jp/gunma-roudoukyoku/news_topics/houdou.html 

埼玉労働局 https://jsite.mhlw.go.jp/saitama-roudoukyoku/news_topics/houdou/2018/201810-00.html  

千葉労働局 https://jsite.mhlw.go.jp/chiba-roudoukyoku/news_topics/houdou/2018_00001.html 

東京労働局 https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/news_topics/houdou/_122834/301022_syougai.html 

神奈川労働局 https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/home/houdou.html 

新潟労働局 https://jsite.mhlw.go.jp/niigata-roudoukyoku/roudoukyoku/kongetsunougoki/kishahappyo.html 

富山労働局 https://jsite.mhlw.go.jp/toyama-roudoukyoku/news_topics/houdou.html 

石川労働局 http://jsite.mhlw.go.jp/ishikawa-roudoukyoku/jirei_toukei/syougai.html 

福井労働局 https://jsite.mhlw.go.jp/fukui-roudoukyoku/news_topics/houdou/_120779/_120908_00021.html 

山梨労働局 https://jsite.mhlw.go.jp/yamanashi-roudoukyoku/news_topics/houdou/houdou301022.html 

長野労働局 https://jsite.mhlw.go.jp/nagano-roudoukyoku/content/contents/syougaisya-koyoujyoukyou_h29-2.pdf 

岐阜労働局 https://jsite.mhlw.go.jp/gifu-roudoukyoku/news_topics/houdou/houdou_2017/syougaisya_00002.html 

静岡労働局 https://jsite.mhlw.go.jp/shizuoka-roudoukyoku/jirei_toukei/shokugyou_shoukai/toukei/syougaisyatoukei.html 

愛知労働局 https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/news_topics/houdou/2018/_121619_00004.html 

三重労働局 https://jsite.mhlw.go.jp/mie-roudoukyoku/news_topics/event/29041702/20180302001_00042.html 

滋賀労働局 https://jsite.mhlw.go.jp/shiga-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/_119441.html 

京都労働局 https://jsite.mhlw.go.jp/kyoto-roudoukyoku/news_topics/houdou.html 

大阪労働局 https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/redirect/osaka_saitenken.html 

兵庫労働局 
https://jsite.mhlw.go.jp/hyogo-

roudoukyoku/home/sintyaku_itiran/news_topics/houdou/_121972/_122739_00008.html 

奈良労働局 https://jsite.mhlw.go.jp/nara-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/syougaisya.html 

和歌山労働局 https://jsite.mhlw.go.jp/wakayama-roudoukyoku/ 

鳥取労働局 https://jsite.mhlw.go.jp/tottori-roudoukyoku/news_topics/_119962.html 

島根労働局 https://jsite.mhlw.go.jp/shimane-roudoukyoku/redirect/181192.html 

岡山労働局 
https://jsite.mhlw.go.jp/okayama-

roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/handicapedkoyo/handicapedkoyo_law/s_koyou/_90778.html 

広島労働局 
https://jsite.mhlw.go.jp/hiroshima-

roudoukyoku/riyousha_mokuteki_menu/mokuteki_naiyou/syougaisyakoyouinfo.html 

山口労働局 https://jsite.mhlw.go.jp/yamaguchi-roudoukyoku/news_topics/topics/_120355/saitenken.html 

徳島労働局 https://jsite.mhlw.go.jp/tokushima-roudoukyoku/newpage_00015.html 

香川労働局 https://jsite.mhlw.go.jp/kagawa-roudoukyoku/news_topics/_119310.html 

愛媛労働局 https://jsite.mhlw.go.jp/ehime-roudoukyoku/news_topics/houdou/20170414-01/291207_001_00001.html 

高知労働局 https://jsite.mhlw.go.jp/kochi-roudoukyoku/redirect/0001814_00002.html 

福岡労働局 https://jsite.mhlw.go.jp/fukuoka-roudoukyoku/newpage_00051.html 

佐賀労働局 https://jsite.mhlw.go.jp/saga-roudoukyoku/riyousha_mokuteki_menu/toukei_jouhou/_88885.html 

長崎労働局 https://jsite.mhlw.go.jp/nagasaki-roudoukyoku/news_topics/new-information/tenken-kekka-18102301.html 

熊本労働局 https://jsite.mhlw.go.jp/kumamoto-roudoukyoku/news_topics/houdou.html 

大分労働局 http://jsite.mhlw.go.jp/oita-roudoukyoku/news_topics/houdou.html 

宮崎労働局 https://jsite.mhlw.go.jp/miyazaki-roudoukyoku/news_topics/houdou.html 

鹿児島労働局 https://jsite.mhlw.go.jp/kagoshima-roudoukyoku/news_topics/houdou/2018-1022-1.html 

沖縄労働局 https://jsite.mhlw.go.jp/okinawa-roudoukyoku/news_topics/houdou.html 

 

参考４ 

http://www.gunmaroudoukyoku.go.jp/intro/intro01.html


（１）今般の事態の検証
・第三者による検証の場として、「国の行政機関における障害者雇用に係る事案に関する検証委員会」（委員長：

松井 巖氏（弁護士、元福岡高検検事長））を設置。検証結果について、真摯に受け止め、今般の事態について

深く反省し、再発防止に向けて必要な対策を講じていく。

（２）再発防止のための対策

１．今般の事態の検証とチェック機能の強化

公務部門における障害者雇用に関する基本方針（案）の概要①

○厚生労働省における取組

・障害者雇用促進法に基づく通報等に関する実務、再

発防止のための取組に係る留意事項を示した手引きを

作成

・制度改正等の際には、手引きについて必要な改訂を

実施

・人事担当者向けの説明会・情報交換会を毎年実施。

・チェックシートを毎年度配布し、各府省からの通報を

受けるに当たってチェックシートの提出を求め確認

・各府省の関係書類等について必要な調査を行い、障

害者の範囲や確認方法等が適切かを確認 等

○各府省における取組

・本府省のみならず地方支分部局等でも再発防止策

が継続的に実効あるものとして実施されるよう、府省全

体で体制を構築し、取組状況のフォローアップを実施

・手引きに従って、通報対象となる障害者の名簿を作

成するとともに、障害者手帳の写し等の関係書類を保

存

・実地確認やヒアリングにより、内部点検を実施

・不適正な事務処理を未然に防止するため、チェック

シートを活用しながら、複数の職員によるチェック等の

体制強化 等

○チェック機能の強化に向けた更なる検討

・引き続き法的整備を視野に入れた検討を行うとともに、各機関が自ら障害者の任免状況を公表する仕組みを検討
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○平成31年末までの障害者採用計画を策定

○障害者雇用を推進していくために必要な府省内の体制

整備、採用活動及び職場定着等に関する具体的な計

画を策定

○障害者雇用に関する理解の促進

・国家公務員における合理的配慮指針（年内）及び

公務部門における障害者雇用マニュアル（年度内）

の整備

･障害者雇用に精通したアドバイザー等による、各府省

において障害者が活躍できる具体的な業務を選定す

るための支援

･障害者雇用に関する理解促進に向けたセミナーや講

習会、職場見学会等の開催 等

○採用計画を着実に進捗させるための取組及び支援策

・ハローワークにおける職業紹介等

・障害者就労支援機関等との連携 等

２．法定雇用率の速やかな達成に向けた計画的な取組

○障害者が活躍しやすい職場づくりの推進

・各府省の推進体制の整備(実務責任者の配置等)

・障害者雇用に関する理解の促進(再掲)

・働く障害者向けの相談窓口の設置

・個々の障害者をサポートする支援者の配置・委嘱

・障害者の作業環境を整えるための機器の導入・設備改

善 等

○障害者がいきいきと働きやすい人事管理の在り方の検

討

・早出遅出勤務の特例、フレックスタイム制の柔軟化等の

措置

・テレワーク勤務を活用できるような環境整備 等
○障害者の自立の促進や民間における障害者雇用に資する
取組の推進
・障害者雇用施策の充実

・障害者優先調達法に基づく、障害者就労施設等か

らの物品等の調達の推進

３．国・地方公共団体における障害者の活躍の場の拡大

公務部門における障害者雇用に関する基本方針（案）の概要②
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○障害者を対象とした常勤採用の枠組み(選考採用)

・人事院が能力実証等の一部を統一的に行う障害者を対象とした選考試験を新たに導入（平成30年度から）

・各府省の個別の選考採用も並行して実施。人事院から留意点等を各府省に提示（年内）

○「ステップアップ制度」の枠組みを導入（年度内）

・非常勤職員として勤務後、選考を経て常勤職員となることを可能とする。

（厚生労働省等において必要な手続きを経て平成30年度中に取組を実施)

○常勤職員として採用予定の者について、本人の希望に応じ、採用前に非常勤職員として勤務できる「プレ雇用制

度」を導入

○非常勤職員について、障害特性等に応じた適切な対応を図る観点から、雇用の安定確保等に関する運用指針を策定(年内)

○上記施策の推進に必要となる定員・予算については適切に措置

４．公務員の任用面での対応等

５．今後に向けて

○閣僚会議等政府一体となって推進する体制の下でフォローアップを行い、取組を着実に推進

○法定雇用率の達成に留まらず、障害のある方が意欲と能力を発揮し、活躍できる場の拡大に取り組み、今後も政

府一体となって障害者の雇用を不断に推進

※地方公共団体に対する対応

・各地方公共団体の実情に応じ、本基本方針を参考にしながら必要な措置を講ずるよう、厚生労働省及び総務省より要請

・法定雇用率を達成していない地方公共団体について、その達成に向けた取組を着実なものとするため、厚生労働省は総務省の

協力を得て、上記に記載された支援を踏まえつつ、対応について検討

公務部門における障害者雇用に関する基本方針（案）の概要③
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公務部門における障害者雇用に関する関係府省連絡会議 

 

 

 

公務部門における障害者雇用に関する基本方針（案） 

 

 

 公務部門は、民間の事業主に対し率先して障害者を雇用すべき立場にありながら、今

般、多くの機関において対象障害者の確認・計上に誤りがあり、法定雇用率を達成してい

ない状況であったことが明らかとなった事態を重く受け止める必要がある。 

 

 障害者雇用については、障害者基本法(昭和 45 年法律第 84 号)、障害者基本計画（第

４次）（平成 30年３月 30日閣議決定）及び障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和 35

年法律第 123 号。以下「障害者雇用促進法」という。）において「共生」や「社会連帯」

の理念が掲げられ、これを基盤とし、関係施策とあいまって、障害者雇用の推進に向けた

取組が進められてきた。 

 

 障害者雇用促進法においては、「すべて事業主は、障害者の雇用に関し、社会連帯の理

念に基づき、障害者である労働者が有為な職業人として自立しようとする努力に対して

協力する責務を有するものであつて、その有する能力を正当に評価し、適当な雇用の場

を与えるとともに適正な雇用管理を行うことによりその雇用の安定を図るように努めな

ければならない。」（第５条）とされ、国及び地方公共団体も事業主としてこの責務を有

するものである。 

また、特に国の機関における障害者雇用については、障害者基本計画（第４次）にお  

いて、「国の機関においては、民間企業に率先垂範して障害者雇用を進める立場であるこ

とを踏まえ、法定雇用率の完全達成に向けて取り組むなど、積極的に障害者の雇用を進

める。」こととされている。 

 

 各府省は、今般の事態に対応するに当たって、このような障害者雇用の理念や推進の

考え方及び制度の理解を改めて確認・徹底し、再発防止はもとより、法定雇用率の達成

に向けた計画的な取組とあわせて、率先垂範して障害者雇用を進める立場から、公務部

門における障害者の活躍の場の拡大に向けた取組を着実に進めていく必要がある。 

 

 このため、本閣僚会議の下に「公務部門における障害者雇用に関する関係府省連絡会

議」(以下「連絡会議」という。議長：厚生労働大臣)を設置し、政府一体となって障害

者雇用の推進に取り組む方策について検討を進めてきた。また、連絡会議の下に、弁護

士等を構成員とする「国の行政機関における障害者雇用に係る事案に関する検証委員会」

(以下「検証委員会」という。委員長：松井 巖 氏(弁護士、元福岡高検検事長))を設置

し、再発防止とチェック機能の強化策を検討していく上での前提として、今般の事態の

事実関係の確認と検証を行った。 

 

資料４－２ 
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 連絡会議においては、障害者団体等から御意見を伺ったほか、障害者代表や労働者代

表・使用者代表も参画する労働政策審議会障害者雇用分科会においても、今般の事態に

ついて御審議いただいた。 

それらも踏まえ、今般、閣僚会議として、公務部門における障害者の活躍の場の拡大

に向けた基本方針を策定し、公表するものである。なお、本文中の人事院に係る部分は、

人事院に対して検討を要請するものである。 

 

１．今般の事態の検証とチェック機能の強化 

（１）今般の事態の検証 

  今般の事態については、検証委員会において事実関係の確認と検証を実施してきたと

ころであり、その検証結果については、検証委員会から別途報告された報告書のとおり

である。検証結果について、真摯に受け止め、今般の事態について深く反省し、再発防

止に向けて必要な対策を講じていく。 

 

（２）再発防止のための対策 

ア．検証委員会による検証結果を踏まえ、障害者雇用促進法を所管する厚生労働省及び

各府省のそれぞれにおいて、本基本方針に基づいて、再発防止策として以下の取組を

実施する。 

 

（ア）厚生労働省における取組 

・ 厚生労働省は、通報対象となる障害者の範囲及びその確認方法、法定雇用障害者

数の算定の基礎となる職員数の計上に関して、明確な判断基準を改めて示すととも

に、それらの確認・計上、通報対象となる障害者の名簿の作成、関係書類の保存等

の障害者雇用促進法に基づく通報等に関する実務、及び各府省における再発防止の

ための取組に係る留意事項（人事担当部署による内部点検の実施、研修会の実施、

事務処理体制の強化等）について示した手引き（以下「手引き」という。）を作成

し、各府省に送付する。 

また、制度の改正等が行われた際には、手引きについて必要な改訂を行い、改め

て各府省に送付する。 

・ 厚生労働省は、障害者雇用促進法に基づく通報等に関して各府省に毎年発出する

文書について、手引きを添付する。 

・ 厚生労働省は、内閣人事局の協力を得て、各府省の人事担当者向けに、障害者雇

用促進法に基づく通報等に関する実務に関する説明会・情報交換会を毎年実施す

る。 

・ 厚生労働省は、毎年度、各府省に対して「障害者の任免状況の通報に関するチェ

ックシート」を配布し、各府省からの通報を受けるに当たってチェック済みの当該

チェックシートの提出を求め、その内容を確認する。 

・ 厚生労働省は、各府省から通報される任免状況に関して、各府省が保存する通報対

象となる障害者の名簿や障害者手帳（身体障害者については指定医等の診断書を含

む。以下同じ。）の写し等の関係書類について必要な調査を行い、通報対象となる障

害者の範囲やその確認方法等の実務が適切に実施されているかを確認する。 
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（イ）各府省における取組 

・ 各府省は、各部局の責任者を構成員とする会議等、府省全体で障害者雇用の推進

を図るために構築する体制の下で、誤りがあった府省においては自らの誤りの原因

を踏まえ、再発防止策が継続的に実効あるものとして実施されているか、取組状況

のフォローアップを行う。特に、地方支分部局等のある府省においては、再発防止

策を本府省のみならず、地方支分部局等にも浸透させ、確実に取り組まれるように

する。 

・ 各府省は、通報対象となる障害者の範囲やその確認方法等が適切に取り扱われて

いるかを確認することができるよう、手引きにしたがって、通報対象となる障害者

の名簿を作成するとともに、障害者手帳の写し等の関係書類を保存する。 

・ 各府省の人事担当部署は、毎年度、各部局から報告される任免状況について、通

報対象となる障害者の範囲やその確認方法等が適切に取り扱われていることを確認

するため、適宜対象部局を選定して障害者手帳の写しを実地に確認すること、障害

者の任免状況の増減理由に関するヒアリングを行うこと等、内部点検を行う。 

・ また、不適正な事務処理を未然に防止するため、通報対象となる障害者の範囲及

びその確認方法、法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員数の計上、通報書の作

成などに関し、「障害者の任免状況の通報に関するチェックシート」を活用しなが

ら、複数の職員によりチェックするなどの体制強化を図る。 

・ 上記のほか、各府省は、職員自らが通報対象となる障害者として計上されている

か確認できる仕組みの整備、各部局の担当者向け研修会の実施、各府省におけるグ

ループウェアの活用等による手引き等の情報の共有等、それぞれの実情に応じた方

策を実施する。 

 

イ．地方公共団体における再発防止のための取組 

「都道府県の機関、市町村の機関、都道府県等の教育委員会及び独立行政法人等に

おける平成 29 年６月１日現在の障害者の任免状況等の再点検結果について」（平成

30 年 10 月 22 日）の結果等を踏まえ、地方公共団体における再発防止のための取組

について、本基本方針を参考にしながら必要な措置を講ずるよう、厚生労働省及び総

務省より要請する。 

 

ウ．チェック機能の強化に向けた更なる検討 

 厚生労働大臣による国の行政機関等における障害者の任免状況に関するチェック

機能の強化について、引き続き、法的整備を視野に入れた検討を行うとともに、国の

行政機関等における障害者の任免状況について、これまで実施してきた厚生労働省に

よる一括した公表と併せて、各機関における説明責任を果たす観点から、各機関が自

ら障害者の任免状況を公表する仕組みを検討する。 

 

２．法定雇用率の速やかな達成に向けた計画的な取組 

（１）障害者採用計画の策定 

法定雇用率を達成していない府省は、まずは年内の達成を目指し、それが難しい場合
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には、障害者雇用促進法の下、平成 31年末までの障害者採用計画を策定し、当該計画に

則って法定雇用率の速やかな達成に向けた取組を進める(法定雇用率を達成していない

府省等における障害者採用計画は別紙)。その際、身体障害者、知的障害者、精神障害者

のそれぞれの障害特性等を適切に踏まえ、広く働きやすい就労機会を提供することに努

めるものとし、特に本年４月から障害者雇用促進法に基づく雇用義務の対象に精神障害

者が加わったことを踏まえ、精神障害者の雇用も積極的に進めていく。 

 

（２）障害者採用計画の達成に向けた具体的な取組計画 

法定雇用率を達成していない府省は、障害者採用計画と併せ、障害者雇用を推進して

いくために必要となる府省内の体制整備、障害者の採用活動及び職場定着等に関する具

体的な取組計画を策定する。 

  併せて、法定雇用率を達成している府省においても、当該取組計画を策定する。 

 

（３）障害者雇用に関する理解の促進 

ア．人事担当者の理解促進 

・ 各府省は、障害者の働きやすい職場環境づくりや障害特性に応じた雇用管理に関

する人事担当者の理解を深める取組を進める。 

・ 人事院は、民間事業主等向けの合理的配慮指針を踏まえ、国家公務員における合理

的配慮に関する指針を、年内をめどに策定する。その指針を踏まえ、内閣人事局を中

心として、厚生労働省及び人事院の協力を得て、公務部門における障害者雇用マニュ

アルを、年度内をめどに整備する。 

・ 厚生労働省は、公務部門にも応用できる民間企業における障害者雇用のノウハウ

について、各種マニュアル、ガイドブック、リファレンスサービス等により速やかに

各府省に提供する。 

・ 厚生労働省は、障害者の働きやすい職場環境づくりや障害特性に応じた雇用管理

に精通した者（民間企業や就労支援機関での豊富な支援経験を有する者）を選任し、

障害者が活躍できる具体的な業務の選定等各府省に対してその実情に応じた専門的

な助言を行うことができる体制を速やかに整備する。 

・ 厚生労働省及び内閣人事局は、障害者の働きやすい職場環境づくりや障害特性に

応じた雇用管理に関し、各府省に求められる各種取組について説明する障害者雇用

セミナーを年内に開催し、その後も継続的に開催する。 

・ 厚生労働省は、各府省の人事担当者が障害者雇用に関する理解を深め、障害者雇用

を進めていくに当たって生ずる課題やその対応等について学ぶ機会を持つことがで

きるよう、障害者雇用職場見学会を年内に開催し、その後も継続的に開催する。 

・ 内閣人事局は、障害特性を理解した上での雇用・配置や業務のコーディネートを行

う障害者雇用のキーパーソンを養成する「障害者雇用キーパーソン養成講習会」を年

内に開催し、その後も継続的に実施する。 

 

イ．障害者と共に働く同僚・上司の理解促進 

  ・ 各府省は、職場の同僚・上司の障害に対する理解を深め、障害のある職員を温か

く見守り、支援する応援者となるよう、障害に対する理解を深めるための研修等の
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取組を推進する。 

・ 厚生労働省は、ハローワークにおいて、各府省の取組を支援するため、精神・発達

障害者と共に働く職員を対象として、精神・発達障害者に対する知識と理解を深める

「精神・発達障害者しごとサポーター養成講座」を年内に開催し、その後も継続的に

実施する（各府省に出向いて開催することを含む。）。また、同講座の e-ラーニング

版を年度内に作成し、各府省の職員が受講できるように提供する。 

 

（４）採用計画を着実に進捗させるための取組及び支援策 

ア．支援策に係る府省別の相談窓口担当者の配置 

・ 厚生労働省は、速やかに各府省別の「相談窓口担当者」（リエゾン）を定め、各府

省からの相談にワンストップで対応する。 

 

イ．ハローワークにおける職業紹介等 

・ 各府省は、採用計画に基づき、速やかに、ハローワークに対して業務内容や業務上

の配慮などを分かりやすく示した求人申込みを行う。 

・ 厚生労働省は、ハローワークにおいて、各府省の求人申込みに応じて、障害特性に

応じたきめ細かな職業相談・紹介、職場定着支援等を実施するため、就職を希望する

障害者に対し、ハローワークを中心に就労支援機関の職員や医療機関等の職員から

構成される「障害者就労支援チーム」を結成し、就職の準備段階から職場定着までの

一貫した支援を実施することを通じ、各府省における円滑な採用や採用する障害者

の職場定着を促進する。 

・ 管轄内に複数の府省が所在するハローワークを中心に求人受理体制を強化すると

ともに、各府省への就職を希望する求職者のマッチングや就職後の職場定着支援等

を実施するため、ハローワークに支援員を配置するなどの体制整備を図る。 

・ ハローワークにおいて、求職者と求人者が一同に会する業務説明会を年内に開催

し、その後も継続的に開催する。 

 

ウ．障害者就労支援機関等との連携 

・ 厚生労働省は、各府省向けに、就労移行支援機関や特別支援学校、障害者職業能力

開発校などの見学会を年内に開催し、その後も継続的に実施する。 

・ また、ハローワークにおいて、障害者就労支援機関（就労移行支援事業所、就労継

続支援事業所）に対し、各府省の求人情報を提供すること等により、希望する求職者

の円滑な移行を積極的に促し、ハローワークにおける職業紹介につなげる。 

・  各府省は就職した障害者を支援している就労支援機関等と連携し、円滑な定着に

努める。 

 

エ．より良い職場環境づくりにつなげる職場実習の実施 

 ・ 各府省は、障害者の職場実習の実施等を通じて、障害に対する理解を深めるととも

に、雇用に当たっての課題の発見とその改善策の検討に取り組むことにより、障害

者雇用に係るノウハウを蓄積し、より良い職場環境づくりにつなげる。 

・ 厚生労働省及び内閣人事局は、ハローワークによる実習希望者の紹介や内閣人事
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局の「障害者ワーク・サポート・ステーション事業」（各府省の職場へ、障害者（実

習生）とその支援者を一定期間派遣）の実施により、各府省における障害者の職場実

習を支援する。 

 

（５）地方公共団体に対する対応 

「都道府県の機関、市町村の機関、都道府県等の教育委員会及び独立行政法人等にお

ける平成 29年６月１日現在の障害者の任免状況等の再点検結果について」（平成 30年

10 月 22 日）の結果等を踏まえ、法定雇用率を達成していない地方公共団体について、

その達成に向けた取組を着実なものとするため、厚生労働省は、総務省の協力を得て、

上記（３）及び（４）に記載された支援を踏まえつつ、対応について検討する。 

 

３．国・地方公共団体における障害者の活躍の場の拡大 

（１）障害者が活躍しやすい職場づくりの推進 

ア．障害者の活躍の場の拡大に向けた取組の推進体制の整備 

  ・ 各府省は、障害者雇用の推進に関する実務責任者を、障害者雇用促進法第 78条の

障害者雇用推進者に相当するものとして、人事担当部局の職員の中から選任し、速

やかに配置する。 

・ 各府省は、関係部局の職員により構成する障害者雇用推進チームを設置すること、

外部人材の委嘱等により障害者が働く部署の人事担当者からの相談に応じる体制を

整備すること等を通じて、速やかに障害者の活躍の場の拡大に向けた府省内の取組

の推進体制を整備する。 

 

イ．人事担当者や障害者と共に働く同僚・上司の理解促進等（再掲） 

・ 人事担当者の理解促進 

・ 障害者と共に働く同僚・上司の理解促進 

・ 障害者就労支援機関等との連携 

 

ウ．働く障害者向けの相談窓口 

  ・ 各府省は、障害者雇用促進法第 79条の障害者職業生活相談員に相当するものとし

て、障害者本人からの相談を受け付ける相談員を職員の中から選任し配置すること

等により、速やかに相談体制を整備する。 

 

 エ．個々の障害者のサポートをする支援者の配置・委嘱 

・ 各府省は、勤務に当たって個別的なサポートを行う支援者を必要とする障害者を

採用する場合、当該支援者を採用又は職員の中から選任することやハローワーク等

に配置される支援者による職場適応に係る支援を受けることにより、採用後におけ

る職場適応が円滑に進むようにサポートする。 

・ 職員の中から支援者を選任する場合において、的確なサポートを行えるよう、厚生

労働省等が年度内及びその後継続的に開催する職場での支援者向けの各種セミナー

等を受講させる。 
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オ．障害者の作業環境を整えるための機器の導入・設備改善 

・ 各府省は、障害者の就労を進めるために必要な施設や設備の設置、整備等につい

て、積極的に取り組むものとする。 

・ その際、厚生労働省は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構（以下

「機構」という。）や民間機関を活用して、各府省からの相談に対応する。 

 

（２）障害者がいきいきと働きやすい人事管理の在り方の検討 

障害者が、自らの希望や障害の特性等に応じて、無理なく、かつ、安定的に働くこと

ができるよう、国家公務員の人事管理の在り方について検討を進め、必要な措置を講じ

ていく。 

・ 人事院は、早出遅出勤務の特例の設定、フレックスタイム制の柔軟化、休憩時間の

弾力的な設定等の必要な措置を講ずるとともに、民間や公務における状況を踏まえ

て、障害者の働きやすさを考慮した勤務時間・休暇制度における更に必要な措置につ

いて検討を行う。 

・ 各府省は、障害を有する職員が、通勤負担等を軽減するため、必要に応じてテレワ

ーク勤務を活用できるよう環境整備を行うこととし、まずは平成 30年中に関連規程

の整備を行う。 

 ・ 内閣人事局は、障害を有する職員の人事評価を行うに際して、当該職員の負担軽減

を始め適切な人事評価を確保するため、障害の態様等により留意すべき事項をまと

め、平成 30年中に各府省に通知する。 

 

（３）障害者の自立の促進や民間における障害者雇用に資する取組の推進 

ア．障害者雇用施策の充実 

・ 本基本方針に基づく取組については、今般の事態を踏まえ、公務部門における障害

者雇用を主眼に置いたものであるが、民間企業における障害者雇用を推進していく

ことも重要であり、大切なことは、官民を問わず、障害のある方の活躍の場を見出し、

拡大していくという視点である。 

・ このため、厚生労働省は、ハローワークによるきめ細かな職業相談・職業紹介、機

構による各種専門支援サービスの推進、地域の就労支援拠点である障害者就業・生活

支援センターの機能強化等により、ハローワークの求職登録者、障害者就労支援機関

の利用者、特別支援学校の卒業生、障害者職業能力開発校の修了生等の就職促進と定

着支援を積極的に進める。さらに、企業等が障害特性等の情報を共有し、精神障害者

等に対する適切な支援や配慮を講じやすくするための情報共有フォーマットである

「就労パスポート」の活用の検討等を通じ、障害者雇用施策の充実を図るとともに、

「今後の障害者雇用促進制度の在り方に関する研究会」の報告書を踏まえた障害者

雇用施策の充実に向けた検討を進める。 

 

イ．障害者優先調達推進法に基づく、障害者就労施設等からの物品等の調達の推進 

・ 各府省は、障害者雇用の推進と併せ、障害者の自立の促進や民間における障害者雇

用に資する取組を推進する観点から、国等による障害者就労施設等からの物品等の

調達の推進等に関する法律（平成 24 年法律第 50 号）に基づく障害者就労施設等か
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らの物品等の調達を着実に推進する。 

・ 具体的には、各府省は、調達方針において定めている目標の達成に向けて取り組

む。また、厚生労働省は、各府省に対し、対象となる障害者就労施設等に関する詳細

な情報や創意・工夫等している取組事例を提供する。これらの取組などにより各府省

の調達の推進等に向けた取組を進める。 

 

（４）地方公共団体に対する対応 

地方公共団体における障害者の活躍の場の拡大に向け、上記の取組について、各地方

公共団体の実情に応じ、本基本方針を参考にしながら必要な措置を講ずるよう、厚生労

働省及び総務省より要請する。その際、厚生労働省は、上記（１）に記載された支援を

踏まえつつ、対応について検討する。 

 

４．公務員の任用面での対応等 

（１）障害者が能力を発揮できる職務の用意 

各府省は、個々の障害者がその障害の内容及び程度に応じて能力を発揮できる具体的

な職域・職種・業務を把握し、その用意を行う。 

 

（２）障害者を対象とした募集、採用等の考え方の提示 

人事院は、厚生労働省の助言を得て、障害者を採用するに当たっての募集、採用方法、

採用時の配慮（面接の際の就労支援機関の職員の同席等を含む。）等の基本的な考え方を

年内に各府省に提示する。各府省はこの考え方に基づき、障害者の採用に係る手続を実

施する。なお、障害者を対象とした募集に基づき採用された場合に障害者手帳の返納や

失効を理由とした免職は行わない。 

 

（３）多様な任用形態の確保 

ア．障害者を対象とした新たな常勤採用の枠組み（選考採用）の導入 

・ 法定雇用率を達成するための各府省の採用計画における常勤職員の職務内容、規

模等を踏まえた上で、人事院が能力実証等の一部を統一的に行う障害者を対象とし

た選考試験を平成 30 年度より導入する。その際、平成 30 年度については、各府省

が年度中に採用を行えることを最優先に時期等を検討する。その結果も踏まえ、平

成 31年度については、各府省が同年中に採用を行えるよう時期等を検討する。 

・ 並行して、各府省において個別に選考採用を実施することとし、人事院から承認

申請に際しての留意点等を年内に各府省に提示する。また、人事院は、選考手続き

において、過去の採用試験に合格したことを評価できる旨を各府省に提示する。 

・ 選考を経て常勤職員として採用予定の者について、本人の希望に応じ、採用前に

非常勤職員として勤務できるプレ雇用を導入することとし、留意事項などを内閣人

事局が年内に通知する。 

 

イ．ステップアップ制度の導入 

・ 非常勤職員として勤務した後、選考を経て常勤職員となることを可能とするステ

ップアップの枠組みを平成 30年度中に導入することとし、具体的な方法については、
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内閣人事局及び人事院において、厚生労働省の協力を得て引き続き検討し、年内に各

府省に提示する。 

・  厚生労働省等において、平成 30 年度中に、職務実績のある非常勤職員について、

必要な手続を経て、ステップアップの取組を実施することとする。 

 

ウ．障害の態様に応じた非常勤職員制度の運用 

・ 非常勤職員について、人事院及び内閣人事局において、障害特性等に応じた適切な

対応を図る観点から、雇用の安定確保等に関する運用指針を年内に策定し、各府省に

提示する。 

 

（４）地方公共団体に対する対応 

  上記の取組について、各地方公共団体の実情に応じ、本基本方針を参考にしながら必

要な措置を講ずるよう、厚生労働省及び総務省より要請する。 

 

（５）定員・予算措置 

  上記施策の推進に必要となる定員及び予算については適切に措置するものとする。 

 

 

５．今後に向けて 

本基本方針に基づく取組状況については、本閣僚会議等政府一体となって推進する体

制の下においてフォローアップを行うこととし、今般の事態の再発防止及び障害者の活

躍の場の拡大に向けた取組を着実に推進していく。 

その際、本基本方針の目指すものは、法定雇用率が未達成の府省における法定雇用率

の達成に留まるものではなく、法定雇用率を達成している府省も含め障害のある方が意

欲と能力を発揮し、活躍できる場の拡大に取り組んでいくことであり、今後においても

政府一体となって障害者の雇用を不断に推進していく。 
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（別紙） 
 

 

 

 

障害者である職員の不足数 

（平成 30年 6月 1日現在）※ 

採用予定数 

採用予定数の合計 
計画の始期 

～平成 30年度末 
平成 31年度当初 
～計画の終期 

行政機関合計 3,875.0 1,491.5 2,581.0 4,072.5 

内閣官房 28.0 5.5 29.0 34.5 

内閣法制局 － － －  －  

内閣府 47.0 9.0 44.0 53.0 

宮内庁 14.0 1.5 15.0 16.5 

公正取引委員会 3.0 6.0 0.0 6.0 

警察庁 － －  －  －  

金融庁 10.0 10.0 17.0 27.0 

消費者庁 10.5 3.0 4.0 7.0 

個人情報保護委員会 － －  －  －  

復興庁 5.0  （注）  （注）  （注）  

総務省 80.0 5.0 80.0 85.0 

法務省 574.5 383.0 248.5 631.5 

公安調査庁 31.0 25.0 0.0 25.0 

外務省 138.0 23.0 123.0 146.0 

財務省 157.0 68.5 101.0 169.5 

国税庁 1,068.5 550.0 546.0 1,096.0 

文部科学省 47.0 4.5 44.5 49.0 

厚生労働省 － －  －  －  

農林水産省 212.5 44.0 179.0 223.0 

林野庁 44.5 24.0 25.0 49.0 

水産庁 12.0 5.0 10.0 15.0 

経済産業省 103.5 42.5 63.0 105.5 

特許庁 64.0 18.0 54.0 72.0 

国土交通省 713.5 183.0 549.0 732.0 

観光庁 6.0 7.0 0.0 7.0 

気象庁 54.0 20.0 46.0 66.0 

海上保安庁 － －  －  －  

運輸安全委員会 4.0 5.0 0.0 5.0 

環境省 53.0 6.0 47.0 53.0 

原子力規制委員会 － －  －  －  

防衛省 350.5 32.0 319.0 351.0 

防衛装備庁 29.0 3.0 28.0 31.0 

人事院 10.0 6.0 6.0 12.0 

会計検査院 5.0 2.0 3.0 5.0 

 
※ 障害者である職員の不足数（平成 30年 6月１日現在）については、全体的に平成 29年 6月 1日現在の不足数よりも増加して

いるが、これは主に本年 4 月１日からの国の行政機関における法定雇用率が、それまでの 2.3％から 2.5％になったことに伴う

ものである。 

注 復興庁においては、今般の平成 29年６月１日現在の障害者の任免状況にかかる再点検結果により、法定雇用障害者数か

らの不足数が 5.0 人と判明したことから、平成 32 年度末の復興庁の廃止も見据えて、採用予定数について検討中である。 

 


